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刊行にあたって 
 
本論文集は，東日本大震災における災害対応や経済復興に関して，震災発生からおよそ

一年半の間に刊行された論文を分野毎に概観した，いわゆるサーベイ論文集である．いず

れも東日本大震災において生じた課題と，その解決に向けて今後必要とされる研究や政策

を展望することを目的としている．サーベイの対象は主に学術論文としたが，分野によっ

ては入手できる学術論文が限られており，政府資料，一般の雑誌記事や新聞記事等につい

ても参照している． 
この作業は関西大学社会安全学部減災政策研究室（永松ゼミ）の一期生である 3 年生が

分担して実施した．学部学生の作業であるため，表現やとりまとめ方については稚拙さが

残ることは否めないが，それでもそれぞれの分野でそれなりに主要な論点や主要な文献は

網羅できているはずである． 
こうしたサーベイ論文集を作成しようと思った動機は，この未曾有の大災害の全体像を

把握したかったことにある．そしてその試みは、経済復興という分野に限ってであるが，

ある程度成功したと考えている．三陸の津波被災地では漁業と水産加工業の相互依存関係

があり，どちらか一方だけの復興はあり得ないこと，また雇用問題の解決策の一つとして

観光の推進があることや，社会的企業（ソーシャルビジネス）もまた、被災地の雇用を生

み出す一つの方法として注目されていることなど，従来，縦割りで捉えられてきた課題が

実は相互に深く依存し合っていることが，この論文集を一読すれば容易に理解できるであ

ろう． 
他方で，こうしたサーベイをとりまとめるのはやや時期尚早だったかもしれないという

思いも残る．阪神・淡路大震災の経験から，震災から一年半が経過した段階で，ある程度

論点が明確になるのではないかと考えていたが，東日本大震災からの復興のスピードは阪

神・淡路とは比較にならないほど遅く，経済復興の課題についてもまだ先が見通せる状況

には至っていないということも明らかになった．しかし，それもこうしたサーベイから得

られた重要な知見の一つであると考えている． 
なお，本論文集の作成に当たり，2012 年 9 月に気仙沼の現地調査を実施した．本稿の中

にはそこで得られた知見も多数含まれている．この調査に当たっては，一般社団法人気仙

沼復興協会（KRA）の皆さんの多大なる協力を得た．そのほか学生たちのヒアリング調査

に協力して頂いた多数の方々には，研究代表者として改めてお礼を申し上げたい． 
 

関西大学社会安全学部 准教授 永松伸吾 
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SUMMARY 

Great Eastern Japan Earthquake occurred on March 11，2011． This earthquake 
caused large Tsunami．Accordingly，many people were sacrificed． In order to reduce the 
damage investigating the initial behavior of local people and organizations is necessary． 
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1. はじめに 
 
東北地方太平洋沖を震源とする M9.0 の

巨大地震により東北地方では多くの住民が

犠牲となった．その多くが，地震により発

生した巨大津波によるものである．  
東北地方では過去にも津波による甚大な

被害を繰り返し受けている． そのため，防

災施設の整備や避難道路の整備、住民の防

災意識の向上など行ってきた[1]．  
しかし，そうしてきたにもかかわらず今

回の震災では，避難途中に津波に巻き込ま

れる，避難先で津波に巻き込まれるなど多

くの住民が津波に巻き込まれ犠牲となった．

このようなことから，東日本大震災は，迅

速な津波避難の重要性が再認識された災害

であるといえる． 
近い将来，東南海地震や首都直下地震の

ような大規模地震の発生が危惧されている．

そのとき，今回のような津波が再び襲来し

て来ないとは言いきれない． これまでのよ

うな甚大な被害を出さないためにも，今回

の震災での経験を生かし備えをしていかな

ければならない． そのためには，今回どの

ような問題が生じ，どのような課題が浮き

彫りになったかを真摯に受け止め，そして
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理解する必要がある． そのための資料の一

つとして本稿を参考にしていただければと

考える． 
 
2. 東日本大震災と津波避難 
 
今回の地震によりした津波は，最大で海岸

から 6 ㎞内陸まで浸水が確認されている． 
場所により，波高 10ｍ以上，最大遡上高は

40.1ｍの大津波が発生したと思われる． 
12 都道府県にわたり，広域に甚大な被害

が発生した．東日本大震災による死者数は

16,278 名，行方不明者数は 2,994 名 1)であ

る [3]．  東日本大震災における死因は，

92.4％が溺死であると公表されている[4]． 
 
3. 避難誘導について  
 
3.1 学校等における避難誘導について 
 
 今回の震災では，地震が発生した時間帯

が平日のお昼頃であったことから，多くの

児童・生徒が小学校・中学校・高等学校等

に在校していたと思われる． そのため地震

発生時多くの児童・生徒がなんらかの避難

行動をとったと考えられる．実際，石巻市

立大川小学校では，今回の震災の津波によ

り校庭に避難していた児童 108 名中 70 名

が亡くなり，4 名が行方不明となっている

2)．文部科学省が被災した岩手・宮城・福島

の 3 県の国公私立の幼稚，小学校，中学校，

高等学校，中等教育学校，特別支援学校の

全て（本校・分校）の 3,127 校を対象とし

た調査を例にすると，地震発生直後は，安

全確保のためなのか地震発生の一次避難行

動に関して，「机の下にもぐった」という行

動が 74.4％の学校等で実施され，「大きな柱

のそばで身の低い姿勢をとる」などの場所

や状況に応じた行動を 49.3％の学校で実施

されていた． 一時避難行動に関しては，沿

岸部と内陸部の学校等で大きな差は見られ

ていない． 揺れが収まったのち，約 6 割の

学校等で校内放送やハンドマイク等で避難

指示を出し校庭などに避難させている．約

9 割強の学校等で揺れが収まってから，安

否確認等のため集合させるなどの二次避難

行動をとっている[5]．揺れの激しさから，

建物に待機せず校庭に集合，津波到達直前

に危険を察知し校庭の裏山に移動し避難し

た学校もある[6]．また，小学校では地震に

対する避難訓練を実施していた学校等ほど，

児童が「恐怖と不安でパニック状態になっ

た」割合が低くなっている．下校に関して

は，多くの学校等で保護者への引き渡しを

実施している[5]． 
 
3.2 消防団の避難誘導について 
 
 宮古市・大船渡市では津波警報以上が発

令された場合，地域防災計画などにより消

防団が水門を閉鎖することが決められてお

り，消防団員の多くがその作業にあたって

いた． 何ヵ所かの水門では，停電のため遠

隔操作機能が効かず手動で閉鎖作業を行っ

ていた．しかし作業の際に，津波が迫って

きたためにその場から逃げたが，逃げ切れ

ずに津波に巻きこまれる被害が出ている． 
宮城県塩竈市浦戸地区桂島では，昭和 35

年のチリ地震を経験していることから，今

回の地震の大きさからチリ地震以上の津波

が来ると予想し，海岸地区にあるすべての

住宅を 1 軒ずつまわり避難の呼び掛けを行
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っている．要援護者は団員と島民とで協力

し，軽トラックの荷台を使用し避難させ，

避難しないと訴えた人も説得させ避難させ

た．当地区では，今回の津波により全壊 58
棟，半壊 7 棟の被害が発生しているが，消

防団員が高齢者等の要援護者の住まいも把

握していたため，人的被害を一人も出さな

かったのである．消防団の迅速な避難誘導

対応が住民を津波から守ったと言える[7]．  
 
4. 避難行動について 
 
4.1 船舶における避難行動について 
 
 地震発生時，貨物船ASIA SYMPHONY
は釜石港に係留中であった．地震発生直後，

津波が来ると思い海を確認したところ，普

段よりも 3m ほど潮が引いていたため，緊

急出港指示が出された．しかし，陸上の荷

役クレーンが停電のためうまく機能せず，

出港の邪魔になり出港ができない状態とな

った．そのため，やむを得ず即時退船避難

を指示するにいたったのである． 
船員が暫くたってもこないため物流職員

がかけつけたところ，船の上で乗組員は焦

る様子もなくただたたずんでいただけであ

った．乗組員の全員がフィリピン人であっ

たことから，津波についての認識がなかっ

たと思われる．日本という土地で仕事をし

ていくならば，外国人労働者に対しても津

波などの災害に対し知識を与えておくこと

が必要であると考えられる．この船は，係

留索が切断され，最終的に岸壁に乗り上げ

たが，乗組員は物流職員の指示により急い

で近くの山へ避難させていたため無事であ

った[8]． 

 
4.2 住民の避難行動について 
 
今回の地震で，地震の規模そのものが大き

かったため真っ先に避難を開始した住民も

多くいる．ただちに避難しなかった住民は，

大津波警報・津波警報の情報を得たことを

きっかけに避難を開始していることがわか

っている．ただちに避難しなかった人々は，

自宅で情報の収集や確認，家族や知人の安

否確認をおこなっていた[9]．  
避難の手段として原則は徒歩であるが，

今回の震災では徒歩に加え車で避難したと

いう声も多く挙げられている[10]． 
沿岸部や避難所とする場所までの距離が

遠い地域では車利用が多かった．また高齢

者，子供などと一緒に避難する場合も車利

用が多かったことがわかっている．避難先

として，指定された避難所へ向かっていた

人が多いが，指定避難場所ではない高台や

建物の高層階へ避難していた住民が多くい

る．高い所へ逃げることができず，海から

離れることを選んでいた住民も多い．指定

された避難所にこだわらず，当時いた場所

から効率よく避難できると考えた場所を選

択し避難していた結果であると思われる[9]． 
 
5. 津波避難に関する問題点と課題 
 
5.1 避難情報について 
 
 今回の震災で，住民は何らかの避難情報

を得てから避難行動を開始する例が多いこ

ということが見てとれた．避難行動を起こ

させるのに情報は必要な手段の一つである

ことは明確である．ならば，その避難情報
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を素早く住民に与える必要があるのではな

いか．住民たちの情報収集手段として挙げ

られるのが，防災無線，テレビ，ラジオか

らの情報であるが，今回の震災では停電が

発生していたため，テレビからの情報の入

手が困難であったり，防災無線が揺れによ

り機能停止になった自治体も存在する． こ
のようなことから，避難情報が一刻も早く

住民に届くように，各地方自治体，市町村

で多様な緊急情報伝達手段の整備[10]を行う

ことが必要とされる．しかし気象庁の調査

において，今回の震災で被害の大きかった

福島・宮城・岩手では，避難するまでに津

波情報や避難の呼び掛けを知っていたかど

うかという問いに対し，「知っていた」と回

答したのはそれぞれの県で 50％前後と約

半分である．この回答は津波から生還した

人の回答であるため，今回の津波犠牲者の

中では「知らなかった」人がもっと多かっ

たのかもしれないと思われる．国土交通省

が青森県から千葉県におよぶ6県62市町村

の人々に行った調査によれば，多くの人々

が公的な警報などの避難情報に接しなくて

も，自身で危険を体感して避難を開始して

いるが，危険を体感しながらも避難しない

人が 3 割弱も存在している[11]． 住民たちに

情報を素早く与えるだけでは避難しないの

ではないだろうか． 
 
5.2 避難手段について 
 
今回の震災では避難手段の違いにより犠

牲になった人も少なくない．その代表的な

ものが，自動車による避難手段である． 
岩手県山田町では，防災無線で自動車によ

る避難が 36％を占めている[12]．車を利用し

た避難に関して，人の足で避難する場合，

スピードに限界があり，たとえ全力で走っ

て逃げたとしても津波に追いつかれ巻き込

まれてしまうかもしれないが，車の場合は

ある程度のスピードは出せ，数人単位ある

いは数十人単位で避難することが可能であ

るため，近くに高台や高い建物がない場合

でも津波から逃げ切ることができるかもし

れない． 
一方で，走行できる所が車の通れる道路

に限られるため，地震の影響により信号が

点灯していなかったりすれば，車が集中す

るため渋滞が発生し，脇道にそれたり，方

向転換ができず身動きが取れなくなる可能

性もある[9][13]． 
しかし，足の弱い家族の避難自動車が使わ

れた例が多く，家族の避難を支援するため

に早く自宅へ戻るのにも自動車が使われて

いるので，一律に自動車の使用の制限をす

ると，助かる命を奪いかねないのである[12]．  
地形によって，東北であれば平野部とリア

ス式の地域で高台の率などに差もあるため，

ただ制限をするのではなく非常用の避難ル

ートを確保しておくことも必要である．自

分の自宅や職場などから避難場所へ向かう

ルートの状況を具体的に想定し，災害時の

避難する手段を考えておくことが必要であ

る[9]． 
 

5.3 避難誘導の安全確保について 
 
  宮城県仙台市宮城野地区において，避難

広報中に寝たきりの老人宅から助けを求め

られ，救助活動中に津波に巻き込まれ 1 名

が殉職している．また，宮城県岩沼市相野

盆地区において，災害時要援護者の避難や
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避難をしない住人の説得にあたっていた分

団の 4名全員が津波に巻き込まれている[7]． 
津波の最前線で活動にあたるということは，

危険が逼迫した状況なので対応力を超えた

任務になっていたことがわかった．誘導や

広報にあたっていた団員自身が情報不足で

あったこともうかがえる．緊急の災害時に

おいて情報伝達が滞らないように無線を配

備するなど基本装備を充実しなければいけ

ない．退避ルールを確立し安全管理マニュ

アルを整備させ，地域全体で避難計画の作

成等の対策[13]も重要であると考えられる． 
 
5.4 過去の被災経験やハザードマップ等の

影響について 
 
岩手県の山田町では，昭和 35 年の津波で

川沿いが被害にあっている．そのため，チ

リ地震津波では，過去の経験から川沿いの

住民は警戒心が強く素早く高台へ避難して

いた．しかし同じ地区でも少し標高が高い

丘の麓の住民はそこまで津波が来ないと慢

心して避難しなかったため，予想を超える

大きな津波に巻き込まれて命を落としてい

る．このことから，「過去の被災経験やその

伝承は警戒心を高める材料となる一方で，

あの時の津波はここまで来なかったという

慢心材料にもなる」ということが理解でき

る[12]． 
過去の経験を信じ込むだけではなく，自

然は予想ができないものだということを常

に意識し理解しておかなければいけないの

である．また，ハザードマップ等でも同じ

ようなことが言える．避難時に住民の避難

の参考となるのが自治体の策定している想

定やハザードマップである．ハザードマッ

プでは，災害が発生したとき自宅は津波危

険区域に入っていないから安心だ，ここは

危険区域外だからここの避難所まで行けば

大丈夫だなど，想定にとらわれがちである． 
このように役立つツールであるものが，逆

にここは安全だという意識を持たせてしま

っている[14]のである．相手は自然であり想

定外のことも起こりうるのである．つまり，

時として，人間の勝手な想定にとどまるも

のではないということを理解しておく必要

がある． 
このことを十二分に理解したうえで，想

定やハザードマップなどといった避難ツー

ルを活用していくことが重要である． 
 
5.5 津波てんでんこを実践するには 
 
 津波てんでんことは三陸地方で伝承され

てきた言い伝えであり，津波がきたときは

家族がバラバラであっても「てんで」に避

難しなければ助からないという悲しい知恵

である．「てんでんこ」は，少なくとも第一

義的には，緊急時における津波避難の鉄則

を表現したものであり，その骨子は，自分

の命は自分で守ることの重要性，つまり「自

助」の原則で貫かれているように見える． 
しかし，単純素朴に，津波避難における「自

助」の重要性，まして自己責任の原則だけ

を強調するものではないところには，十分

な注意が必要である[15]． 
津波がきたとき，津波てんでんこを実践す

るには以下のような 5 つの条件[10]を満たす

ことが求められる． 

1)揺れたらすぐ津波のことが頭に浮かぶ 
2)津波に巻き込まれたら命が危ないと考え

る 



6 
 

3)津波来襲までに時間がないという認識を

もっている 
4)津波が来ても安全な避難場所（高台やビ

ル）や，早くたどり着ける避難経路を知っ

ている．避難訓練でも行ったことがある 
5)家族や近所に住んでいる親や親せき，子

どもはそれぞれ近くの安全な場所に避難す

るという確信を持っている 
 津波てんでんこを津波発生時に成功させ

るには，常日頃からわが子，家族と避難場

所や落ち合う場所について話し合ったり，

子どもが親へ自分は絶対に逃げるから大丈

夫だよと強く訴えてくることを受け入れる

など，コミュニケーションをとっておく必

要があると考えられる． 
 
6. 今後の展望 
 
今回の東日本大震災では多くの犠牲者が

発生した．その大半が津波による犠牲者で

あることは明確である．わが国は災害大国

であり，地震多発国でもあるため津波がい

つどこで起こるかわからない．この国で暮

らす私たちは今後どのようなことに気をつ

けなければいけないのだろうか．今回のよ

うな津波から犠牲者を減らすにはどのよう

にすればよいのだろうか．津波による犠牲

者を減らす基本となるのは自助と公助であ

る[10]．自分の命は自分自身で守り，それが

困難である高齢者や障害者，子どもたちな

どは地域住民の共助で助けていくことが大

切となるのではないだろうか．東日本大震

災後の地震・津波対策を検討している国の

中央防災会議専門調査会において，大震災

では車で避難した生存者が多数いたのを受

け,高台が遠い場合や高齢者の場合など，実

情に応じ車の利用が認められた．津波から

の避難方法を，現在の「原則自動車禁止」

から「原則徒歩」に方針変更を決定したの

である．共助だけでは難しい部分は，この

ように国や都道府県や市町村の公的なサポ

ートを取り入れ連携して対策を考えていく

ことが必要であるのではないだろうかと思

う． 
 
注 
(1)人的被害については各都道府県から報告

のあった数である 
(2)2012 年 1 月 23 日現在 
 
参考文献 
[1] 釜石市(2012).釜石市 東日本大震災検

証報告書(案)． 
[2] 内閣府(防災担当)(2012).東日本大震災

の概要 中央防災会議 防災対策推進検討

会議（第 1 回） 
http://www.bousai.go.jp/chubou/suishinka
igi/1/sub5.pdf#search='%E6%9D%B1%E6
%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9
%9C%87%E7%81%BD+%E6%A6%82%E
8%A6%81'(2012 年 12 月 3 日確認) 
[3] 総務省消防庁災害対策本部(2012).平成

23 年(2011)東北地方太平洋沖地震(東日本

大震災)について 第 145 報． 
[4] 内閣府(2012).23 年版 防災白書 (「防災

に関してとった措置の状況」及び「平成 23
年度の防災に関する計画」) 
http://www.bousai.go.jp/hakusho/H23_gai
you.pdf#search='%E5%86%85%E9%96%
A3%E5%BA%9C+92.4%EF%BC%85+%E
6%BA%BA%E6%AD%BB' 
[5] 文部科学省(2012).東日本大震災におけ



7 
 

る学校等の対応等に関する調査報告書．  
[6] 牛山素行,横幕早季(2012).タイムスタン

プデータによる津波到達直前の陸前高田市

内の状況の推定 自然災害研 31-1 pp.47-58. 
[7] 消防庁(2012).消防団の活動事例と地域

の防災力． 
[8] 日本海難防止協会東日本大震災調査チ

ーム(2012).釜石港の船舶の被災状況と緊急

避難 海と安全 46 号 pp.86-91. 
[9] ウェザーニュース(2011).東日本大震災 

津波調査(調査結果)． 
[10] 吉井博明(2012).東日本大震災時の津

波避難行動 消防科学と情報 107 号 3 貢. 
[11] 広瀬弘忠(2012).大災害時の避難行動 
消防科学と情報 107 号 2 貢. 
[12] 後藤洋三(2011).想定を超える大津波

からの避難の実態(山田町の事例) 日本地震

工学会誌 15 号 pp.93-96. 
[13] 国土交通省(2011).東日本大震災の津

波被災現況調査結果(第 3 次報告)． 
[14] 片田敏孝(2012).子どもたちを守った

「姿勢の防災教育」～大津波から生き抜い

た釜石市の児童・生徒の主体的行動に学ぶ

～ 日本災害情報学会誌 10 巻 pp.37-42. 
[15] 矢守克也(2012).「津波てんでんこ」の

4 つの意味 自然災害研究 31-1 pp.35-46. 
 



8 
 

東日本大震災における行政の被災者支援 

The governmental life support for the affected people by the Great East Japan Earthquake 

of 2011 

 

関西大学 社会安全学部 永松ゼミ 
藤井 伸彦 

Faculty of Safety Science， Kansai University 
Nobuhiko FUJII 

 
SUMMARY 

In March 11， 2011， Great East Japan Earthquake occurred． The earthquake 
caused large tsunami， and damaged of the Tohoku district． In the aftermath of 
disaster staff of the local governments， with so many duties， had to lead affected 
people for the recovery． This paper surveys disaster response taken by the local 
government， focusing especially on the life support for the affected． 
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1． はじめに 

 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震

災では，津波によって町役場，市役所自体

が流され，地域コミュニティーそのものが

津波にのみこまれてしまった地域も少なく

ない．このような大規模災害に対して地域

の絆だけでは対応しきれない．この状況下

での東北の被災自治体，そして全国の自治

体の課題としてどのような事が挙げられる

のか考える． 
まずこれは全国の人的被害と建物被害数

である[1]． 

     表１被害規模数 

死者数 15,871 人 
行方不明者数 2,778 人 

全壊数 129,582 棟 

半壊数 265,980 棟 

一部損壊数 729,575 棟 

 
そして全国の避難状況は以下である[2]． 

避難者数の合計は 326,873 人であり，以

下はその内訳である． 

表２ 各所避難者数 
１：全国の避難所在住者数：186 人 

学校，公民館等 186 人 
ホテル，旅館等 0 人 

２：県外の仮設公営民間賃貸への避難者数 310,385 人 
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３：県外の知人，親戚宅等への避難者数：16,302 人 

福島県 59,031 人 
宮城県 8,177 人 
岩手県 1,702 人 

 
被害規模と避難者数の表を見れば，東日

本大震災の被害の影響範囲が甚大かつ広域

的であることがわかり，またその数が大き

ければ大きいほど行政職員の業務は厳しい

ものとなる．しかし東日本大震災で被災し

た市町村数(沿岸部)は青森，岩手，宮城，福

島，茨城の五県で 51 市町村（死者・行方不

明者が一人以上又は液状化現象などがみら

れた地域）もあり，14 市町村の役場が庁舎

損壊の被害を受け，大槌町では町長を含む

38 名が犠牲となり，陸前高田市では 290 名

ほどの職員数のうち防災対策室長をはじめ

68 名が犠牲となってしまった．このような

状況下で自治体は混乱し，機能は麻痺して

しまい様々な問題が生じてしまった． 
 
2. 支援 

 

2．1 人的支援 

 

東日本大震災では，広範囲で多数の人が

亡くなると同時に様々な建造物が破壊され

た．その対応にあたるために大量の人的支

援が送られたわけだが，全くうまくスムー

ズに行われなかった．人的支援に関しては

以下の問題点が発生した． 
 まず，被災した特定の地域には大量の支

援要員が集まったが，一方では不足してい

るといった支援のばらつきが目立った．こ

れは道路の寸断や運送車の燃料不足，ドラ

イバー不足が原因で現地にたどり着くこと

ができなかったためである．また，TV など

のマスメディアへの露出の程度による支援

の差も実際にあった[3]． 
他にも必要な人材を必要としている被災

地域への派遣がスムーズに行われていなか

った．これは初動時の消防・警察を除いて，

避難所の運営，下水道復旧，家屋被災状況

調査，水道応急給水などに対して，地方自

治体職員が有する様々な専門性を活かせて

いなかったためである[4]．現地と外部との情

報収集がうまくいかず，必要とされている

職員とのミスマッチがあったようだ． 
 
2．2 物的支援 

 
 物的支援についても人的支援と同様に，

支援のばらつきが目立った．しかし食糧物

資不足が直接的な原因で命が危険にさらさ

れるといったケースはみられなかった．し

かし時期によって変化するニーズに対応が

できていないところが多かった[5]． 
 災害発生から間もない三月下旬頃には，

膨大な量の物資が届いた地域もあり，その

仕分け，配布，管理に多くの人手を必要と

し，職員が抱えている山のような業務に支

障をきたした．この点に関しては NPO 団

体やボランティアの助けが重要である[6]． 
 
3．避難所運営 

 

3．1 避難場所の設置に関する課題 

 

 まず，東日本大震災のように広範囲にわ

たって甚大な被害を及ぼす津波が発生した

場合，避難所が必ずしも公的に(事前に)決

められていた場所になるとは限らない[10]．     
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津波の危険性がなくなるまで高いところに

位置している建物に避難しているケースが

多々ある．その場所から公的な避難所に移

動できる誘導などを迅速に行えるかの問題

がある．これは誘導中に第二波による被害

も考えられるため非常に難しい問題である．

さらに避難所として指定されていない場所

やライフラインが途絶した場所に避難所が

設けられると，避難所の把握や支援が困難

であり，また避難所になるべき施設に，相

応の設備や備蓄が十分に備わっていなかっ

た． 

 

3．2 個人データ管理 

 

避難所運営を開始するにあたり，行政職員

がまずしなければいけないのが，管理地区

の住民の安否確認，それと避難所の名簿作

りのデータ管理である．安否確認し，名簿

を作成することは今後避難所を運営してい

くうえで，また仮設住居に移った人の後追

い作業も含めデータ管理は大変重要な業務

である．その業務を十分な設備がない被災

状況下で早期に行わなければいけない[8]． 

 

3．3 避難所物資・管理 

 

避難所での物資の管理をするうえで支援物

資の配分の公平性が問題となった．阪神・

淡路大震災の際にもあったといわれている

が，これは例えば，200人以上がいる避難

所に 30枚の毛布が届いたとする．当然量的

には不足しているが，女性や小さな子供に

優先的に配るというのも考えられる．しか

しもらえなかった人々からの苦情がでると

して，物資管理者の職員によっては住民に

毛布を配付するのを渋るといった問題があ

った．その公平性のはからいによって物資

倉庫が満杯でも必要な物資が早急に被災者

のもとに届かない現象が各地でみられた[5]． 

 

3．4 健康問題 

 

避難所での生活は，多くの人々が同じ場

所で暮らすプライバシーが保障されない環

境で，精神面のストレスから体調を崩す人

が多くみられた．その中でも高齢者の方の

体調悪化が目立った．他に，ストレスから

うつ病を発症する人もみられた[9]． 

 

3．5 女性に配慮した避難所運営 

 

今回の震災で多くの被災者が長期間にわ

たる避難所生活をおくることになり，様々

な問題が起こっていたわけであるが，その

中でも女性に関する問題が各地で多くみら

れた． 

まずほとんどの避難所では間仕切りがな

く，プライバシーが保障されない環境にあ

った．女性の更衣室や授乳室すらない避難

所も数多く存在していた[10]． 

さらに仮設トイレは基本的に外に設置さ

れるが，それには夜間照明もなく，女性や

子供が安全に利用できる環境ではなかった．

これらは男性主導で運営されており，女性

の意見が反映されにくい環境であったのも

大きな要因である．避難所は基本的に学校

の体育館に設置されるが，学校長が女性の

場合は，女性の意見も多く取り入れられて

いたというケースもある[11]． 

 

4．罹災証明書の発行 
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4．1 住宅被害認定調査・業務 

 

罹災証明書とは，火災・風水害・地震な

どで被災した家屋や事業所などの被害の程

度を証明する書類である．市町村が自治事

務として現地調査を行い発行するもので，

全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・全焼・

半焼・床上浸水・床下浸水・流失などの区

分で被害の程度を認定する．そしてこの罹

災証明書の発行によって，証明書の認定被

災者生活再建支援金や災害復興住宅融資な

どの被災者支援制度の適用を受けることが

できる，損害保険の請求などを行う際に必

要となる重要な書類である． 

今回の調査棟数は膨大であったため，外

観の目視調査での判定などの業務の簡素化

がされており，結果に納得しない住民が多

くいた．判定結果に納得がいかない被災者

に対しては，第２次調査として内部立ち入

り調査を行った[12]． 

 

4．2 調査・業務担当者 

 

調査対象は基本的に被害を受けた全ての

住宅が対象であるため，実施件数が多く，

結果として税務部門の職員だけでなく，知

識を持たない多くの行政職員が対応せざる

を得なかった⁽¹⁾．多くの行政職員は復興関

連の業務を山ほど抱えており，この調査自

体災害発生時にしか行われないこともあり，

速やかな罹災証明書交付とはいかなかった

[13]． 

 

5．法的問題 

 

5．1 災害対策基本法 

 

災害対策基本法は国土，国民の生命，身

体及び財産を災害から保護するため，防災

計画，災害予防，災害応急対策，災害復旧

などに関する対策事項を定めているもので

あるが，東日本大震災では様々な点で改正

が必要となった． 

①支援について，被災地の要請を待たずに

支援を出すことができる．「プッシュ型」の

構築． 

②市町村機能が著しく低下した場合や災害

緊急事態における都道府県や国の対応のあ

り方． 

③大規模広域災害に対する即応力の強化． 

④教訓伝承，防災教育の強化や多様な主体

の参画による地域の防災力の向上[14]． 

 ①の「プッシュ型」については，被災地

の要請を待たずに支援を出すということで

あるが，外部の独断で支援を出すことによ

って，人的・物的支援ともに現地からのニ

ーズとはミスマッチになる可能性が大いに

存在する．逆に混乱を招いて復興の妨げと

なってしまう恐れがある．情報が全く入っ

てこなければ時期ニーズに合わして支援を

出すべきだが，情報が確保でき次第，それ

にマッチした支援を迅速かつ適確に出すこ

とが重要である． 

 

5．2 戸籍データ・住民基本台帳 

 

津波により行政機関自体が被害を受け，

住民の戸籍データが流失してしまった．戸

籍は行方不明者を把握する基礎資料．住民

の生活再建に必要な身分証明を作成するた

めに必要なデータであり．災害時に失って
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しまってはいけないものである[8]． 

津波によってデータが失われたのは４市

町(宮城県陸前高田市，南三陸町，岩手県大

槌町，女川町)の約 38000件もあり，南三陸

町の磁気戸籍データは法務局から回収でき

たが，サーバーが津波の被害を受け，停電

でデータを取り出せなくなるケースもあっ

た(岩手県山田町)．これに関しては，残っ

ていた紙のバックアップデータを基に職員

が行方不明者の確認をした[13]． 

戸籍データ保護のためにも役場では非常

電源の確保が必要である．大規模な地震災

害が発生した際，地方公共団体は，災害応

急対策活動及び災害からの復旧・復興活動

の主体として重要な役割を担うことになる

一方，災害時でも継続して行わなければい

けない通常業務を抱えている．今回そして

過去の災害でも業務継続に支障を及ぼす庁

舎の被災や停電時の事例も見受けられると

ころであり，全国どこでも発生しうる地震

に対応するためには，各地方公共団体にお

いて，大規模な地震発生時にあっても業務

が適切に継続できる体制をあらかじめ整え

ていくことが重要である． 

また個人情報保護法によって住民基本台

帳の提供が遅れるといったケースもみられ

た．個人の情報を提供することがプライバ

シーの保護に反するとして，情報提供を渋

り，避難所での名簿作成，安否確認に支障

を及ぼした． 

 

6．まとめと今後の展望 

 

 今回の東日本大震災を踏まえ，国と自治

体に対してさらに効率的・効果的な人的・

物的支援システムの構築が求められる．現

在は全国各地の行政自治体職員の人員削減

が進む傾向がみられているが，これは多く

の人手が必要となる災害復旧の場面ではマ

イナスとなる．自県が被災した場合，他県

が被災し支援する場合ともに厳しい環境と

いう状況である．だからこそまず，情報手

段の複数化，効率性の向上が必須である． 

 今後，東海・東南海大地震をはじめ，東

日本大震災レベルの地震・津波が日本のい

つどこで起こってもおかしくない．そして，

今回の震災のように広域的で，自治体が被

害を受けてしまい，行政機関が麻痺してし

まえば復旧・復興にとりかかるスピードも

遅れてしまう．復旧・復興の先頭に立つ行

政機関が最悪の事態を想定し，特に事後対

応として避難誘導，避難所運営，生活再建

の対策を立てていかなければいけない． 

 

注 

⁽¹⁾ 被災地の特に津波被害が大きかった自

治体では，時間短縮のため航空写真，地図

から浸水地域を判読し，建物流失が激しい

場所では「全壊」の判断を下していた． 
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福島第一原子力発電所事故における行政の初期対応 
The Initial Response of Governments against Fukushima Dai-ichi Nuclear Power 

Station’s Accident 
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SUMMARY 

Great East Japan Earthquake occurred on March 11, 2011 caused large tsunami and 

severe accident of Fukushima Dai-ichi nuclear power station, Japanese Government and 

Fukushima Prefecture should have served for evacuation of the local residents in order to 

protect them from radioactive substance released by the accident, but they did not fulfill it. 

This paper surveys about initial governmental accident response in terms of evacuation of 

local residents, and prospect for future research and policy needs. 

 
Key wordｓ 

accident of Fukushima nuclear power station，Japanese government，Fukushima Prefecture， 

local council，refuge，governmental disaster response  

 

 

はじめに 

 

2011 年 3 月 11 日に東京電力（以後，東電）

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力

発電所は，東北地方太平洋沖地震とこれに伴

う津波によって損傷し，特に福島第一原発で

は国際原子力・放射線事象評価尺度（INES）
レベル 7 の極めて深刻なシビアアクシデン

トが発生したが，今回の事故において，政府

の事故対応体制は，本来の機能を果たすこと

ができなかった[2]．本事故での初期避難措置

は結果的に 2011 年 3 月 15 日までに合計で

約 17 万人の住民に影響を及ぼし，その過程

において 35 名以上の住民の除染が必要な水

準まで汚染されていまい，うち 5 名が病院に

搬送される事態となった．また，避難誘導に

あたった福島県警の警察官 2 名や地元消防

職員 60 名も除染が必要な水準まで汚染した

等，報道されている．このように，初期避難

を行った住民のうち，看過できない人数の

方々が，放射性物質を直接浴びてしまったも

のと推定され，初期避難措置は周辺住民の防

護という目的を果たしたとは到底言い難い

結果となってしまった[3]．本文では，本事故

を受けてからの政府や福島県，原発の立地・

周辺自治体が住民に対して，どのような初期

対応を図ったのか，また本事故からの教訓と

して原子力災害対策がどのように見直され，
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変化しているのかについて明らかにすると

ともに，今後の原子力災害対策の展望を述べ

る． 
 
1.  政府の事故対応の概要 

 

 下記の表 1 は,東北地方太平洋沖地震の

発生した 3 月 11 日午後 14 時 46 分から 3
月 17 日までの 1 週間の福島第一原発での

行政の対応を表にまとめたものである． 

 まず，今回のような原子力緊急事態が発

生した場合，内閣総理大臣が緊急事態宣言

を発出し，官邸に原子力災害対策本部（本

部長：内閣総理大臣，事務局：原子力安全・

保安院），緊急事態応急対策拠点施設（オ

フサイトセンター）に現地対策本部が設置

され，原子力安全委員会が技術的助言を行

う等，関係諸機関が連携して，原子力事故

の状況を把握した上で，住民の避難等の防

災対応を行うことが想定されていた[4]． 

また，政府の原子力災害対策マニュアルで

は，国は ERSS（緊急時対策支援システム）

を起動させ，事業者からの情報によって原

子炉の状態を把握・監視するとともに，事

故の進展を予測して放射性物質の放出量

を計算し，この計算結果を SPEEDI（緊急

時迅速放射能予測ネットワークシステム）

に放射減情報として入力して環境を予測

し，これをもとに住民の避難措置等を検討

するとしている[5]．これらの検討結果は，

オフサイトセンターに設置された「原子力

災害合同対策協議会」の場で自治体等の関

係者にも共有され，迅速に防護措置が行わ

れることとなっている[5]． 
 本事故を受けて，国会，政府，民間，東

京電力の各機関において事故調査委員会

が発足し，事故の調査や原因の究明，対応

の検証を行った．各事故調査報告書では，

東電本店の危機対応に問題があったこと

や，住民避難に混乱があったことは共通の

認識をしている中で，「官邸主導の原発事

故対応」や「住民避難」については異なる

見解がなされている．「官邸主導の原発事

故対応」に関して，国会，政府，東電事故

調査委員会では官邸の直接的な介入によ

り現場の混乱を生じさせるとともに当事

者の誤った重要判断を行うリスクを生み

かねないという見解を示す．一方で，民間

事故調査委員会では，他事故調査委員会と

同じ見解を示すが，15 日の撤退拒否と対策

統合本部の設置及びその後の対策統合本

部を舞台としたアクシデント・マネジメン

トについては一定の効果があったとして

いる．また，「住民避難」に関して，国会

の事故調査委員会は原子力防災対策にお

いて，複合災害やシビアアクシデントの想

定が欠けていたことを問題としており，

SPEEDI については，初期避難指示への活

用は困難であったとしている．政府の事故

調査委員会では，避難先や避難方法の指示

もない等，きめ細やかさに欠けた避難指示

が次々と拡大したことについて，やむを得

ない面もあったとしつつも結果的に住民

を振り回したと捉えられるとしている．

SPEEDI については，避難のタイミングや

方向を適切に判断できる可能性はあった

と示す．民間の事故調査委員会では，事故

発生後 24 時間以内に避難区域を 4 回広げ

たことについて，支援や情報が不十分な点

があったが，多くの住民の放射線被曝を予

防しえた点を評価している．SPEEDI につ

いては，政府の事故調査委員会と同様に，
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避難指示の一定の判断材料になりえたと

している[4]． 
 
表 1 東日本大震災後の約１週間にわたる

行政の原発事故対応[6] 

3/11 14:46 

 

15:42 

 

 

16:36 

 

 

 

 

 

 

19:03 

 

20:50 

 

 

21:23 

・東北地方太平洋沖地震

発生 

・原子力災害対策特別措

置法第 10 条通報 （全

交流電源喪失） 

・1・2 号機について原子

力災害対策特別措置法

第 15 条通報 （非常用

炉心冷却装置注水不能） 

・「東京電力福島第一原

子力発電所における官

邸対策室」を設置 

・原子力緊急事態宣言発

令 

・福島県が第一原発から

半径 2km の住民に避難

指示 

・管首相が半径 3km 圏

内の避難と，3～10km 圏

内の屋内退避を指示 

3/12 0:49 

 

 

 

1:12 

 

 

 

 

1:30 

 

・1 号機について原子力

災害対策特別措置法第

15 条通報 （格納容器圧

力異常上昇） 

・原子力安全・保安院が

SPEEDI の試算結果を

原子力安全センターか

ら受信するも官邸には

伝わらず 

・1・2 号機のベント実施

を管首相が了承 

3:06 

 

 

 

3:12 

 

3:59 

 

5:44 

 

6:50 

 

 

 

7:12 

 

8:05 

 

9:05 

 

15: 36 

 

16: 27 

 

 

 

18:25 

 

19:55 

・経済産業省で海江田経

産相と東電小森明生常

務がベント実施で記者

会見 

・枝野幸男官房長官がベ

ント実施で記者会見 

・長野県北部を震源とす

る地震が発生 

・管首相が半径 10m 圏

内の住民に避難を指示 

・海江田経産相が東電

に，原子炉等規制法第 64

条第 3 項に基づき，ベン

ト措置を命令 

・管首相が福島第一原発

に到着（現地視察） 

・管首相のヘリが福島第

一原発を出発 

・1 号機のベント実施を

報道発表 

・1 号機の原子炉建屋が

爆発 

・敷地境界放射線量が異

常上昇したため，15 条通

報（毎時 1015 マイクロ

シーベルトを観測） 

・管首相が半径 20km 圏

内の住民に避難を指示 

・菅首相が海江田経済産

業相に海水注入を実際

より約 1 時間遅れて指示 
3/13 5:10 

 

 

5:50 

 

・3 号機の原子炉冷却機

能が喪失したとしてそ

の第 15 条通報 

・3 号機のベント実施を

報道発表 
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11:20 ・2 号機でベント実施を

報道発表 

3/14 11:01 

 

13:25 

 

 

 

20:50 

・3 号機の原子炉建屋が

爆発 

・2 号機の原子炉冷却機

能を喪失したと東電が

判断し，その後 15 条通

報 

・2 号機の格納容器の圧

力が最高使用圧力を超

え，その後 15 条通報 

3/15 5:26 

 

6:00 

 

11:00 

・政府と東電が事故対策

統合本部の設置を発表 

・4 号機の原子炉建屋が

爆発 

・管首相が半径 20～

30km 圏内の住民に退避

を指示 
3/16  ・4 号機で火災発生．3

号機は白煙を噴出 

3/17  ・陸上自衛隊ヘリや消

防車，警察の放水車が 3
号機に放水 

 

 

2． 地方行政の対応 

 

2.1 福島県の原子力防災体制 

 

福島県の原子力防災体制は，福島県地域防

災計画の原子力災害対策編で定められて

いたが，そもそも同計画は，自然災害によ

る原子力災害の発生を前提としていなか

った．そのため、震災対策編に定められて

いる組織体制に，専ら原子力災害のために

対応する原子力班を急きょ新設した[2]．こ

の原子力班は，更に 4 つのチームに分かれ

ており，全体のとりまとめを行う総合調整

チーム，放射線測定を行うモニタリングチ

ーム，原発プラントの回復状況を東電職員

と共に確認する等，東電対応班的なイメー

ジを持たせるロードマップチーム，そして，

除染等の作業を行う環境回復チームが存

在し，対応に当たっていた．班員は，ほと

んどが原子力安全対策課の者で構成され

ているが，不足人数をかつて原子力担当の

経験がある人間や他県，他課，県職 OB か

ら構成している[7]． 
 

2.2 本事故での対応 

 

本事故に対応するため，急きょ原子力班

を新設したが，役割や指揮命令系統が不分

明のまま原子力や放射線に関する対応を

担うこととなった．また，複合災害であっ

たため，原子力対応への要員を十分に確保

できず，組織体制も不十分だった[8]．また，

福島県は，事故対応において通信機能が失

われたことと EPZ (Emergency Planning 
Zone)の設定を越える避難指示は想定外の

事態であり，対応が混乱した[7]．ところで，

EPZ とは，防災指針 1)の第 3 章において，

原子力施設で放射性物質又は放射線の異

常な放出が発生した場合に，限られた時間

を有効に活用し，周辺住民等の被曝を低減

するための防護措置を短期間に効率良く

行うための「防災対策を重点的に充実すべ

き地域の範囲」である． 
まず，通信機能の喪失については，地

震・津波により県庁舎，オフサイトセンタ
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ー自身が被災し，代替施設への移転移を強

いられることとなったが，その代替施設に

も十分な資機材が十分に備えられていな

かったため，発災後の情報収集・伝達，避

難指示等に苦慮した[8]．また，地震や津波

により，電気が通わなくなったことや断線

等が原因で電話や無線機ですら使用不能

になった．結果 2，3 台の衛星携帯電話に

通信手段が限定され，組織内でも困難を招

いた[7]． 
また，EPZ に関しては，8km から 10km

と設定していた点を指摘している．これを

設定することにより，その範囲に重点を置

いて原子力防災に特有な対策を講じてお

くことが重要とされ[5]，福島県では，この

基準に基き，訓練や対策が実施され，さら

に EPZ 範囲内での住民避難も想定されて

いた．しかし，実際には，3 月 12 日に半

径 20km 以内の避難指示や 15 日には 20～
30km 以内に屋内退避指示が出される等，

想定していた範囲が広がり，EPZ の設定が

あまり有効でなかったことが挙げられて

いる[7]． 

 
 3.  原発立地・周辺自治体の避難行動 

 

 前章で示したが，本事故における政府の

避難指示により，約 17 万人の住民が避難

を強いられた．しかし，福島第一・第二原

発周辺の自治体では，事故の深刻さや避難

機関の見通し等の情報を含め，的確な情報

を伴なった避難指示を受けないまま，避難

区域の度重なる変更による複数回の避難

を強いられたのが実態である． 
国や県からの指示や事故状況等の情報

が不十分な中で，原発立地・周辺自治体で

はどのような避難行動や意思決定がなさ

れていたのか．ここでは，福島第一・第二

原発周辺の５自治体（双葉町，大熊町，富

岡町，楢葉町，浪江町）の避難行動や対応

に注目する． 
 

3.1 双葉町 

 

双葉町は，福島第一原発の 5 号機と 6 号

機が立地している町である．表 2 は双葉町

の災害対策本部の活動及び避難行動をま

とめたものである．地震後，直ちに災害対

策本部を設置し，地震や津波の対応に追わ

れる中，3 月 11 日 16 時 36 分に東電より

電話連絡によって 15 条通報を受信した．

15 時 42 分に発出された 10 条通報や 19 時

03 分の緊急事態宣言は受信していない[9]．

避難指示の連絡では，11 日の 2km 圏避難

指示を福島県，3km 圏避難では政府，12
日の 10km 圏避難では政府からの FAX と

福島県からの連絡を受信している．避難に

ついては，2 回行われており，まず 12 日

に同県川俣町へ避難している．更に 19 日

には埼玉県(さいたまスーパーアリーナ)へ
避難している[2]．表中では触れていないが，

4 月 1 に埼玉県加須市の旧騎西高校に災害

対策本部と避難所を移転し，町民約 400 名

が避難生活を続けていた．(平成 24 年 2 月

22 日現在) [9] 
 

表 2 双葉町の 3 月 11 日から約 1 週間の

災害対策本部の活動及び避難行動[9] 
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3/11  

 

 

 

 

 

16:36 

 

19:03 

 

20:50 

 

 

21:23 

・災害対策本部を設置し，

地震・津波被害の状況確

認を開始 

・通常の電話，ファック

スの使用可，町役場も自

家発電で機能を維持 

・15 条通報（東電より電

話連絡あり） 

・緊急事態宣言（連絡な

し） 

・福島県が 2km 圏避難指

示，防災無線で広報を実

施 

・3km 圏避難，10km キ

ロ圏屋内退避指示，防災

無線で広報 

・住民は自家用車で 3km

圏外の公民館や役場に避

難をし，11 日中には避難

が完了 
3/12 5:44 

 

 

 

 

6:29 

 

 

7:30 

 

 

7:40 

 

 

 

 

・第一原発 10km 圏避難

指示（災害対策本部に常

駐していた警察官より第

一報，その後県から連絡

が入る） 

・第一原発 10km 圏避難

指示を政府から FAX で

受信 

・10km 圏の避難指示を

確認し，災害対策本部会

議で全町避難を決定 

・パニック防止のため，

防災無線で「町民の方は

今いる場所に留まる」よ

うに広報し，避難先を県

と調整 

8:00 

 

 

 

 

 

14:00 

 

・「避難所は川俣町に準備

したので，マイカーを使

ってでも避難してくださ

い」という広報を実施 

・バスを 10 台確保し,住

民避難に対応 

・大半の町民は 14 時から

15 時の間に川俣町へ避

難を終了 

・要支援者避難を自衛隊

の協力の下に実施（人数

が多く，避難が 13 日まで

かかる） 

・双葉厚生病院には 120

から 130 人の入院患者が

おり，病院側で避難先を

探して少しずつ分散避難 
3/13  ・備蓄していた安定ヨウ

素剤を 40 歳以下の住民

に指示ではなく，「服用す

るように」に言い添えな

がら配布 

・第一原発 3 号機建屋が

爆発 

3/14  

 

 

11:01 

3/15 6:00 第一原発 2 号機の爆発

音，4 号機建屋の爆発発

生 

3/19  ・発電所の状況が不安定

であることから，町長が

県外避難を決断 

・国にバス手配を依頼し，

約1400名が埼玉へ避難 
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3.2  大熊町 

 

 大熊町は，福島第一原発の 1 号機から 4
号機までが立地している．表 3 は，大熊

町の 3月 11日から約 1週間の災害対策本

部の活動及び避難行動を示したものであ

る.地震はちょうど議会中に発生し，揺れ

が収まった後すぐに災害対策本部の設置

を始め，地震や津波被害への対応にあた

っていた．そんな中，16 時頃に 10 条通

報，17 時頃に 15 条の通報を受信し，19
時の緊急事態宣言はテレビで確認した.
避難指示の連絡では，最初の 2km 圏避難

指示は受信しなかったので避難も実施し

ていない．3km 圏避難では,20 時すぎに

東電連絡員が来庁し状況説明と 3 km 圏

避難の情報を得ていた．[10]また，10km
圏避難では，5 時 44 分にテレビの報道で

確認したので大熊町長が県に確認をとり

[2]，そして細野補佐官からも 6 時頃に電

話連絡が入る．避難行動については，ま

ず 10m 圏避難指示により 12 日 6 時 30
分頃に田村市へ実施している．15 時には

災害対策本部も田村市へ移動を完了させ

た[10]．しかし，18 時 25 分に発出された

20km 圏避難指示により，郡山市，三春

町，小野町へ再避難を行った[2]．そして，

4 月 3 日から 4 月 4 日に町長の交渉およ

び県の調整により，会津若松市へ再避難

した．仮設住宅や借上住宅に移れるまで

は，60 ヵ所の旅館やホテルに 4500 人が

避難していたが，平成 23 年 12 月末で全

て仮設住宅や借上住宅への入居を完了さ

せている[10]． 
 
表 3 大熊町の 3 月 11 日から約 1 週間の

災害対策本部の活動及び避難行動 [10] 
3/11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:10 

 

 

19:00 

 

 

 

 

20:00 

 

 

・議会中に地震発生 

・15 時すぎに災害対策本

部を設置 

・ライフラインが途絶し，

町役場は自家発電で機能

を維持 

・津波の影響を考慮し，国

道 6 号線から東側に避難

指示，大熊町総合体育館へ

の避難を実施 

・第二原発の担当者を通じ

て，両原発のスクラムを確

認 

・第一原発の広報担当者よ

り，全号機の電源喪失，重

油タンクの流出，両足骨折

者の発生と大野病院への

搬送の連絡を受け，10 条

を確認 

・原子力担当者を 1名OFC

へ派遣し，1 時間おきに役

場へ歩いて書類を届けた

（15条や TAF到達予測等

の情報を受信） 

・県から 15 条通報と，県

対策本部を県庁隣の自治

会館への設置の連絡 

・緊急事態宣言（TV で確

認） 

・FAX が回復したが，防

災ネットワークと衛星回

線は使用できず 

・東電連絡員が来庁し状況

説明，3 キロ避難の情報を

得る 
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21:23 

 

21:51 

 

 

 

 

 

23:15 

 

 

23:30 

・3km 圏避難，10km 圏屋

内退避指示 

・3 km 圏の高台住民に広

報車で避難呼びかけ 

・国交省より「バス 70 台

を送るので双葉町と分け

て使ってほしい」との連絡

が入る 

・東電より武藤原子力副本

部長が来庁し，町長に状況

説明 

・3km 圏避難完了 
3/12 5:44 

 

 

 

 

 

6:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 

 

 

15:36 

・第一原発から 10 キロ圏

の避難指示（TV で確認） 

細野補佐官より町長へ「首

相から指示が出ているの

で避難してください」との

連絡が入る 

・防災無線で広報し，6 時

半から 7 時の間にはバス

の第 1 陣が田村市方面へ

向けて出発 

・3km 圏外ではあるもの

の，発電所に近い住民から

バスで避難開始 

・大熊中学校体育館，各地

区集会所に集合していた

避難者を集めて避難 

・県からの指示で，田村市

への避難はバス 70 台，自

衛隊の車約20台,残りの住

民は自家用車を利用 

・住民の避難はほぼ完了 

・5 名の職員を残し，災害

対策本部も田村市へ移動 

・第一原発 1 号機建屋の

 

 

 

 

 

 

18:25 

 

水素爆発 

・残っていた職員とオフサ

イトセンター派遣職員も

避難 

・第一原発から 20 km 圏

の避難指示 

・10km 圏外の住民と田村

市の避難先の再避難を開

始 
3/13 2:00 ・郡山市などへの避難完了 

・避難の際に，住民基本台

帳を 8 部コピーして持参

し，安否確認を行う 
3/13
以降 

 ・残っている住民がいるこ

とが判明し，自衛隊と捜

索・避難誘導を実施 

4/3
～

4/4 

 ・町長の交渉および県の調

整により，会津若松市へ再

避難 

 
 
3.3 富岡町 

 

 富岡町には福島第二原発が立地してい

る．以下の表 4 は，大熊町の 3 月 11 日か

ら約 1週間の災害対策本部の活動及び避難

行動を示したものである．富岡町では，10

条通報と 15 条通報を受信するが，十分に

情報の内容を得ることはできなかった．避

難指示の連絡は，国や県から一切与えられ

ず，町職員は双葉町の避難の様子をテレビ

で確認したり，大熊町の防災無線が避難を

呼びかけている音声を聞くなどして情報

を得ていた．避難行動については，まず

10km 圏避難指示により，町長の判断で川

内村への避難を決定していたが，その後の 
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第二原発から 3km 圏の避難指示の発出に

より富岡町全体が避難対象となり，川内村

への本格的な避難を開始した．更に 16 日

には川内村とともに郡山市へ自主避難を

行った[11]． 

 
表 4 富岡町の 3 月 11 日から約 1 週間の

災害対策本部の活動及び避難行動[11] 
3/11  ・役場庁舎が被災し，災害

対策本部を隣接する「学び

の森」へ移動 

・地震・津波からの避難者

への対応 

3/12 5:47 

 

6:50 

 

 

 

 

 

 

7:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:35 

 

 

15:36 

・第一原発から 10km 圏

の避難指示 

・10km 圏避難指示によ

り，川内村への避難を決

定し，防災無線で避難呼

びかけ 

・町長が川内村に電話を

かけ，避難受け入れを要

請 

・第二原発から 3km 圏

の避難指示 

・避難用のバスを手配す

ることができず，町所有

のマイクロバスやスク

ールバスをかき集めて，

10 時頃より避難開始 

・町民には自家用車によ

る避難を呼びかけざる

をえなかった 

・役場も川内村へ避難を

開始（夕方までには避難

完了） 

・第一原発1 号機建屋の

 

 

 

 

 

 

17:36 

 

18:25 

水素爆発 

・町内の道路が渋滞した

が ,爆発までに多くの町

民は富岡町を脱出 

・第二原発から 10 km 圏

の避難指示 

・第一原発から20 km圏

の避難指示 

・川内村では富岡町避難

者のためにあらゆる公

共施設を提供，対応して

もらい，夜には自衛隊が

食糧や物資を輸送 

・避難の際，資機材とし

て備蓄してあった安定

ヨウ素剤を持って行っ

た （避難所において，

副作用があること，本来

医師の判断が必要など

説明し，説明書も添えて

希望者に配布．希望者の

ほとんどが避難所で服

用） 

・福祉施設や医療施設等

の避難までは手が回ら

ず，施設ごとに任せる形

になる（富岡町では要支

援者のリストを作成し

ていたが，どう活用する

かの計画ができていな

かった） 

3/13  ・テレビから情報を得る

ことができるようにな

ったものの，国・県から

の連絡が途絶え，孤立 

3/14 11:01 ・第一原発 3 号機建屋が
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爆発 

3/15 6:00 頃 ・第一原発2 号機の爆発

音，4 号機建屋の爆発発

生 

・町長が保安院に20 km

避難の有無を確認する

も，「必要なし」との回

答（夜に電話があり20km

へ拡大） 

・14 日，15 日頃に,衛星

電話 1 台が提供され，外

部との連絡が取れるよ

うになった 

3/16 17:10 

 

 

18:20 

 

・川内村は緊急村議会を

開き，富岡町との自主避

難を決定 

・最後の防災無線を流

し，郡山のビッグパレッ

トふくしまへ自主避難

を開始 

・ビッグパレットふくし

まへ移ってからも，国・

県からの連絡はなかっ

た 

 
 

3.4 楢葉町 

 

 楢葉町には，福島第二原発の 1 号機から

4 号機が立地している．表 5 は，楢葉町の

3 月 11 日から約 1 週間の災害対策本部の

活動及び避難行動を示す．11 日 19 時 03
分の第一原発緊急事態宣言後，第二原発か

ら東電の連絡員が来庁し，その後は原災法

に伴なう情報は入ってくるようになる．そ

して，12 日 8 時の災害対策本部会議にお

いて第二原発の緊急事態宣言と 3km 圏避

難指示を確認し，第二原発の連絡員に情報

を求めるが，そこでも事故状況の情報収集

が困難であったことで確かな情報を得る

ことはできなかった．いずれの事故発生の

連絡や避難指示も国や県からの連絡は一

切来ていない．また，10 条，15 条通報の

連絡もない．避難行動については，12 日の

全町避難の際に災害時応援協定を結んで

いたいわき市へ避難し，更に 16 日には同

協定を結んでいた会津美里町へ避難して

いる[12]． 

  
表 5 楢葉町の 3 月 11 日から約 1 週間の災

害対策本部の活動及び避難行動 [12] 

3/11 15:00 

 

 

 

 

 

 

19:03 

 

 

 

 

20:05 

22:30 

 

・災害対策本部を設置，避

難所開設，誘導を開始 

・福島第二の緊急対策室と

は手回し式ホットライン

がつながっていたが，途中

から使用できなくなった．

FAX は使用可 
・緊急事態宣言（連絡なし） 

・福島第二から連絡員が 2

名来庁し，その後は原災法

に伴う情報が入るように

なる 

・自衛隊員 2 名が来庁 
・災害対策本部会議を開催

し，被害状況を確認 

・各避難所に 300 名程度が

避難，行方不明者，死亡者

の情報を入手 

3/12 0:00 

 

2:35 

・断水に伴う避難所変更を

実施 
・災害対策本部会議（仮設
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5:44 
 
7:00 
 
7:45 
 
 
8:00 

 
 
 
 
 
8:30 

 
8:37～ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9:30 

 

住宅や避難所援助活動を

検討） 

・第一原発から 10km 圏の

避難指示（連絡なし） 

・これ以降より断続的に本

部会議を開催 

・第二原発非常事態宣言，

3km 避難，10km 屋内退避

指示（連絡なし） 

・災害対策本部会議を開催

（原子力発電所の情報が

なく，全町避難を決定．避

難先はいわき市（いわき市

とは災害時応援協定を締

結していた）） 

・防災無線で 3km 圏の住

民に避難指示 
・防災無線で全町民にいわ

き市への避難を指示 

・スクールバスやマイクロ

バス５台を集め，幼児，子

供，高齢者を優先して避難

開始．その他の避難者は，

自動車避難を実施 

・職員総出で道路確認

（3/11 中に実施）を行い，

避難ルートを見つけ，先導

車をバスの前につけて，さ

らに要所で職員が誘導し

ながら避難を実施 

・交通混雑はひどく，避難

所に到着しても満杯で別

の避難所に移らなければ

ならい状況 

・県災害対策本部から連絡

が入り，全町民避難をして

 

 

 
9:30～ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30
～ 

15:20 

 

 

 

 

 

17:00
～ 

 

 

 

 

 

 

17:36 

いることを伝え，8000 人

分の食糧と水の支援を要

請 

・要介護者支援を実施 
・楢葉町には，特別養護老

人ホームと併設する訓練

施設に 100 名以上のお年

寄りがいた．動ける人はバ

スに乗ってもらった．寝た

きりでストレッチャーが

必要なお年寄りの１０名

は，ストレッチャー付きの

ワゴン車，または幼稚園の

マイクロバスの補助いす

を倒して利用し，一部の人

には座ってもらい中央台

南小へ避難を実施 

・要介護者支援を実施 

 
・いわき市内の避難者４１

７０名を確認 

・１号機の爆発は知らなか

ったが，危険な状況になる

前には大半の住民の避難

が終わっていた 

・災害対策本部もいわき市

へ移動し，中央台南小学校

に対策本部を設置 

・第二原発との連絡のた

め，情報班と数名の職員は

町に残り，避難指示の広報

を続け，残っている住民が

いないかを確認していた 

・第二原発から 10ｋｍ圏

避難指示 

3/13  ・朝と夕方に災害対策本部
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会議を開き，状況把握や情

報共有を行う 

3/14 11:00 ・第一原発3 号機建屋が爆

発 

・残っていた情報班も町を

離れる 

3/15  ・災害時応援協定を結んで

いた会津美里町への移動

を決断 

 
 
3.5 浪江町 

 

 浪江町は，第一原発を持つ大熊町や双葉

町と隣接する町である．津波による被害で，

183 名が犠牲になり，約 600 軒の建物が流

失し，49 行政区のうち 4 行政区は全滅状

態という悲惨な状況であった．国や県から

の 10 条や 15 条通報,緊急事態宣言の連絡

は一切来ていない．避難指示においても，

いずれも国や県，東電からの連絡はなく，

報道で認知する結果に至る．避難行動につ

いては，まず 10km 圏避難指示を受けて町

内の 10km 圏外の地域(津島地区:20km 圏

外)への避難を開始する．更に，１2 日以降

の第一原発の 1，3 号機建屋爆発を見て，

町長の判断で二本松市への全町避難を決

定し，避難を実施した[13]． 
 
表 6 浪江町の 3 月 11 日から約 1 週間の

災害対策本部の活動及び避難行動 
[13] 

3/11  
 

・10m 以上の大津波警報

を受け，役場庁舎内に災

害対策本部を設置 

・津波による行方不明者

の捜索に注力 

・国・県・東電からの連

絡なし 

3/12 5:44 

 

 

 

6:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 

 

 

 

 

15:36 

 

18:25 

・10km 圏避難指示によ

り，浪江町内の 10km 圏

外（津島地区：20km 圏

外）への避難を決定 
・防災無線で避難を呼び

かけ 

・町所有のバス，民間バ

ス数台を使用し，役場内

の避難者の搬送を開始 

・その他の住民には自家

用車での避難を呼び掛

け 

・国・県・東電からの連

絡なし 
・役場庁舎も 10 km 圏内

であったため，津島地区

の支所（第一原発から 28 

km 地点）へ災害対策本

部の移転 

・第一原発1号機建屋の

水素爆発 

・第一原発から20 km圏

の避難指示 

・国・県・東電からの連

絡なし 
3/13  ・固定電話がつながらな

くなり ,テレビだけが情

報源になった 
3/14 11:00 ・第一原発 3 号機建屋が

爆発 
3/15 4:30 頃 

 

 

・前日の度重なる爆発を

見て，浪江町長はさらな

る避難を決定 
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6:00 頃 

 

 
10：00 

 

 

 

・町長が二本松市長に直

接電話をし，避難受け入

れを要請 

・第一原発 2 号機の爆発

音，4 号機建屋の爆発発

生 
・30 km圏を超える地域

も含む全町避難を決定 

・町のバスと自家用車，

民間のバス会社１社か

ら提供された数台のバ

スで，二本松市役所に向

かって避難を開始 

・翌日の 16 日までかけ

てピストン輸送を行い，

災害対策本部も二本松

市東和支所に移転 

 
 
4. 自治体の事故対応の問題点 

 
 前述では，本事故における政府や福島県，

原発立地・周辺自治体の原子力災害対応や

避難行動について見てきた．そこで明らか

になった問題点や教訓は大きく 3つに分類

できると考える． 
 
4.1 情報伝達・収集体制の限界 

 

前述したが，本事故において，官邸の主

導による原発事故対応への直接的な介入

があったことを 4つの事故調査委員会が問

題点を指摘している．この問題の背景には，

地震・津波の影響で通信・交通手段の支障

が生じ，官邸での十分な情報伝達や収集が

できなかったことが挙げられる．官邸での

情報伝達や収集の機能が十分に果たせず，

菅首相は 12 日朝に第一原発の現地視察を

行い，15 日には東電内に事故対策統合本部

を設ける等，政府の直接的な介入に繋がっ

たとされる．これには，様々な意見はある

が，この対応によって現場の混乱を生んだ

との意見がある[4]． 

また県では，地震・津波被害の影響で， 

通信回線の不足や通信機器の損傷等によ

り，県から市町村への原発事故情報の提供

が不十分であった[8]ことを指摘している．

また，県庁舎が被災したため，代替施設と

して自治会館に設置したが，十分な防災行

政無線等の通信設備を設置していなかっ

たため，連絡調整に多大な支障を生じた[2]．

そして，避難区域が拡大し，災害対策本部

を町外へ移転せざるを得なかった原発立

地・周辺自治体は，避難先での情報伝達・

収集にも苦慮した．大熊町では，避難先で

あった田村市の体育館に災害対策本部を

設置するも，情報収集を行うにはスペース

が狭く，電話回線が 1 本，FAX が 1 回線

に限定される等，十分に情報を収集するこ

とが困難であった[10]．富岡町では，停電に

より十分に通信設備が使用できなかった

他，川内村に移動するも，そこでは国や県

からの情報が入らず，テレビの情報に限定

していた[11]． 
このような地震・津波被害の影響は，オ

フサイトセンターへの関係者の即時参集

に支障をきたした．この事態より，緊急時

のモニタリングが十分に機能しなかった

等，予め用意されたマニュアルに沿った応

急対策の実施は事実上不可能となった[5]． 
このように，本事故では，地震・津波と

の複合災害であったこともあり，通信設備
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や機能に多大な支障を生じさせることと

なった．また，施設の被災や避難指示によ

って，代替施設や避難先に移動することと

なったが，そこでは情報伝達や収集に十分

な環境が整っておらず，複合災害時におけ

る原発事故対策への備えが十分でなかっ

たことが明らかになった． 

 

4.2 EPZを越える避難区域 

 

従来では EPZ を設定し，災害に備えて

いたものの，実際には最大で 20km 圏の避

難指示が出される等，EPZ をはるかに越え

た避難区域が設定され，各自治体の避難に

も多大な影響と混乱を与えた． 
双葉町では，避難の際の避難用車両や人

手の不足が問題となる他，避難所の施設自

体や食糧備蓄も十分でなかった[9]．また，

分散避難も問題となった．富岡町では，避

難の際に大渋滞となり警察の誘導で分散

避難を余儀なくされた[11]．大熊町でも，田

村市へ避難したものの，そこでは他の自治

体からも多くの住民が避難していたため，

最終的に 27 ヵ所に分散避難をすることと

なった[10]．情報伝達や収集すら困難な中，

この分散避難で複数の避難所へ住民が拡

散することによって，避難所間での連絡も

困難であるため，担当者はその場その場の

判断を求められた他，安否確認作業にも支

障が生じ，富岡町では，テレビを通じて呼

びかけを行っていた[11]．  
 また，福島県の地域防災計画において，

市町村をまたぐ広域避難については，県が

避難計画を作成するとされているが，県は

本事故の以前には広域避難を全く想定し

ておらず，本事故においても広域避難の準

備に関してほとんど主導的な役割を果た

していない[2]と，国会の事故調査委員会が

指摘する．県が主導的に市町村をまたいだ

避難先の調整に協力したとされているの

は，第一原発から 10km 圏内の避難指示の

際の双葉町と大熊町だけであり，結果的に

初期の一次避難は，第一義的に町村に委ね

られることとなり，一次避難先が自らの市

町村内の避難所であることもあった．県が

主導して，初期の避難区域の設定の段階で

20km 圏外への避難を誘導するなど，先を

読んだ対応が可能であったならば，多段階

避難による住民の負担を緩和できた可能

性がある[2]と指摘されているように広域避

難への準備が不足していたとしている[8]． 
 

4.3 不十分な国の対応 

 

県や多くの自治体から国の対応につい

ての批判がある． 

 前述でも述べた通り，福島県の地域防災

計画では，市町村をまたぐ広域避難におい

ては，県が避難計画を作成するとされてい

るが，県は事故において広域避難準備にほ

とんど主導的な役割を果たしていない[2]と

国会事故調査報告書内で指摘されている．

これを受け，県の見解は，国において原発

事故の把握と避難区域の設定根拠が不明

確であり，避難指示発出の連絡も事前には

なく，遅れて到着していることにより，広

域避難の対応に制約があったとしている[8]． 
 また，大熊町や富岡町をはじめとする自

治体からも国の対応が遅い，事故に関する

情報提供が不十分だとの批判があった

[10][11]．特に，浪江町では，国や県からの事

故発生の連絡や避難指示の連絡も全く受
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けておらず，避難は全て町長の判断によっ

てなされた．さらに避難の際，大熊町や双

葉町には，国が徴収したバスが何十台と送

られたが，大熊町と双葉町を足した人口よ

りも多い浪江町は町所有バスや民間のバ

ス数台を使って避難する等，原発立地町と

周辺自治体とで格差をつけられているよ

うに感じたという．また，国や県からの連

絡が得られず，テレビ等でしか情報を得ら

れなかった自治体にとっては，テレビ報道

では「大したことはない」という印象を持

つもので，緊迫感が伝わってこなかったと

指摘している[13]．重大さや緊迫感が伝わら

なかったという点からは，リスクコミュニ

ケーションも国の今後の課題であると考

える． 
 
5. 今後の災害対応への見直し 

 

5.1 最低限の情報収集・提供システムの確

立 

 

(1) SPEEDI 
 政府の原子力災害対策マニュアルによ

ると，緊急時には ERSS を起動させ，事業

者からの情報によって原子炉の状態を把

握・監視するとともに，事故の進展を予測

して放射性物質の放出量を計算し，この計

算結果を SPEEDI に放出源情報として入

力して環境を予測し，これをもとに住民の

避難措置等を検討するとしていた．しかし，

通信・交通手段が大きな被害を受け，事故

発生直後は SPEEDI の放射能影響予測シ

ステムがほとんど機能しなかった．本事故

では SPEEDI において，放出源情報が得

られなかったため，単位入力による計算結

果のみが得られていたが，意思決定を行う

上での合理的な根拠とするには不確実性

が大きすぎる等の理由により，計算結果は

事故直後の段階では官邸中枢まで伝達さ

れなかった[5].本事故で SPEEDI のシステ

ムが有効に活用されなかった点について，

国の中央防災会議（会長・野田佳彦）が防

災基本計画を修正した際に，原子力災害の

対策を拡充し，SPEEDI で得た情報を公表

し，住民の避難に活用すると明記した 2). こ
の基本計画修正を受けて,原子力規制委員

会は原子力災害対策指針(平成 24 年 10 月

31 日決定)において，EPZ の設定が改めら

れたとともに，今後の原子力規制委員会で

検討すべき課題として，SPEEDI 活用によ

り，モニタリング結果に基づく放出源情報

の推定や，事業者の拡散予測結果の確認・

検証を行うこと等の方策[14]を挙げている．  
 
(2)SPEEDIに代わる意思決定方法 

 前述でも述べた通り，本事故では，地震

や津波により通信・交通手段が大きな被害

を受け，事故発生直後は SPEEDI の放射

能影響予測システムがほとんど機能しな

かったこと，オフサイトセンターへの関係

者の即時参集が困難であったこと，事故直

後の緊急モニタリングが十分に機能しな

かったこと等もあり，予め用意された原子

力災害対策マニュアルに沿った応急対策

の実施は事実上不可能であった．そのよう

な，政府からの指示や情報が十分に得られ

ない状況下において，基礎自治体を中心と

した住民避難等が行われた． 
そこで，原子力安全委員会の防災指針検

討ワーキンググループ（以後，防災指針

WG）において，SPEEDI 等の不確実性の
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大きいリアルタイム予測に基づく意思決

定方法ではなく，事前に実施すべき防護措

置とその判断基準を明確化し，緊急時には

関係機関がこれに従って速やかに防護措

置をとるという戦略が提示されている． 

具体的には，プラントの状態や環境モニタ

リングといった比較的確保しやすい情報

を基礎に，事前に用意した緊急時活動レベ

ル(以後，EAL)や運用上の介入レベル(以後，

OIL)に従って，関係機関が防護措置を行う

というものが示されている[5]． 
 また，自治体への最低限の情報提供シス

テムを確保することは必要ではあるが，そ

の上で自治体が主体となって防護措置を

行わざるを得ない事態も想定することは

不可欠であり，防災指針 WG で現在検討さ

れているように，そのために必要な制度上

の枠組みを予め用意しておくことが求め

られる[5]． 

 
(3)リスクコミュニケーション 

 事故当時，放射線物質の放出等による住

民への影響に関して，記者会見で説明する

際，「万全を期するため」「万が一」「直

ちに影響は生じない」といった，住民に安

心感を抱かせるような表現を多用した．し

かし，前述の浪江町の主張でもあったよう

に，こうした説明の多くに，根拠となる具

体的な説明が伴っておらず，なぜ避難が必

要なのか，なぜ直ちに影響が生じないのか

といったことが住民に必ずしも十分に伝

わっていなかった．このような説明では，

住民はどう行動すべきか判断に迷うおそ

れがある．情報発信側は，受け手がどう受

け止めるのかを常に念頭に置いて情報を

公表する必要があるが，本事故における政

府の情報公表は，この点が不十分であった

[2]．単に正確に伝えるだけでなく，相手が

それをどのように受け止めるかにも配慮

して，わかりやすく伝えることも重要であ

る． 

今後，原発事故については，最悪の事態

を想定した危機管理体制を整備すること

が必要になるが，その際には，混乱の中で

も、関係者がリスク情報を共有できる仕組

みを構築すべきある[15]．また，「各省庁の

情報を統合して発信するリスクコミュニ

ケーション専門の省庁システムや報道官

が必要」3)という指摘もある． 

 

5.2 行政の役割分担と連携課題 

 

今までのように１つの自治体が，危機に

際して全ての対策を講じるという発想は

改めなければならない．自治体が直面する

災害や事故にはいくつかのパターンがあ

る．多様性や大量性，それに複雑性などを

考慮し，対応策を変える必要がある[16]．そ

こで，自治体は災害や事故を 3 つのパター

ンに類型化しておくことが望まれる．1 つ

目として単一の自治体で対応が可能な小

規模の災害や事故，2 つ目として単一の自

治体で対応することができない災害や事

故，3 つ目として自治体の対応能力を越え

る規模をもつ災害や事故である．本事故は，

3 つ目の災害や事故に含まれ，自治体だけ

ではギブアップの状態になる災害である．

このパターンに対応するためには，都道府

県の役割を現在以上に重視する法制度を

作ることを考えるべきである．緊急時に限

っては，市町村の自治機能を一時停止し，

広域行政機関である都道府県が包括的に
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危機に対応する必要があり，そのためには，

非常時の知事権限を強化し，一体的に大災

害に対処する方法を確立すべきである[16]． 

 原子力災害特別措置法では，原子力災害

が発生した場合，現地に設けられたオフサ

イトセンターに国・自治体を構成員とする

原子力災害合同対策協議会を設置し，国が

中心となって対応にあたることとなって

いる．今回は，オフサイトセンターも避難

指示対象地域となり，福島県庁に「原子力

災害現地対策本部」が設置された．県庁に

は県の組織である「災害対策本部」も設置

されており，組織上は 2 つの組織が原子力

災害に関する対応を行うこととなってい

る．国レベルでも災害対策基本法に基づき

自然災害に対応する「政府現地連絡対策

室」が別途，県庁内に設置されている．多

くの組織が設置されることは「状況認識の

統一」を困難にし，ひいては効率的な災害

対応が行われないという結果を招く．今後

の教訓として，効率的な危機対応を行うた

めには一元的な体制を構築することが重

要であり，マルチハザードでの一元的な危

機対応の在り方について検討を行う必要

がある[17]． 
 
5.3 原子力災害対策の強化 

 

 本事故では，EPZの設定を越える避難区

域が設定されたとともに，各自治体の原子

力災害を想定した対策に多くの課題が明

らかとなった．防災指針WGではEPZの概

念が見直され，従来のEPZに代えて「予防

的防護措置を準備する区域（PAZ：
Precautionary Action Zone）」，「緊急時防

護措置を準備する区域（UPZ : Urgent 

Protective Planning Action Zone）」，「プル

ーム5)通過時の被ばくを避けるための防護

措置を実施する地域（PPA : Plume 
Protection Planning Area）」の3つの区域

を設けることが示された[5]．この提言を踏

まえて，原子力規制委員会は平成24年10
月31日に決定した災害対策指針において

原子力災害対策重点区域を見直している．

PAZでは，急速に進展する事故においても

放射線被曝による確定的影響等を回避す

るため，先述のEALに基づき，即時避難を

実施する等，放射性物質の環境への放出前

の段階から予防的に防護措置を準備する

区域のことを指す．PAZの具体的な範囲に

ついては，IAEA（国際原子力機関）の国

際基準において，PAZの最大半径を原子力

施設から3kmから5kmの間で設定するこ

と(5kmを推奨)とされていること等を踏ま

え，「原子力施設から概ね半径5km」を目

安とする．次に，UPZとは，確率的影響を

最小限に抑えるため，先述のEAL，OILに
基づき，緊急時防護措置を準備する区域で

ある．具体的な範囲については，IAEAの

国際基準において，UPZの最大半径は原子

力施設から5kmから30kmの間で設定され

ていること等を踏まえ，「原子力施設から

概ね30km」を目安とする．また，UPZの
目安である30kmの範囲外であっても，そ

の周辺を中心に防護措置が必要となる場

合がある．プルーム5)通過時の防護措置と

して，放射性物質の吸引等を避けるための

屋内退避等，その時の状況に応じた追加の

防護措置を講じる必要が生じる場合もあ

るとして，PPAが定められた．プルーム5)

通過時の防護措置としては，主に放射性物

質の吸引等を避けるための屋内退避が挙
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げられるが，状況に応じた追加の防護措置

を講じる必要が生じる場合もある．PPAの

具体的な範囲については，今後，原子力規

制委員会では，国際的議論の経過を踏まえ

つつ検討し，本指針に記載する[14]としてい

る． 

 また，このように EPZ の概念が見直し

や原発再稼働への動きを受けて，原子力防

災に向けた取り組みを独自に始めた原発

立地県以外の隣接自治体が出てきている．

この点に関して，「自治体ごとの独自に原

発事故を想定した防災対策を検討するの

は，住民の安全確保の点からすれば当然の

ことであるが，国全体として調和のとれた

ものであることが重要である．」4)との指摘

がある． 
 そして，本事故において原子力安全と住

民保護のジレンマの課題が明らかになっ

た．原子力発電所では，深層防護（Defense 
in Depth）という考え方に基づいて多層の

安全対策を用意し，仮にいくつかの安全対

策が機能しなくなったとしても全体とし

て安全を確保できるように一連の活動が

行われてきた．この原則に従えば，第 4 層

の対策である格納容器ベントが，第 5 層に

相当する住民の帰趨に左右されてはなら

ない．つまり，住民の待機により，格納容

器の威圧が行えず，格納容器の健全性が損

なわれるような事態になれば，放出される

放射性物質の量は，ベントを実施した場合

の量に比べて格段に多くなる可能性があ

り，そのような事態は避けなければならな

い．ただし，ベント実施によって格納容器

内の放射性物質が環境中に放出されるた

め，住民の放射線リスクを可能な限り低減

させるべく，避難や退避等の防護措置を行

うことが要求される．すなわち，深層防護

の第 4 層（ベントの実施）と第 5 層（住民

避難）の対策を適切に連携させることが求

められている．例えば，仮に住民避難が未

了の場合には，ベント実施時の風向等を考

慮して影響の小さい地域へと避難誘導を

行う等の対策がとられるべきである．また，

自治体側が住民保護の観点から避難完了

まで待ってほしいと考える場合について

は，事業者が防災業務計画の作成段階等に

おいて関係自治体と十分に協議して，可能

な限りそのような観点が尊重される体制

を整備しておくべきである．事業者や自治

体の防災計画が今後見直されるに際して

は，このような原子力安全と住民保護の間

でジレンマとなりうる点についても，予め

想定し備えておくことが望まれる[5]． 
 
6. 本事故対応から学ぶ今後の展望 

 

 本事故は，東日本大震災との複合災害に

より，我々の想定をはるかに上回るもので

あった．本事故によって，日本の原子力災

害対策の体制やシビアアクシデント対策

がいかに杜撰なもので，十分に住民の安全

や安心を守りきれるものではなかったと

いうことが結果的に明らかになった．ただ

し，同時に住民の安全を守るという点では，

原発立地、または周辺の自治体の意思決定

や判断が大変重要となることが理解でき

るだろう．本事故での初期避難措置は，原

発周辺住民の防護という目的を果たした

とは到底言い難い結果となったといわれ

ているが，交通・通信手段が限定されてし

まい，国や県からの情報や連絡を得られな

い状況下で自治体の長が主体となって避
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難がなされたことは，住民への放射線の影

響を軽減できたと考える．緊急事態時にお

いて国や県は各自治体に対して指示や連

絡をすることは当たり前であるが，それが

不可能な場合に，自治体は限られた判断材

料の中でどのような判断や行動をとるか

が，住民の安全や安心を守る上で非常に重

要であると考える．緊急時に，自治体が適

切な判断や行動が行える制度づくりや情

報伝達手段の確保等の検討が重要，かつ，

必要である． 
また，本事故での問題点や教訓から，

SPEEDI やオフサイトセンターの設置，原

子力災害関係の法律の制定や制度づくり

等のハード面の対策を施していても，それ

らでは対応不可能な場合の想定や対策が

不十分であったことが明らかとなった．よ

って，今後の課題としてはハード面の対策

だけでなく，「そのような事故は絶対起こ

らない，必ず安全だ」という前提を外した

ソフト面での対策も必要であると考える．

そのためには，想定を越えた災害や事故が

発生した場合の，自治体の役割の明確化や

政府，都道府県，自治体，事業者間での連

携の強化，日頃から自治体職員や住民達を

交えての教育や訓練を充実させるととも

に対策や対応を改善していくべきである

と考える． 
 
注 
(1) 原子力安全委員会が策定した,「原子力

施設等の防災対策について」のことである． 
(2) 2012 年 09 月 06 日付 日本経済新聞 

「原発事故で SPEEDI 活用を明記 防災

基本計画 中央防災会議」内での記事を引

用． 

(3)2011 年 04 月 02 日付 毎日新聞朝刊「ニ

ュース争論 大震災の情報と報道」での福

田充の指摘． 
(4) 2012 年 04 月 03 日付 産経新聞 夕刊

「【防災・減災】原発立地県以外の原子力

防災 事故想定し独自に対策」での小澤守

教授の意見． 

(5)原子炉施設においては，多重の物理的防

護壁が設けられているが，これらの防護壁

が機能しない場合は，放射性物質が周辺環

境に放出される．その際，大気への放出の

可能性がある放射性物質としては，気体状

のクリプトンやキセノン等の希ガス，揮発

性のヨウ素，気体中に浮遊する微粒子等の

放射性物質がある．これらが，気体状又は

粒子状の物質を含んだ空気の一団となっ

たものを「プルーム」という．（原子力規

制委員会(2012)．原子力災害対策指針 参

照） 
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原発被災者への生活支援 
Life Support for Refugees from Nuclear Power Plant Accident 
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SUMMARY 

    This paper surveys the actual condition of refugee in the accident of FUKUSHIMA 
Daiichi nuclear power plant and life support for refugees taken by governments． This 
paper also shows the requirement for refugees to back home and outlook the problems 
and policy demand in the future． 
 
Key words 

nuclear power plant, refuge, life support 
 
 
はじめに 
 
 2011年 3月 9日に発生した東日本大震災

は，マグニチュード 9．0 という巨大地震に

加えて岩手・宮城・福島の 3 県を中心に甚

大な津波被害をもたらした．また，この津

波により，東京電力福島第一原子力発電所

で事故が発生し，未曾有の大災害となった． 
 原発事故による放射能汚染のために今も

なお多くの人が避難を強いられており，こ

れら避難した人々へどのように支援してき

ているのか，またどのように避難者が生活

してきているのか，その実態について述べ

ていく． 
 
1. 概略 
 
1.1 なぜ原子力災害は問題なのか 

 
まず，なぜ原子力災害が大きな問題とさ

れているのかについてだが，それは，原発

から発生する放射能の量が今後急速に減少

する事はあまり期待できなく，これまで蓄

積されつつある放射線量自体が急速に減少

することはありえないため，原発被災者は，

長期間これまでの生活に帰れなく，その期

間は数十年かかると言われている[1]．また，

今回の災害の影響により，福島県の9町村が

役場機能を県内外の地域に移転せざるを得

なくなったほか，原発から100km離れた会

津地方を含め県内全域に風評被害が及び，

農林水産業のみならず製造業を含めたあら

ゆる産業が大きな打撃を受けるなど，原子

力災害は，文字通り被災地の基盤を根底か

ら揺るがすものであり，町そのものが成り

立たなくなってしまうからである[15]． 
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1.2 避難概要 
 
 避難の概要については，概ね以下の通り

である． 
(1)避難人数 
 今回の原子力災害による避難者数は

2012 年 11 月 1 日現在では 15 万人以上で，

うち県外避難者は 5 万 8 千人以上にものぼ

る．また，これにより，福島県の人口は震

災以前と比べ，約 4 万人以上減少してしま

っている[16]． 
 
(2)避難の対象地域 
 政府は避難の対象となる地域を設定して

おり，これらは順次見直されている(表 1)． 
 まず，避難区域とは，福島第一原発から

20km 圏内で，立ち入りが禁止されている

警戒区域のことであり，主な地域には南相

馬市(一部)，浪江町(一部)，双葉町，大熊町，

富岡町，楢葉町(一部)，葛尾村(一部)，川内

村(一部)がある．計画的避難区域とは，緊急

に避難する必要はないが，避難指示が出た

場合，計画的に避難のため立ち退くことを

求められた区域のことであり，主な地域に

は飯舘村，南相馬市(一部)，葛尾村(一部)，
浪江町(一部)，川俣町(一部)がある．また，

特定避難勧奨地点とは，「計画的避難区域」

や「警戒区域」の外で，計画的避難区域と

するほどの地域的な広がりはないものの，

事故発生後1年間の積算放射線量が20ミリ

シーベルトを超えると推定される地点のこ

とであり，主な地点には南相馬市(142 地点)，
川内村(1 地点)，伊達市(117 地点)が指定さ

れている．緊急時避難準備区域とは，住民

に対して，いつでも屋内退避や避難が行え

るように準備をしておくことを求められた

区域のことで，2011 年 9 月 30 日にすでに

解除されたのだが，主な地域には南相馬市

(一部)，広野町，川内村(一部)，楢葉町(一部)
が指定されていた． 
 

表 1 避難地域 
避難指定区域 主な地域 

避難区域 南相馬市(一部)，浪

江町(一部)，双葉町，

大熊町，富岡町，楢

葉町(一部)，葛尾村

(一部)，川内村(一部) 
計画的避難区域 飯舘村，南相馬市(一

部)，葛尾村(一部)，
浪江町(一部)，川俣

町(一部) 
特定避難勧奨地点 南相馬市(142地点)，

川内村(1地点)，伊達

市(117地点) 
緊急時避難準備区域 南相馬市(一部)，広

野町，川内村(一部)，
楢葉町(一部) 

 
また，2012年3月末以降，「警戒区域」と

「計画的避難区域」が新たに3つの区域に区

分され(図1)，その内容は以下の通りである．

避難指示解除準備区域は，年間積算線量

20mSv以下となることが確実であることが

確認された地域のことであり，また居住制

限区域は年間積算線量が20mSvを超えるお

それがあり，住民の被ばく線量を低減する

観点から引き続き避難の継続を求める地域

のことである．また，帰還困難区域は5年間

を経過してもなお，年間積算線量が20mSv
を下回らないおそれのある地域のこと(現
時点で年間積算線量が50mSv超の地域)で，
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言うまでもなくこの区域が最も悲惨な状況

である[15] [2]．ちなみに，100mSv 以下の被

ばく線量では，他の要因による発がんの影

響によって隠れてしまうほど小さいため，

放射線による発がんリスクの明らかな増加

を証明することは難しいとされており，各

国政府は，年間 20mSv～100mSv の範囲

で状況に応じて適切に，避難を含む放射線

防護措置を重点的に実施する対象を特定す

る目安としての線量水準を選択・設定し，

段階的に被ばく線量を低減・回避すること

となっている．日本政府は，住民の安心を

最優先し，事故直後の1年目から，年間20
～100mSv のうち最も厳しい値に相当する

年間20mSv を避難指示の基準として採用

している[14]． 

図 1 避難指示区域と警戒区域の概念図 
出典：経済産業省 東日本大震災関連情報[3] 
 
(3)避難先 
 原発被災者は，調査によれば，県内外を

問わず全国各地に多くの人々が避難してお

り，県外避難については，特に，北海道・

東北・関東への避難の割合が高いという結

果が得られている[4]．また，避難先は，主

に，親戚や知人を頼っての避難という声が

多く，また仕事の都合により避難先を決め

た人もいる[5][6]． 

 
1.3 避難の問題 
 
 原発避難における問題は，いまだすべて

を把握し切れているわけではないのだが，

現在までで多かった声を挙げていく．まず，

仮設住宅などに入居できないという問題が

あった．これは，被災当初の問題であるの

だが，当初，仮設住宅が少なく，高齢者な

ど転居を伴う避難が困難な人々が仮設住宅

に入居できないために住む場所がなかなか

確保できなかったのである[5]．また，避難

先住居(仮設住宅や借上げアパートなど)の
スペースに限界があり，家族の別居が余儀

なくされているという家庭が数多く存在し

ており，家族の離散による精神的苦痛，経

済的困窮の声が上がっているのだが，この

問題は，県外避難者にいっそう顕著になっ

てあらわれている[7][11]．風評や差別に苦し

む避難者もおり，県外避難をしたある家族

の母親によれば，子どもが転校先で「福島

から来た」というだけでいじめられたとい

った理不尽な経験をしたそうである．また，

これは若年層を中心とした問題なのだが，

避難が長引くことで，そのまま「避難から

移住」になってしまい，町に若者が帰って

こないことが復興の障害となってしまうの

である[8]．集団移転の問題については，集

団移転をするのかしないのか，各自治体で

決定が進められているのだが，移転する場

合，移転先の土地をどこにするのか，移転

費用をどのように捻出するのかという課題

もある．また，すでに移転を決めた自治体

もあるのだが，子供のいる家庭は集団移転

に賛成の傾向がある一方，高齢者を中心に
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反対の声もあり，住民の合意がなかなか得

られず，移転が進まないのが現状である

[7][11]． 
 
2. セカンドタウン構想 
 
2.1 セカンドタウン構想とは 
 
 セカンドタウン構想とは，長期避難を前

提とする(戻ってくることを前提とする)も
ので，元の町を「真」の町，ファーストタ

ウンとすると，避難している間に町の町民

が暮らし，集い，交流するための領域(＝
「新」の町，セカンドタウン)で避難生活を

送り，原地帰還を実現しようとするもので

ある[8]．これにより，前述した「避難から

移住」を防ぎ，長期的な避難生活を余儀な

くされるかもしれないという原発災害避難

者に対して「希望」を育むためのアイディ

アであるのだ[12]． 
 
2.2 実例・問題点 
 
 この実例としては，楢葉町がいわき市に

セカンドタウンを形成している[8]ほか，富

岡町民の多くが郡山市にある大型コンベン

ション施設のビッグパレットふくしまに避

難している[12]．また，問題点として挙げら

れるのは，避難自治体に負担がかかるとい

うことだ．先の例で言うと，楢葉町の住民

はセカンドタウンであるいわき市のインフ

ラや公共サービスを使用しているのだが，

彼らはあくまでも楢葉町の町民でいわき市

民ではない．そのため，税金等をいわき市

に納めているわけではなく，ゆえに避難自

治体からは受入反対の声が多数挙がってい

たのである．セカンドタウン実現のために

は，避難自治体への国からの十分な補償が

必要であるが，今後はさらにセカンドタウ

ンを増やしていくためにも，セカンドタウ

ン形成のための財源確保の手法を新たに構

築していかなければならないだろう． 
 
2.3 セカンドタウン実現のための課題 
 
 セカンドタウンを実現するための課題と

して，以下の 3 点が挙げられる．第一に，

脱原発後の新地域産業・経済を形成するこ

とである．脱原発後は，原発マネーに頼る

ことができなくなってしまうため，これに

代わる財源の確保が必要であるのだ．第二

に，現地居住していない住民への徴税とサ

ービスを行う行政体を実現することである．

また第三に，現地居住していない住民を含

めた地方自治制度を確立することである．

現在の地方自治制度では，居住している地

域の自治体に税金を納め，サービスを受け

てることになっており，選挙等の地方自治

についても同様である．しかし，今回の震

災により，その自治体自体が現在，現地で

機能していない所もあり，徴税やサービス

提供・地方自治が行えないのである．その

ため，二重の住民登録を可能にし，避難元

と避難先の双方でのシティズンシップ(市
民性・市民権)を確保させる[13]ことで，セカ

ンドタウン住民のように，現地居住してい

なくても自治体の恩恵を受けることができ

るような新たな制度を構築していくべきで

あるのだ[8]． 
 
3. 賠償問題 
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 原子力災害における被災者への賠償につ

いては，「原子力損害による賠償を定めた原

子力損害の賠償に関する法律」に基づき，

原子力損害賠償紛争審査会が策定した中間

指針に明示されており，賠償については，

以下の 9 つの損害が対象とされている[17]． 
一，「政府による避難等の指示等に係る損  

害」は，避難区域・屋内退避区域・計

画的避難区域・緊急時避難準備区域・

特定避難勧奨地点・地方公共団体が住

民に一時避難を要請した地域が対象で

ある． 
二，「政府による航行危険区域等及び飛行禁

止区域の設定に係る損害」は，福島第

一原発を中心とする半径 30ｋｍの円

内海域・空域が対象である． 
三，「政府等による農林水産物等の出荷制限

指示等に係る損害」は，農林水産物及

び食品の出荷，作付けその他の生産・

製造及び流通に関する制限等に伴う損

害が対象である． 
四，「その他の政府指示等に係る損害」は，

そのほか事業活動に関する制限又は検

査について，政府が事故に関し行う指

示等に伴う損害が対象である． 
五，「いわゆる風評被害」は，報道等により

広く知らされた事実によって，商品ま

たはサービスに関する放射性物質によ

る汚染の危険性を懸念した消費者や取

引先により当該商品又はサービスの買

い控え，取引停止等をされたために生

じた被害が対象である． 
六，「いわゆる間接被害」は，事故により賠

償の対象と認められる損害(第一次被

害)が生じたことにより，第一次被害を

受けた者と一定の経済的関係にあった

第三者に生じた被害が対象である． 
七，「放射線被曝による損害」は，事故の復

旧作業等に従事した原子力発電所作業

員・自衛官・消防隊員・警察官・住民

等が，放射線被ばくにより健康状態が

悪化し，疾病あるいは死亡したことに

より生じた逸失利益，治療費，薬代，

精神的損害等が対象である． 
八，「被害者への各種給付金等と損害賠償金

との調整」については，事故により原

子力損害を被った者が，同時に事故に

起因して損害と同質性がある利益を受

けたと認められる場合には，その利益

の額を損害額から控除すべきである，

としている． 
九，「地方公共団体等の財産的損害等」は，   

地方公共団体等が所有する財物や地方

公共団体等が行う事業に関する損害は，

事故と因果関係が認められる場合に賠

償の対象となり，地方公共団体等が被

害者支援等のために，加害者が負担す

べき費用を代わって負担した場合も賠

償の対象である． 
 
以上 9 つの損害に対する賠償の現状につ

いては，以下の通りである． 
 

3.1 汚染された土地(農地・森林・住宅地

など)に対する賠償 
 
 汚染された土地に対しては，検査費用

(物)・営業損害・就労不能等に伴う損害・財

物価値の喪失または減少等が賠償される．

しかしこの賠償は，賠償対象が避難区域・

計画的避難区域・緊急時避難準備区域・特

定避難勧奨地点のみであり，同じ町民間で
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も賠償に差が出てしまい，住民を分断して

しまうという問題が出てきている[18] [9]． 
  
3.2 生活(避難による住地変更や就労機会

の喪失)に対する賠償 
 
 避難者の生活に対しては，検査費用(人)・
避難費用・一時立入費用・帰宅費用・営業

損害・就労不能等に伴う損害・生命身体的

損害・精神的損害が賠償されるのだが，賠

償内容が人によって認められる内容が違っ

ていたり，住民が望んでいるほど十分に支

払われないといった問題もある．また逆に，

何もせずとも毎月数万円という思わぬ収入

が手に入り，働かなくなった人もいるとい

う．さらには，賠償金が課税され医療保険・

介護保険等の保険料算定の対象となってお

り，被災者の生活を圧迫しているのである

[18][9]． 
 
3.3 農畜産物・水産物に対する賠償 
 
 農畜産物・水産物に対しては，営業損害・

検査費用(物)・就労不能等に伴う損害が賠償

される．また，放射能に汚染された農畜産

物・水産物や風評被害により販売が減少し

た農畜産物・水産物も対象としている．こ

れらの賠償については，請求から支払いま

でに 3 ヶ月以上かかり，えさ代など毎月支

払いがある畜産農家などを中心に資金繰り

の悪化をまねいている．また，損害報告書

や過去の出荷記録など様々な書類を必要と

するなど請求手続きが煩雑で，高齢農家や

自給的農家などの中には，賠償請求をあき

らめるケースもあるのだ[9](1)． 
 

4. 帰町に向けて 
 
 住民が帰町するためには，土地が除染さ

れ，インフラや住宅等の地域の生活基盤が

復旧しなければならない．しかし，外観だ

けが回復しても何の意味もなく，住民がそ

こで生活をしていくためには，地域産業を

再生させ，住民の雇用を確保しなければな

らないのだ．また，地域コミュニティは住

民の帰町への意思を強めさせることに大き

な役割を担っている．このことから，住民

の帰町には，主に，除染・復旧・産業再生・

コミュニティ形成の 4 つの課題があると考

えられるが，これらを実行し，帰町を進め

るために，国や県，各自治体で様々な方面

において復興プロジェクトが進められてい

る．以下は，その現状である． 
 
4.1 除染 
 
 福島県では，住民の一刻も早い帰還や安

心して生活できる環境の確保に向け，放射

性物質に汚染された土地の徹底除染を目指

している[15]．具体的には，「除染特別地域に

おける除染の方針」が政府によって定めら

れており，避難指示解除準備区域(20mSv/
年以下)では平成 24 年内を目途に，10～
20mSv/年の地域(学校等は 5mSv/年(1μSv/
時)以上)の除染を目指している．また居住制

限区域(20～50mSv/年)では平成 24～25 年

度にかけての除染を目指しており，帰還困

難区域(50mSv/年超)では当面は，モデル事

業を実施し，またこのモデル事業により，

除染技術の実証と放射線量低減の効果を実

証するとしている[2]．  

 しかし，汚染廃棄物の仮置き場が足りない



 40 

など，汚染廃棄物の処理等の問題が残って

いる．また，除染作業に従事する人がそれ

ほど多くなく，除染がなかなか進まずめど

がたたないため，土地と人員の確保が求め

られる． 
 
4.2 復旧 
 
 また，住民が安全・安心に帰還するため，

生活インフラや病院・学校などの公共施設

の復旧・復興に向け，ニーズを踏まえて迅

速に対応することを目指しており，[2]例え

ば相馬エリアでは，警戒区域等内における

インフラの被害状況の把握に努め，区域の

解除に備えてインフラの早期復旧に努めて

事業を開始している． 
 しかし一方で，警戒区域の指定等により，

足が踏み入れられず，いまだ復旧が進んで

いない地域もあり，早期解決が求められる．

また，復旧作業のための労働力や資材の不

足が深刻化しているため，これらの確保が

求められる(2)． 
 
4.3 産業再生 
 
 帰還した住民にとって，生活維持のため

に雇用の確保は重要である．そのため，福

島県では，消費者への魅力にあふれ，安全・

安心な農林水産物の提供を通して，農林水

産業の持つ力を最大限に発揮させ，地域経

済の担い手である中小企業等が活力に満ち，

新たな雇用の場と収入が確保されることに

より，経済を力強く発展させていく，と発

表している．また，これらを実現するため

のプロジェクトも復興計画の中に織り込ん

でおり，実行してきている[15]． 

 今後は，避難者が従前の職業につけるよ

うに，ニーズと地域の現状に合った産業再

生を進め，また，キャリアブランクにより，

職業能力が低下することで再就職が困難に

なるおそれがあるため，被災者の生活を安

定させつつ，就労へのインセンティブ付与

にもつながるような制度設計を行っていく

ことが重要である[10]． 
 
4.4 避難者の地域復帰への期待 
 
 また，たとえ除染・復旧等が進み，町に

戻れる状況になっても，住民の帰町意識が

なければ，町としては成り立たない．しか

し，若年層を中心に「戻りたくない」と考

えている人が多いのが現状である．そのた

め，県内外に避難している住民の心をつな

げて，ふるさとに帰還することができるよ

う，地域コミュニティのきずなの再生・発

展を促進し，また，震災を契機とした新た

なきずなが構築されていくような地域のき

ずなが一層高められたコミュニティづくり

を進めていくべきである[8]． 

 けれども，たとえ自治体がコミュニティ

の維持・再生を図ったとしても，他地域へ

避難している若い人々は，避難先での仕事

があるなどの理由から，なかなか戻ってこ

れなくなるというのが実情であるので，帰

町の意識が比較的高い高齢者が自分たちの

町の復興のためにも積極的に若年層との交

流の場を設けるべきであると考える． 
 
おわりに 
 
今なお多くの人々が避難を余儀なくされ

ているが，原発被災者に対してこれからも
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行政らが積極的な支援活動を行い，被災者

の生活を保障し，被災者が抱える問題を軽

減していかなければならない．例えば，賠

償問題に関して言えば，現在の不合理な対

応姿勢を改め，すべての住民に平等な賠償

を早期に実現するために賠償指針を見直す

ことが求められるのではないかと考える．

また，福島の基盤産業である農業・水産業

の早期再生のためには，賠償金の早期支払

いや風評被害の払しょくのため科学的知見

に基づく正確な情報提供を進めるとともに，

積極的に宣伝・広告をしていくべきである． 
原発避難問題はまだまだ明らかにされて

いない部分も数多く存在しており，今後も

議論され続けられていくものであるため，

これからも追い続ける必要があるだろう． 
 
 
注 
(1)農業共済新聞2012年5月3週号 2
面・総合． 
(2)日本経済新聞2012年9月13日号 地

方経済面 東北  2面． 
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1. はじめに 

 

平成 23年 3月 11日に東日本大震災が発

生した.今回の震災では，地震の直後に発生

した大津波により甚大な被害がもたらされ

た．そのため，東北地区を中心とした太平

洋沿岸部の漁業や漁業基地など水産業への

ダメージは深刻なものである．また，福島

第一原発の放射能漏れにより，海の放射能

汚染による海洋環境への影響や風評被害が

問題とりなっている．東日本大震災からの

環境への影響は汚染問題だけに止まらず，

津波による環境生態系への影響も危惧され

ている． 

本稿では，東日本の特に東北地方沿岸部

の漁業の重要性を述べながら，震災による

漁業への影響をみていく．また，復旧・復

興段階にある漁業の課題をまとめる． 

 

2. 東日本沿岸部の漁業の重要性 

 

2.1 東北地域の漁業の特性 

 

 東日本沿岸部は北からは栄養塩の豊富な

親潮が，南からは温暖な黒潮が流れ込む．

この海洋学的特性により，植物プランクト

ンの繁殖にとって重要な，水中の栄養塩が

豊富なことと水温がある程度高いことが満

たされる．よって，東日本沿岸部はプラン

クトンが大量に発生し，増殖する．そして

そのプランクトンを食べる魚が集まってく

るために，世界でも有数の漁場となってい

る[1]．また，2つの海流の影響を受けて，多

様な海藻・海草の群落による水質や底質の
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浄化や，多くの生き物の産卵・成育の場な

どの役割を担う重要な生息環境となってい

る藻場が繁茂している．藻場や干潟に代表

される沿岸海洋生態系は，単位面積あたり

の生産性が熱帯雨林の 2～11倍と極めて高

いと見積もられている [2] ． 

被災の中心となった岩手・宮城・福島3

県の漁業経営体数（海上作業従実日数30日

以）は2008年において岩手が約5,300，宮城

が約4,000，福島が約700で，3県で約1万経

営である．リアス式海岸地帯で自然の良港

に恵まれた岩手県および宮城県北半部に漁

業経営体が稠密に分布している．一方で，

海岸線が直線で人工的な漁港の整備ととも

に漁業が発展してきた福島県，宮城県南半

部では，海岸線の長さに比較して経営体の

密度がまばらであるといえる．この地域の

特性は漁業種とも対応しており，岩手県・

宮城県北半部が入江や沿岸直近漁場で営ま

れる養殖業と天然資源採取が盛んである．

福島県・宮城県南半部では相対的に漁場が

遠い漁船漁業が中心となっている[3] ． 

 

2.2 東北地方の漁業の重要性 

 

 東北地方沿岸部の海洋学的特性により，

海面当たりの生産量は他海域の約 2倍の漁

業生産となっている．[1]被災した 7道県(1)

の漁業が全国に占めるシェアは，海面漁業

生産量では 54.7％，海面養殖生産量では

40.1％，全国漁業就職者の 33.3％である．

このことから，東日本は日本の食料供給基

地であり，国の食料安全保障にとって，欠

くことのできない存在であると言える． 

また，東日本太平洋岸部の水産業は，漁

業・養殖業から始まり，加工，流通，倉庫，

関連食品製造，資機材製造，造船業など，

裾野の広い産業として発展をとげてきた．

それらの産業が集積している水産業拠点都

市の周辺には，小規模ながらも様々な漁業

種類を営む漁業地域が広がっている [4] ． 

 

3. 東日本大震災による漁業の被害状況 

 

3.1 地震・津波による物理的被害 

 

東日本大震災の地震・津波による水産関

係施設の被害額は，水産庁のデータによる

と総額 1兆 2,637億円で，うち７道県の被

害額の合計が 1兆 2,544億円である．民間

企業が所有する水産加工施設や製氷冷凍冷

蔵施設等は約 1,600億円になる． 

施設別の被害額をみると，漁港施設が最

も多く 8,230億円（全体の 65.1％），次い

で漁船 1,822億円（同 14.4％），養殖施設

及び養殖物 1,335億円（同 10.6％），共同

利用施設 1,249億円（同 9.9％）となって

いる． 

次に都道府県別の被害額をみると，宮城

県が最も多く 6,680億円,次いで岩手県

3,973億円，福島県 824億円となっており，

これら３県で全体の被害額の 91%を占めて

いる． 

被害額が最も大きかった宮城県の被害の

内訳をみると， 

①� 魚船被害 

漁船総数 13,776隻(2)，漁船保険加入隻数

9,717 隻，被害漁船数は 12,011隻となって

おり，全体の約 9割が被災していることに

なる．壊滅的被害で，被害報告額は 116,048

百万円である． 

②漁港施設被害 
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全漁港数 142 港であるが，全ての漁港施設

が被災し，被害報告額(3)は 416,735百万円

にのぼる．震災直後は宮城県 142 漁港が活

動停止をしたが 7ヶ月後には，気仙沼，志

津川，石巻，女川，塩竃の 5港が稼働した

(4) ．  

③養殖施設・養殖物被害 

施設被害報告額が 48,700百万円,養殖物被

害額が 33,189百万円となっている(5) ． 

④共同利用施設被害 

被災施設数が 495 施設あり，主な被災施設 

壊滅的な被害を受けた．被害額は 45,767百

万円である． 

⑤水産加工施設被害 

加工場数 439施設のうち全壊 323，半壊 17，

浸水 38となっており，被害額は 108,137百

万円である [5] ． 

 

表１ 被害状況 

    宮城県 被災７県 

漁船被害 
被災漁船数

（隻） 
12,029 28,479 

  
被害額 

（百万円） 
116,048 181,200 

  
漁船保険加

入隻数 
9,717 51,445 

漁港施設被

害 
被災漁港数 142 319 

  
被害額 

（百万円） 
424,286 823,040 

養殖施設被

害 

被害額 

（百万円） 
48,700 71,900 

養殖物被害 
被害額 

（百万円） 
33,189 53,400 

共同利用施

設被害 

被害額 

（百万円） 
45,767 124,700 

水産加工施

設被害 

被害額 

（百万円） 
108,137 163,855 

  加工場数 439 2,108 

（出所：水産庁[5][17]） 

 

3.2 津波による生態系への被害 

 

海洋生態系への影響として，津波による

直接的・物理的攪乱，陸上からの瓦礫や化

学物質の流出，震源域近傍における深海底

の擾乱など，極めて広範囲にわたって海洋

生物の生息環境そのものが脅かされている

ことが危惧されている． 

第 2章の東北地域の漁業の特性で述べた

ように，東北地方沿岸部は豊かな藻場形成

されているが，岩礁帯に繁茂する海藻群落

に関しては，津波の押し波と，引き波によ

る強い流れによってその多くが流出した可

能性が心配されている．しかし，海藻類の

生物量はもともと季節による変化も大きく，

津波による影響を短期的に評価・検証する

ことは困難である．一部の難を逃れた海藻

群落から胞子が漂着することによって藻場

の再生・回復が期待される． 

しかし，藻場・岩礁生態系や漂泳生態系

は，産卵や育成などお互いが関係し合って

生態系が成り立っている．そのために，被

害が小さかった生態系であっても，他から

のどのような影響が及ぼされるかわからず，

油断できない状態である．よって，長期的

モニタリングが必要である[2] ．  

一方で，気仙沼では津波により湾内など

の養殖施設のほとんどが流出し，施設が少

なくなったことから海水の流れが良くなり，

養殖物の生育が良くなった．また，一時的

ではあるが沿岸の漁を休止したことにより，
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沿岸漁が増え漁獲が順調であるという．こ

のような事例が南三陸町の志津川湾でも報

告されており，地域によって海洋環境への

影響がプラスにでることもある． 

 

3.3 浮遊物の影響 

 

 津波の引き波によって多くの瓦礫が海へ

と流され，周辺海域や外洋海域を含め広範

囲に拡散した．材木などの海面の浮遊物は

定置網などに絡まり，漁網を破損するため

漁獲効率が低下する．早急に浮遊物と海底

ゴミの回収が求められるが，海流や卓越風

によりどこへ流されるか予想が難しい．材

木や車両などの堆積物は底引き網など運用

時に物理的な損傷と影響を与えるため，漁

場からの撤去は不可欠である．ビニール袋

などの柔らかな物体が定置網に絡まり，漁

業効率を低下させる． 

また，津波により沿岸部に貯蔵されていた

化学物質や石油も流出したと考えられ，海

洋環境への影響が危惧されている．しかし，

流出量や流出物質の詳細は明らかになって

いない． 

 漁業の復興にとって，海中の浮遊物や海

底瓦礫の回収と流出物質を明らかにし，影

響をモニタリングすることは，短期的・中

長期的にも重要な課題である[1][2]． 

 

3.4 福島第一原発による風評被害 

 

 福島第一原発の事故により，海に高濃度

の放射性物質が沖合まで漏れ出しているこ

とが観測されている．また，１万トンを超

える放射性物質を含んだ汚染水の人為的放

出は，その放射性物質の総量が原発から漏

洩した汚染水や大気から海洋に降下した放

射性物質の総量より少なかったものの，国

内外に海洋汚染を強く印象付けることとな

った．それに伴い，風評被害を巻き起こし，

日本の食料の安全保障を脅かすまでのダメ

ージを与えた． 

水産物は，政府による出荷制限や漁業者

の操業制限，放射線物質検査を行っており，

暫定規制の数値を超えるものが流通する可

能性は低い．しかし，東北の水産物である

ために取引を断られた事例や，買いを控え

る大手流通業者もある．東日本沿岸部の漁

業は厳しい状況であると言える． 

国内外に日本水産物の安全性に対する信

頼回復のためには，中・長期的に水産物及

び海洋環境の放射線モニタリングを継続し

ていくことは当然のことであるが，放射線

モニタリングを行う第三者的な機関の設立

も検討すべきである．科学的根拠に基づい

たリスクコミュニケーションの確立が重要

である[4]． 

 

4. 漁業の抱える従来からの問題点 

 

 東北の主要産業である水産業を取りまく

環境は厳しいものである．日本の漁業生産

量は 1984年をピーク時に 1280万トンで世

界一だったが，2005年では 570万トンで第

6位である． 

岩手県では毎年アワビの稚貝を 200万個

以上が放流されているにも関わらず，生産

量は減少している．岩手県だけではなく，

全国の総生産量も漸減の傾向が認められて

いることから，アワビ類の減少は局所的な

ものではないことがわかる．また，ヒラメ

も同様に 1970年代から全国の漁獲量は漸



 47 

減し，1980年代から種苗放流が盛んになり，

天然資源を埋め合わせる形で漁獲量の回復

が認められている．つまり，日本沿岸の多

くの天然資源は衰退傾向にある．放流事業

を行っている現在でも，行っていなかった

過去の水準には達していない．原因として

は，温暖化や磯焼け，乱獲など様々なこと

が考えられるが，統一的な見解には至って

いない． 

生物資源である水産資源の持つ特徴とし

て，化石燃料などとは違って自己更新性が

あることであり，種を根絶やしにしない限

り，永続的な利用が可能なのである． 

 過去から現在まで，漁業者は乱獲などを

防ぎ，共同体的な操業自主規制を行い，水

産資源の枯渇を未然に防ぐために工夫して

きた．しかし，近年では沿岸域利用をめぐ

って，漁業者同士のトラブル以外に，漁業

で生計を立てている漁業者と海をレジャー

として利用する遊漁者との間でもトラブル

が発生している．海域利用の問題は水産資

源の枯渇だけでなく，海上での衝突事故が

頻発し，安全操業に支障をきたす可能性が

危惧される．そのために，広域的な漁業管

理組織によるルールづくりが必要である． 

さらに深刻な問題は，就業者の高齢化で

ある．漁業就業者数の動向をみると，平成

21 年は前年に比べ約 4.6％減少し，65歳以

上の高齢者の割合は 35.8％と，40歳以下の

漁業人口は減少続け，高齢化が進行してい

る．漁業就業者の減少と高齢化により，漁

業生産力の低下を招くだけでなく，漁業者

が担ってきた地先資源の監視，藻場などの

保全など水産資源管理を支える活動にも支

障が生じることが懸念されている[1][6]． 

 

 

図 1 漁業就職者数の推移 

（出所：水産庁 HP(5)(6)） 
 

5. 復旧・復興の課題 

 

5.1 漁業再建に向けた課題 

 

第一の課題は，地域によって被災状況が

違うことである． 

前述してきたように，東北地方太平洋沿

岸部は津波により甚大な被害を受けた．し

かし，同じ罹災地であっても被害の状況は

漁業者間で大きく異なっている．地域内の

漁業者が一致して再建に向かって進んでい

くことは，意識的に努力しなければ容易で

はない． 

例えば， 被害が軽微であった塩竈港は，

気仙沼港・石巻港が使用不能になったため

に被災を免れた大型漁船が根拠地を変更し，

操業・水揚げを再開し，事業伸張のチャン

スが到来している．これに対して，岩手県・

宮城県北半部では，漁業者・漁協・漁港施

設のいずれもが甚大な被害を受けているた

め，漁協に結集して一丸となって復旧を図

らなければならないし，漁業組合員の結束

も実現しやすいといえる． 

一方で，漁船を失った漁業者とそれを守
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った漁業者とが混在している福島県・宮城

県南半部では，漁業者間の利害差が無視で

きず，漁協の行動を制約している．漁船を

持っている者は操業を再開できるので市場

機能の復活を強く望んでいるのに対して，

漁船を失った者は政策的支援を早く具体化

して漁船を取得することを何よりも望んで

いる．先行き不透明な原発事故の補償問題

については，漁船を有している者は操業停

止の責任は原発にあるのだから，補償を受

けられるが，漁船を所有していない者には

補償はないのである． 

いくつかの漁協では使用可能な漁船を漁

協の管理下に移し，漁業者全員でそれを利

用したり，漁協が中古漁船を購入して漁業

者に共同利用させる努力が始まっている．

これは共同体的な助け合い関係が有効に機

能している事例である． 

第二の課題は，漁業再開に必要な漁船の

造船の遅れである．上述したような理由か

ら，漁業者は早く漁船を手に入れることを

望んでいる．しかしながら，造船は遅れて

いる．事実上，強化プラスチック（PRF）製

漁船は独占されているため，早く製造が進

むと思われていた．だが，今回の需要は復

興特需的なものであるために，民間の造船

会社はその後の利益が見込めないことから，

ラインの増設や関連供給網の拡充ができな

いのである．また，PRFの船体づくりには

劇薬を含む化学薬品を使用することなどか

ら，熟練工が必要であるが，その養成には

時間がかかってしまう．こういった理由か

ら，現在予想される漁船の発注量では供給

に 2～3年かかるとされており，その前提を

置いて復旧・復興を計画しなければならな

い[3]． 

第 2章で述べたように，東日本太平洋岸

の水産業は，裾野の広い産業として発展し

てきた．それらの産業が集積している水産

業拠点都市の周辺には，小規模ではあるが

様々な漁業種類を営む漁業地域が広がって

いる．遠洋・沖合漁業はもとより，沿岸漁

業，養殖業がネットワーク的に流通・加工

業と結びついている． 

沿岸漁業，養殖業，沖合・遠洋漁業，水

産加工業，流通業というように分野別に復

興計画をもつことは重要である．しかし，

生産，流通・加工，消費にいたる一連のフ

ードシステムを視野にいれて，それぞれが

相互に関連性をもちながら復興段階に応じ

て波及効果が高まるような支援が不可欠で

ある． 

漁業の復旧・復興を進めていく中で，原

状復帰の課題と将来に向けた漁業の体質強

化の課題との関連付けが重要となってくる．

罹災漁業者全体の復興への努力は原状復帰

を目指すエネルギーである．また，この力

を拠りどころとしなければ，当面の地域漁

業の再建は進まない．同時に，高齢化が進

み後継者の限られている現在の漁業のあり

方を，若年・壮年の漁業者を確保できる新

しい漁業構造に誘導していくという課題も

念頭に置かれなければならない． 

しかし，水産インフラの復旧と復興は，

水産業拠点都市を中心としたクラスター化

にとって欠かせないものである．また，被

災地の水産業の競争力を強化するには，復

興に優先順位をつけなければならないが，

優先順位が低くなった地域では，復興が遅

れる可能性が強い．特に，高齢化率が高い

漁業集落では，生産条件，流通条件，生活

条件が不利化し，限界集落化が一気に進み
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かねない．このような両者の矛盾をなくす

ことは容易でないが，再建に向けた努力の

中で，震災以前への単なる復帰ではなく，

長期的に漁業の経営を改善し，次世代の漁

業を確かなものとするための積極的な仕組

み作りが求められる[3][4]． 

 

5.2 漁場再生に向けた課題 

 

 被災地の水産業は沿岸漁業と養殖が中心

であり，沖合漁業の主要な水揚げ港もある．

養殖においては，漁港施設と機能の復旧が

求められているが，これらは人の力が主で

あり，急ぐことも可能である．しかし，天

然に比べて高密度で生産される養殖システ

ムでは，自然施肥にせよ人工的な施肥にせ

よ海域の物質循環に大きく寄与しているこ

とから，津波による養殖施設の損壊は単に

水産業だけでなく，自然界も含めた周辺海

洋生態系への影響も合わせて考慮する必要

がある．また，養殖生物に関連して，震災

後岩手と青森両県の沿岸部で普段は揚がら

ないギンザケが豊漁となっており，津波に

よって壊れた宮城県沖合の養殖場から逃げ

出した数百万匹のギンザケが北上したと考

えられている． 

一方で，沿岸漁業の復興のためには沿岸

海洋における漁場環境の回復と生態系の再

生が必要であり，自然の力に依存するとこ

ろが大きい．自然の営みである生態系と水

産資源の回復には時間がかかる．社会は，

環境に放出されたガレキや有害物の除去を

急ぐなどして，自然力による回復を加速す

る必要がある． 

 東北地方沿岸地域の漁場再建は，長期的

に震災による海洋生態系の変化と影響の実

態をできる限り早急に把握しておくことが

求められる[2][4]． 

 

5.3 水産業復興特区 

 

 大震災により壊滅的被害を受けた養殖漁

業の再生のために，村井嘉浩宮城県知事が

復興構想会議で提起した「水産業復興特区」

が波紋を起こしている． 

水産特区構想とは，県漁協がほぼ独占す

る養殖漁業の特定区画漁業権を，地元漁業

者が株主や社員となる法人にも与えるべき

だと主張したものである． 

宮城県漁協は漁業権を民間企業にも与え

る特区構想に猛反発し「地域を荒廃させる」

と主張している．知事は「民間投資なくし

て水産業の復興は難しい」と訴え，両者は

対立している． 

これまでの養殖漁業は，漁協が生産物を

集めて，共同販売を行っていた．生産者は

生産物を漁協に出荷して終わり，流通業者

は，漁協が並べたものに値段をつけるだけ

だった．共同販売が壁となって，生産者と

流通業者が分断されていたのだ． 

 

 

図 ２ 水産業復興特区イメージ 
（出所：勝川俊雄 公式 HP(8)） 
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 今の日本経済はデフレで全体の価格が低

迷しており，高齢化で食料の需要は落ちて

いる．このような状況で，ただ並べて値段

をつけてもらうだけの共販制度が機能する

とは考えにくい．海外では，漁師と流通業

者の経営統合は特別なことではなく，協力

をして全体の売り上げを増やす方向に努力

をしている．日本においても，良い製品を

作り付加価値を付けたい生産者と，差別化

できる製品を販売したい流通業者が，戦略

的な提携を行うことは可能なことである． 
 現場レベルでは様々な試みが既に始まっ

ている．志を同じくする漁民のグループが

合同会社や株式会社を立ち上げ，販売を手

がけようという試みが，同時多発的に起こ

っている．特区とは無関係に企業化が進み

つつある．企業化を進める利点としては，

販売窓口が外から見えるので，新しい取引

先が見つけやすいことや，商品のブランド

化などがあげられる． 
一方で，県知事の提案は，地元漁業者が

主体となって民間資本と提携した組織が漁

業権を受けて操業するとしているが，従来

漁場の管理を一元的に行ってきた漁協との

関係はどうなるのかが明示されておらず，

沿岸漁場の秩序維持を担ってきた漁協の役

割をあまりにも軽視するものである[7]． 

また，水産業協同組合法によって実施で

きる事業が定められている漁協とは異なり，

企業は漁業経営と開発行為を兼営できるこ

とが問題点として指摘されている． 

海洋開発を必要とする諸産業は，漁業権

を手にした後，権利を消滅し開発を始める

可能性があるということだ[9]． 

前述した問題点の他に，資本力を前面に

押し出した外部投資によって優良漁場がつ

まみ食いされ，短期的な利潤追求と外部へ

利潤を持ち出し，持続性を伴わない危険性

がある． 

さらに，漁業権漁場の中に漁協が関与で

きない部分ができるとことによって，沿岸

漁業の一元的な管理体制が崩れ，資源面や

環境面などにおいて混乱を招きかねない[8]． 

漁業権を開放することには以上のような

メリットとデメリットが存在する． 

現在求められているものは，漁業を将来

にわたって安定的に維持できる漁業構造を

構築することにある．今のように県知事と

漁協が対立し続ければ，漁業者は板挟みに

なってしまう．新たな枠組みを形成する中

で，水産業の活性化させることで，多くの

漁業者や漁業関連業者の生活再建し，地域

経済への貢献を優先した政策実現が望まれ

る[8][9]． 

 

6. おわりに 

 

 水産業は，従来から抱えていた就業者の

高齢化などの課題に加え，東日本大震災で

甚大な被害を受けたことにより，復興と産

業としての再編を同時に迫られた． 

 早く原状復帰させたい漁業者と，復興計

画による中・長期的な産業発展を考える自

治体との関係は複雑なものとなっている．

しかし，対立するばかりでなく，両者歩み

寄り，十分に話し合い納得のいく結論に持

っていくしかない． 

漁業者の漁業離れや，水産加工業の中断

による加工業の流出を防ぐためには，生産，

流通・加工，消費にいたる一連のシステム

が分野別の復興計画を持ち，かつ，相互に
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関連性をもちながら復興段階に応じて波及

効果が高まるような支援が不可欠である． 

 復興を進めていく中で，強いモノだけが

生き残る競争社会ではなく，地域経済を支

えてきた漁業者を多く残すことが重要であ

るだろう．若年・壮年の漁業者を確保しな

がら漁業者を多く残すことが，漁業復興に

欠かせない海洋環境の保全や，水産業の衰

退を防ぎ，地域経済を支えるために最も有

効な手段となると考える． 

 

 

注 

(1) 被災した 7道県とは，北海道，青森県，

岩手県，宮城県，福島県，茨城県，千

葉県のことである. 

(2) 「漁船総隻数」は漁船統計表（平成 22

（2010）年）における漁船の総隻数. 

(3) 被害額は，漁港施設，海岸保全施設，

漁業集落環境施設及び漁業用施設の各

被害額の合計. 

(4) 宮城県 2011年 10月 20日公表 

(5) 水産庁 HP 

http://www.jfa.maff.go.jp/ 

(6) 「漁業就業者」とは，満 15 歳以上で過

去１年間に漁業の海上作業に 30日以

上従事した者. 

(7) 勝川俊雄 HP 

http://katukawa.com/ 
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東日本大震災における水産業と水産加工業への影響と復興 

Influence on the fisheries and marine products processing industries in the Great East 

Japan Earthquake, and revival 

 
関西大学 社会安全学部 永松ゼミ 

原口 航 
Faculty of Safety Science， Kansai University 

Ko HARAGUCHI 
 

SUMMARY 

The tsunami by the earthquake registering upper 7 on the Japanese intensity scale 
attacked the Tohoku district on March 11. This paper survey the fisheries and marine 
products processing industries in the East Japan Earthquake.  The feature of the sea 
of the Tohoku district, damaged by the earthquake, and revival strategy of Tohoku 
district is described. And the state of future Japan is discussed. Early revival of the 
Tohoku district is expected. 
 

Key words

marine product processing industry, complex fishery, employment problem, successor 
problem, support from companies, supplementary budget 
 
 
はじめに 

 

東日本大震災による被害で東北地方の基

幹産業であった水産業・水産加工業は多大

な被害を受けた.東北地方での漁業就業者

数は全国の 16％を占める. 

後継者問題も叫ばれる中,これからの東

北地方の水産業・水産加工業について述べ

ていく. 

 

１．東北地方での水産業の全国的位置づけ 

 

2008年度の全国の漁業・養殖業生産額は

1兆 5,421億円であり,約 520兆円とされる

GDP の約 0.3%を占めるに過ぎない.また東

北地方経済の GDPは 5％程度である.しかし

ながら,東北６県の漁業・養殖業生産額は約

2,600 億とされ,全国の 16.8%を占める漁業

就業者数 2010 年の全国シェアは 12％を占

める.つまり東北の経済は水産業で成り立

っているといっても過言ではない.東北経

済全体の規模が全国の 6.5%程度ということ

からすると東北では漁業・養殖業の比重が

相対的に高いと言える[1][8]. 

 

２. 東北地方 



54 
 

 

２．１ 東北地方の海 

 

寒流の親潮と暖流の黒潮がぶつかる位置

に三陸沖が位置し,プランクトンが多い.そ

のため沖合には冬から春にはサケ、タラの

寒流系の魚,夏から秋はブリ,サバ,クロマ

グロ,マアジ,サンマなどが獲れ,岩礁には

アイナメ,マガレイ,ソイなどが回遊する.

岩手県から宮城県北部の石巻までリアス式

海岸になっており波が非常に穏やかで優れ

た養殖場である.湾内にはアワビ,ホタテ,

カキ,ウニ,ホヤ,ワカメ,コンブなど等の養

殖が盛んである.石巻市は自然環境に恵ま

れ,明治時代から世界三大漁場の一つであ

る.金華山沖漁場を背景に日本有数の漁業

の町として栄えてきた.さらに,石巻市の水

産加工品生産量は,宮城県全体の水産加工

品生産量の 3 割弱を占めており,中でも蒲

鉾生産量は全国トップである[1][7]. 

 

２.２ 東北地方の産業特色 

 

東北地方の就業別人口を見ると、第一次

産業（農業,漁業,林業）が約 48 万人,第二

次産業（製造業,建設業,電気,ガス）が約

130万人,第三次産業（小売業,サービス業）

が約 300 万人となっている.東北地方で第

一次産業に従事する約 48 万人の人々は全

国の第一次産業従事者の 15.6％を占めて

おり,東北地方が日本の農林水産業を支え

てきたといえる[9]. 

  

３. 大震災での被害 

 

３.１ 水産業コンプレックスによる被害 

 

水産業は水産加工業単独での被害といっ

たものではない.加工するためには漁をす

るための漁船,それを作る造船場,獲ってき

た魚を保存するための冷蔵,冷凍庫,貯蔵庫,

仕分けし全国へ発送するための流通施設と

いったものが必要.水産業はすべての機能

が空間的に集中立地し,それが揃い,働くこ

とで初めて成り立つ産業であるため,総合

的被害が復興を困難にしている.水産業を  

行うためには関連設備が一か所に集中する.

これが水産業コンプレックスと言われ,そ

のすべてが今回ダメになったのである. 

気仙沼を例に出して言えば、廻船問屋 22

店、魚市場の買受人 149 名、水産加工経営

体 102、冷蔵・冷凍事業者 53社、製氷業者

7社 [1]. 

 

３.２ 水産加工場の被害 

 

三陸沿岸地域の漁港,漁場,漁村,加工場

など水産関係施設はほぼ壊滅的状態であっ

た.東北地方の水産業は日本の水産業全体

の多くを占めている.水産加工業者だけで

言えば,岩手県水産加工業社 178 社のうち

117 社が工場や設備を失い被害額は 391 億

にまで膨れ上がっている[3]. 

 

３.３ 被災 7県の水産加工場の被害状況 

 

農林水産省の被害状況報告書によると,

農林水産関係の被災金額はおよそ 2 兆

2,839 億円と推定される.特に水産加工施

設の被害状況をみると,宮城県,岩手県の

被害が顕著で,東北全域にわたって被害が

及んでいる（表１）.なかでも宮城県の被
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災率は他県に比べて著しく高い 86.1％

で,439 箇所のうち,323 箇所が全壊,17 

箇所が半壊,38 箇所が浸水,被災額は

1,081 億 3,700 万円の被害額にのぼって

いる[4]. 

表１ 水産加工業者数と被害規模 

都道府県 加工業者数（ 2008

年） 

主な被害状況 

被害総額（万円） 

 

北海道 570社 

一部地域で被害       

半壊 4,浸水 27 

100万円 

青森 119社 

八戸地区で被害 

全壊 4,半壊 14, 

浸水 39 

3,564万円 

岩手 178社 

大半が施設流出・ 

損壊 

全壊 128,半壊 16   

39,195 万円    

宮城 439社 

半数以上が壊滅的 

被害 

全壊 323,半壊 17,浸

水 38   

108,137 万円 

福島 135社 

浜道で被害 

全壊 77,半壊 16,浸

水 12   

6,819万円 

茨城 247社 

一部地域で被害 

全壊 32,半壊 33,浸

水 12     

3,109万円 

千葉 420社 

一部地域で被害 

全壊 6,半壊 13, 

浸水 12      

2,931万円 

 

合計 2,108 社   

全壊 570,半壊 113,

浸水 140  

総額 163,855万円 

(農林水産省,東日本大震災.2011.8/14）[4] 

 

３.４ 地盤沈下による問題 

 

今現在復興を目指して水産業も復興中で

あるが,前に施設があった場所に容易に再

建できるのであろうか.それは地盤沈下や

液状化の問題またがれきの問題などが発生

しているため仮に元の同じ場所に再建する

場合土地再生を第一に取り掛からなければ

ならないが,土地の確保が困難である.また,

沿岸部操業をすることを希望する加工業者

と危険地域には建設させないとする自治体

との間での折り合いがつかなかったことが,

支援が遅れる原因となっている[1]. 

 

４. 東日本大震災の影響 

 

４.１ 後継者問題 

 

震災をうけ宮城県漁協が行った 2011年 5
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月の調査で正組合員,准組合員の全体の三

割は「廃業」すると答えた.同年 7月に行わ

れた漁業就業支援フェアでは出席者は０と

いう結果,若者による後継者問題も深刻に

なっている.基幹的漁業従事者の半数近く

を 65歳以上の就業者が占め、高齢化が問題

となる.また後継者なしの比率も東北 6 県

は７割以上であり問題である.仮に復興し

ても漁業で生計を立てていくか,継続して

いくかが問題となっている[3]. 

 

４.２ 雇用の問題 

 

大手水産加工業者が東北から撤退してい

る.ニチレイグループまるいち加工の気仙

沼撤退,伊藤忠商事の子会社ヤヨイ食品が

九州移管,マルハニチログループの石巻工

場は一部を除き全壊したので生産を北海道,

九州へ移管された.このことは地元の雇用

の深刻な影響を与えた.水産加工は三陸沿

岸での経済の柱とれくのパートや社員の仕

事場が失われ市民は仕事をしたくてもでき

ないのが現状である.東北地方での漁業就

業者数は全国の 16％を占める.漁業従事者

が多い東北地方への経済への影響は大き

い. 

 

５. 復興に向けて 

 

５.１ 水産加工業の復興 

 

(１) 水産インフラ 

設備は復興していないが,水揚げは進ん

でいるのが現状である.しかし今行われて

いる水揚げは冷凍用ではなく,そのまま輸

送する生のものである.近年水揚げされた

魚の 70％は冷凍用とされていた.とくにサ

ンマは冷凍が多く冷凍用として出荷され売

られていた.その冷凍が出来ないため漁師

は苦労している.早期の冷凍施設完備が要

求,漁業インフラの早期復旧が要求される

[9]. 

 

(２) 被災地の水産加工企業の取り組み 

被災地の水産加工（練り製品）メーカの

状況と復興に当たっての取り組みについて.

ここでは石巻の山徳平塚水産株式会社を例

にあげる.被災地の水産加工業者の震災後

の復興状況は一様ではないが,様々な取り

組みがみられた.例えば,石巻にある山徳平

塚水産株式会社は,沿岸の水産加工団地内

にあった自社工場が壊滅的な被害を受け,

生産機能を失ってしまった.同社の平塚社

長は直ちに青森県八戸市にある水産業者と

ODM 生産方式(cf.注１)による自社商品の

生産をするための準備を始めるなど,事業

再開への一歩を踏み出した[4]. 

 

5.2漁業権の解放 

 

漁業権は海を使用する権利でありこれま

では事実上漁協だけに与えられた権利で

あったが,新しい構想ではこれを開放し企

業参入を可能にすることで,漁協に所属す

る漁業者だけで占められてきた生産の現

場を変えることである例えば販売や加工

など様々な部門を持つ会社組織が漁の現

場を持つと怪我や高齢で海に出ることが

出来ない人を他の部署に移動させ,若手社

員に漁を引き継がせたり,効果的に人材を

生かすことが出来る[10]. 
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５.３ 大手企業による支援 

 

一例を取り上げると,TOSHIBA は東日本

大震災により被害を受けた東北地方の漁業

の早期再開を支援するため,一般社団法人

「東北漁業再開支援基金・希望の烽火」に

対して 5,000 万円の寄付し,TOSHIBA は宮

城県漁業協同組合へ漁船を提供するなど被

災地の基盤産業において特に被害の大きい

漁業の復興ならびに地域の雇用創出につな

がる支援を行った.今回の支援は同基金の

活動「希望の烽火プロジェクト」の主旨に

賛同し,協賛金として行ったものである. 
TOSHIBA グループではこれまで東日本大

震災により被災された方に向け,10 億円相

当の義援金と 5 億円の奨学基金の設立を決

定している.具体的には,家電などの生活物

資,太陽光発電システム,漁船などの提供,被
災県の大学生への奨学金支給,福島県の小

中学校への空調設備等の提供など多様な物

資支援を進めている.東日本大震災により,
被害を受けた東北地方の漁業が早期に再開

できるように,資機材を地方公共団体およ

び関係団体へ供与するもので,2011 年 7 月

に設立された一般社団法人「東北漁業再開

支援基金・希望の烽火」が行っている活動

である. 
 

６. 今後の東北水産業復興への展望 

 

今回東日本を中心とした東日本大震災で

は多くの人が亡くなり世界中を震撼させた.
その被害の中心となったのが「津波」であ

るがこれは多くの人々をのみ込んだだけで

なく,多くの施設,インフラ設備,漁業施設な

ど多くの施設,建物をのみ込んだ.この災害

に関してこの論文では東北経済,日本の漁

業を支えている水産業・水産加工業につい

て論じた.水産業・水産加工業というのは施

設自体が仕事をしやすいように港の近くに

作られているため今回の津波で多大な被害

を被った.水産業を行う上での特徴として

多くの水産業を行う上での設備が 1 箇所に

集中する「水産業コンプレックス」という

特徴がある.今回の震災被害では全部の設

備がダメになったのである.水産業を行う

ためにはこの 1 つの設備が欠けただけでも

機能として働かないのである.また東北の

基幹産業である水産業への被害により一見

直接関係ないように見える所にも影響はあ

った.それは雇用の問題である.東北には数

多くの水産加工業者があり,そこでは多く

の人々が働いていた.しかし,津浪での被害

により東北を去り他の地方で事業を再開,
また水産加工業を辞める企業が出てきた.
それに伴い雇用がなくなり多くの人々が生

活立て直しのために働くことを希望してい

るのだが,働くことが出来ないといった状

況が生まれているのが現状である.現状で

機能する施設を見極め,復興プランを建て,
ここで述べたのは一部であるが,様々な復

興対策などを話し合い漁業分野だけでなく

その他の分野,国が力を合わせて対策を考

え実行していく方法が早期復興する最善の

策であると考える.   
 
※注 
１ 
ODM とは,Original Design 
Manufacturing の略語で,委託者のブラン

ドで製品を設計,生産することをいう.生産

コスト削減のために製品またはその部品を

他の国内企業や海外企業などに委託して,
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販売に必要な数量だけの製品の供給を受け

る委託者である企業のメリットは大きいも

のといえる 
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東日本大震災と観光産業 
The Great East Japan Earthquake and the tourist industry 
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SUMMARY 

In this Great East Japan Earthquake, the greatest earthquake in the history of 
observation occurred in the outskirts of Japan called magnitude 9.0 on the Richter scale. 
This paper surveys the damage, the countermeasures taken by the sightseeing fields, 
the current situation, and challenge in inside tourist industry. 
 
Key words 

sightseeing, emergency , disaster , risk , tourist 
 

 

1．はじめに 

 

 今回の東日本大震災では,マグニチュー

ド 9.0 という日本周辺において観測史上最

大の地震が発生した．地震による直接的な

被害はもちろん,この地震により発生した

最高遡上 40.1m にもなる大津波により，東

北地方や関東地方の太平洋沿岸部に甚大な

被害をもたらした． 
 そんななか観光産業では一体どのような

被害に見舞われたのか，観光産業が復旧・

復興にむかうにはどうすればいいのか，観

光分野の取り組みや現状，課題について記

していきたい． 
今回は特に震災の被害が大きかった東北

地方について研究する．なかでも，ヒアリ

ング調査をおこなった気仙沼については部

分的に特筆する． 

2．観光産業について 

 
 東日本大震災における観光産業の被害

がどのようなものであったかを述べるた

めに，そもそも観光産業が日本において，

また震災の被害が大きかった東北地方に

おいてどのような存在であったのかとい

うことを記しておく必要がある． 

 ここでは，宿泊観光客市場と経済効果，

日本の観光政策について取り上げる． 

 

2.1 国内宿泊観光市場の状況(震災前) 

 

全国の年間宿泊需要は,観光庁の統計に

基づき一定の規模以上の宿泊施設で見る

と，近年約 3 億人(ビジネスを含む国内延

べ宿泊客数)程度で推移しており，1974年

以降の国内邦人宿泊需要の長期推移を統
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計すると，1994 年をピークに減少傾向と

なり，同年から 2009年までの 15 年間で約

24%も減少した．1990年代以降の宿泊需要

の減少は，生産人口の減少やインターネッ

トの普及等による消費行動・消費市支出の

多様化など，社会構造の変化によってこれ

までの宿泊需要を支えてきたベースその

ものが，失われていることを背景とした長

期トレンドによるものと推察される[2]． 

一方，2003 年からスタートしたビジッ

トジャパンキャンペーン等により，2003

年には 520 万人であった訪日外国人客(イ

ンバウンド)は，2010年には年間 860万人

を超えるまでに成長した． 

 

2.2 国内宿泊観光市場の状況(震災後) 

 

主要旅行業者の国内旅行取扱状況(2011

年 4 月～11 月の取扱額)で見ると，4 月～7

月までは大幅な前年割れだったが，8 月～

11月には前年同月を上回っている．しかし，

旅行会社が震災の影響を回避するために西

日本への総客を増やしていることなどもあ

り，国内が全域的に回復している訳ではな

い[2]．原因としては，国内での観光やイベ

ント等，娯楽に対する自粛ムード，また原

発などの風評被害などが考えられる． 

今回の大震災により，インバウンドの宿

泊者数について相対的に落ち込み幅が少な

か っ た の が 沖 縄 (-37.6%) と 中 国 地 方

(-42.7%)であったが，それ以外の地域はほ

とんどの地域で 6 割を超える落ち込みがみ

られ，東北では前年同期比-84.95%を記録し

ている．このことからも，今回の震災が日

本全国に大きな影響を与えたことがわかる

[11]． 

2011年のインバウンドは，前年比 27.8% 

減の 621万 9千人となり，過去最高を記録

した 2010年から 239万 2千人減少した．前

年比の減少率は，これまで過去最大の下げ

幅を記録した 1971年(前年の大阪万博によ

る増加の反動で、22.7%減の 66万 1千人)

を超え，過去最大の下げ幅となった．徐々

に回復の兆しは見せるものの，震災から半

年たった 9月の時点では対前年度比は-25%

と落ち込んだままである[12]． 

要因としては，今回の災害が原発事故を

伴う特殊な災害であったこと，また円高が

関係しているといえるだろう．今回の原発

事故では，福島第一原子力発電所が原子炉

冷却不能となり，大量の放射性物質が外部

へ放出されるという大事故が引き起こされ

てしまった．こうした緊急事態を受けて，

各国政府は震災の発生直後から現在に至る

まで，日本への渡航予定者に対して様々な

レベルの旅行勧告を順次発表してきたので

ある．次に訪日外国人観光客数が上位 5つ

の国・地域の 2011年 9月末時点までの対応

について，グラフにまとめている[13]．9月

末の時点での渡航勧告の内容を見ると，大

半の国・地域では渡航自粛勧告が福島県，

あるいは東北のみに限定されてきているこ

とがわかる． 

しかし，その一方で福島第一原子力発電

所の事故による放射能汚染問題が依然解消

されていない現状を受け，すべての国・地

域が，半径 30kmから 80kmの幅があるもの

の，一定の範囲を指定して何らかのレベル

での渡航回避の勧告(自粛、退避、延期など)

を出している．すなわち，被災地を中心と

した地域は放射線汚染に対する危惧は未だ

完全に払拭されておらず，これが訪日外国
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人旅行者のあいだに日本への渡航に関する

不安感が根強く残る原因になっていると言

える．特に韓国は，12月も 30.1%の減少，

年間でも 30.2%の減少と回復が遅れている．

これは放射能汚染に関して非常に敏感であ

るのと同時に，大幅な円高ウォン安も影響

している． 

一方，香港は 10 月から，中国は 11月か

ら前年比プラスになっている．特に香港で

は 3ヶ月連続で対前年同月比が増加してい

る．これらは，ビジット・ジャパン事業等

による広告宣伝効果や，安全・安心の情報

発信等の取り組みの効果が出てきているも

のと考えられる． 

円高に関しては，震災時の為替相場は，1

ドル約 83円で，その後 4月に入ると 85円

程度と若干の円安傾向も見られたが，5月

に入ると約 80円と円高へと転じ，7月中中

旬からは 80 円を割り込んでおり，その後も

史上最高の円高水準で推移してきている．

こうした円高の進行は，インバウンドには

マイナス要因として働く[11]． 

 

表１ 2011年 9月末時点までの各国の対応 

  
震災発生直後の 

渡航勧告 

2011年 9月末時点 

での渡航勧告 

韓

国 

3/13 

渡航禁止地域：対

象地域なし 

渡航制限地域：福

島第一原発から

半径 30km以内 

渡航自粛地域：岩

手，宮城，福島，

茨城県 

渡航注意地域：東

渡航制限区域：福

島第一原発から半

径 30km 県内及び

隣接する 2市・1

町・1村 

渡航自粛地域：福

島県 

京都と千葉県 

3/17 

福島原発から半

径 80km内に滞在

する自国民に対

して退避勧告 

中

国 

3/15 

被災地への渡航

延期を勧告 

3/16 

被災地域から退

避するように勧

告 

・福島など深刻な

被災地への訪問は

自粛 

・日本のほかの地

域への安全に関す

る注意喚起 

台

湾 

3/15 

東北地区、関東地

区の全域(東京を

含む)および北海

道東部および南

部沿岸地区を｢退

避勧告｣地域と

し，沖縄を除く

｢退避勧告｣地域

以外の日本各地

方については｢渡

航注意｣地域に指

定． 

被災地域(青森，

岩手，宮城，福島，

北海道，山形，茨

城県)からの退避

を勧告． 

福島県からのみ退

避勧告 

(福島県を除く全

域で一切の渡航制

限が解除された) 
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香

港 

3/15 

福島県に次いで，

宮城，岩手，茨城

県をとこう延期

勧告地域に追加． 

その他の地域は，

不要不急の渡航

延期を勧告． 

3/17 

｢原発事故は非常

に深刻で，さらに

状況が悪化すれ

ば脱出が困難に

なる」として東京

からの退避勧告． 

東北 3県・茨城県

への渡航注意勧告 

福島第一原発から

半径 80km圏内へ

の渡航延期勧告 

米

国 

3/17 

福島第一原発の

半径 80km以内に

住む自国民に対

して避難勧告を

おこなっている

ことを受け，日本

在住の自国民に

対しては国外退

去について検討

するよう呼びか

け． 

福島第一原発から

半径 80km圏内か

らの退避勧告 

 

 

2.3 東北地方の宿泊動向(震災前) 

 

東北地方の年間宿泊需要(延べ宿泊客数)

は，近年 3千万人で推移しており，全国の

約 10%程度のシェアとなっていた．東北地

方の宿泊市場の特徴は，域内客比率(東北地

方からの収穫比率)42.6%(2010年度)と全国

で最も高いことにあり，域内宿泊需要に依

存した構造となっていることがわかる．東

北 6県の 1999年度以降の 10年間の動きを

県別にみると，宮城県は県の宿泊客数の約

4割を占める仙台市街地の客数増に支えら

れ増加傾向にあるが，岩手・青森・秋田の

3県は概ね減少傾向にある．この間に統計

手法を変更した，岩手・青森・福島の動き

が明確ではないものの，東北地方の宿泊動

向は総じて堅調とは言い難い状況となって

いる． 

一方，インバウンドについては，入込ベ

ースでは外国人観光客訪問率が 3.3%と，全

国的にみて低い水準にあり，泊数ベースで

の対全国シェアは約 2%となっており，全体

の宿泊者数における対全国シェアが 1割弱

であることを考えると東北地方におけるイ

ンバウンドの比率は相対的に低いといえる

[2]． 

東北地方は，震災以前から観光が弱点で

あるということがわかる．なぜかというと，

東京・大阪等の大都市からの距離が遠いこ

と，冬季に観光需要が落ち込むこと，中京

圏以西の西日本や世界から観光地としての

知名度が低いことがあげられる．また，東

北地方は新しい観光施策の導入に慎重な傾

向があり，動きの速いグローバルに展開す

る今日の観光では不利に作用している可能

性もある[14]． 

 

2.4 東北地方の宿泊動向(震災後) 

 

東北地方では，宿泊施設が休業を余儀な

くされるという直接的な被害に加え，原発

事故による風評被害による間接的な被害ま

で及んでいる． 
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観光庁が 3～4月を対象に実施したサン

プル調査では，ホテル・旅館の宿泊予約の

キャンセル率が東北地方で約 61%,関東で約

48%，全国で約 36%に上った．東北 6県の政

府登録観光ホテル・旅館 285軒のうち，大

規模損傷を被った 8施設を含め，約 4分の

1の施設が営業停止となり，その他多数の

登録ホテル・旅館も限定的な営業を余儀な

くされた．震災関連の倒産も相次ぎ，調査

機関の発表では，6 月 17 日までの累計で，

ホテル・旅館が 23軒となっている[15]． 

インバウンドについては全国訪日外国人

が徐々にではあるが着実に回復している一

方で，東北地方については依然として震災

の影響下にあり，特に東アジアからの観光

客の回復が遅れている． 

 

2.5 日本の観光産業の経済効果 

 

わが国の平成 21 年度国内旅行消費額は

22.1兆円であり，わが国の経済にもたらす

直接的な経済効果は，直接の付加価値誘発

効果(生産額の増加に伴い誘発される付加

価値のことで，生産波及効果から原材料等

中間投入額を差し引いたもの)が 11.0兆円

で国内総生産の 2.3%になり，雇用誘発効果

が 211万人(全就業者数の 3.4%)と推計され

る． 

さらに，この旅行消費額がもたらす間接

的な効果を含めた生産波及効果は，48.0兆

円(国内総生産の 4.9%)，付加価値誘発効果

は 24.9 兆円(国内総生産の 5.2%)，雇用誘

発効果は 406万人(全就業者数の 6.3%)と推

計される[8]． 

これらのことから，わが国の旅行消費は

旅行・観光関連産業への直接的な経済効果

をもたらすとともに，旅行・観光関連産業

の雇用者による家計消費の刺激により，国

内の幅広い産業へと産業波及効果をもたら

していることがわかる． 

 

2.6 東北地方の観光産業の経済効果 

 

東日本大震災により被災した地域のうち，

特に影響の大きかったと見られる東北地方

太平洋沿岸の 3県(岩手・福島・宮城、以下

東北 3県とする)の観光の規模をこれら 3県

それぞれの観光消費額から見てみると，各

県の主要な産業分野や産品の年間出荷額と

の比較では，観光消費額はデータとして利

用可能なのは平成 22年 4月～6月期分だけ

であるが，それだけでもこれら 3県の主要

な産業分野の年間出荷額を上回っているこ

とが分かる． 

このように，観光は東北 3県において，

各県の主要な産業と同様に地域経済に対す

る影響が大きく，観光により経済波及効果

の広さを考慮すれば，被災地域の観光が復

活することは，被災地域の経済の復興・活

性化に少なからず寄与すると考えられる[8]． 

 

2.7 日本の観光政策 

 

日本の観光政策としては，平成 15年 1月

に観光立国懇談会が開催され，懇談会から

3ヵ月後の同年 4月からは，政府主導の訪

日旅行促進事業が始まり，Visit Japan 

Campaign と銘打って，重点国・地域を中心

に大々的な海外プロモーションが展開され

るようになった． 

その後，平成 17年 1月の施策方針演説で

「2010年までに外国人旅行者倍増の 1000
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万人」という数値目標が小泉元首相により

掲げられ，平成 18年 12月には「観光立国

推進基本法」の成立，平成 19年 6月の「観

光立国推進基本計画」の閣議決定，平成 20

年 10月には国土交通省に観光庁が設置さ

れるなど，「観光立国の実現」が 21世紀の

日本の経済社会の発展のために必要不可欠

な国家的課題とされている． 

2010年 6月に閣議決定された新成長戦略

では，7つの分野の中で需要面の政策対応

による押し上げをはかることが期待される

4つの戦略分野の 1つとして「観光立国・

地域活性化戦略」が掲げられている．イン

パウンドツーリズムに関しては，「訪日外国

人を 2020年初めまでに 2,500万人，将来的

には 3,000万人まで伸ばす」と一段と高い

目標が設定されていた[11]． 

 

3．東日本大震災における観光産業の被害 

 

東日本大震災において，観光産業にいっ

たいどの程度の被害が出たのか，観光客の

動向に変化はみられたのか，ということに

ついて特に被害が大きかった東北地方につ

いて記す． 

 

3.1 直接被害 

(1)宿泊施設 

 

沿岸部の市町村の被害としては，東北 6

県の登録旅館・ホテル 285施設のうち，大

規模損傷を被った 8施設をはじめとする約

4分の 1の施設が営業中止になり，その他

多数の登録旅館・ホテルにおいても施設の

損傷等により限定的な営業を余儀なくされ

た．震災関連の倒産も相次ぎ，調査機関の

発表では，6月 17日までの累計で，ホテル・

旅館が 23軒となっている[15]． 

震災関連の倒産としては，震災により物

理的被害をうけたのはもちろん，旅館や民

宿の経営体制や経営者の高齢化・跡継ぎの

不足が関係している． 

震災関連で倒産したホテル・旅館の多く

が，客室数が 10室前後の小規模な家族経営

で営まれたもので，経営者が既に高齢で跡

継ぎがいないものであった．こうしたホテ

ルや旅館では，物理的被害は軽微であって

も，それを修復し再開するだけの財源が不

足していたり，後継者がいないために先の

見通しがたたなかったりと震災をきっかけ

に廃業を決断するに至っている． 

経営者の高齢化や跡継ぎの不足は，震災

以前からの問題である，統計局の資料を基

に,震災以前の東北 3県(岩手・宮城・福島)

の人口推計[16]をまとめたが，3県ともに県

の総人口が減っているにも関わらず，65歳

以上の人口は増えており，生産年齢以下の

人口が減り続けていることがわかる．これ

の要因としては，若者が進学や就職を機に

進学先や就職先が豊富にある都市へと流出

してしますことがあげられる．特に，仕事

先は少なく，給料も低いことから，就職先

として都市を選ぶ若者が多いのが現状であ

る． 

 

 

表２ 東北 3県の人口の推移 

都道府県 岩手 宮城 福島 

2000

年 

総人口 1,461 2,365 2,127 

0～14歳 213 354 341 

15～64

歳 
900 1,602 1,354 
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65歳以

上 
304 409 432 

2005

年 

総人口 1,385 2,360 2,091 

0～14歳 191 327 308 

15～64

歳 
853 1,562 1,309 

65歳以

上 
341 472 475 

2010

年 

総人口 1,330 2,348 2,029 

0～14歳 169 308 276 

15～64

歳 
799 1,515 1,245 

65歳以

上 
362 524 508 

   
(単位 千人) 

 

内陸部の市町村では，被害は軽微であり

ライフラインの復旧とともに通常営業に戻

る施設が多かった．しかし，営業を再開し

たホテル・旅館のほとんどが，災害復旧・

復興に関わる要因の宿泊需要に支えられて

おり，復旧・復興事業がひと段落した後の

宿泊利用の見通しを不安にさせている[6]． 

 

(2)時系列でみる宿泊施設利用客の動き 

 

震災発生直後，多くの被災者は近傍の学

校や公民館に一時避難したが，震災の影響

が長期化したことで，避難所を転々とする

ケースも見られるようになり，仮設住宅な

ど生活の拠点を得るまでの間，安定的に滞

在できる二次避難先の確保が求められるよ

うになった．観光庁は，厚生労働省等の関

係省庁と連携し，災害救助法の制定を活用

することで，県境を越えたホテル・旅館で

の被災者の受け入れを支援した[15]． 

ある民宿では，被災翌日から避難所とな

り，住民の避難生活を支えた．一時は 50人

が生活を供にし，仮設住宅への入居が開始

されるまでの約 5ヶ月間の間，約 20人が避

難していた．震災から 2ヵ月半後に正式に

二次避難場所に制定された[4]． 

県境を越えて被災者を避難させたい場合，

非再建からの要請に基づき，受け入れ県が

災害救助法で避難所に指定されたホテル・

旅館に被災者を収容する．その移動・滞在

費用については，被災県が国に請求するこ

とで，必要な財政措置が講じられる．観光

庁は，全国旅館ホテル生活衛生同業組合連

合会(全旅連)を通じ，全国で被災者の受け

入れが可能なホテル・旅館をリストアップ

し，被災県に情報提供をおこなった．その

うえで，必要に応じ，受け入れ先のマッチ

ングや移動手段も確保することにした． 

岩手・宮城・福島の被災 3県で，現在

27,497名の被災者がホテル・旅館へ二次避

難しているが，そのうち各県内での避難が

24,131名に上る．被災者の中には，がれき

の撤去やご家族の捜索，通勤や通学などさ

まざまな理由で，できる限り自宅の近くに

留まりたい方や，受け入れ先の教育，医療，

雇用などの生活基盤に不安を唱える方も少

なくない．これは，ホテル・旅館への二次

避難に限ったことでなく，今後，同様の災

害で二次避難が必要となった場合に，被災

者の生活環境をニーズに応じて迅速に整え

られるよう，政府を挙げて包括的に対応す

る必要があると言える[15]． 

震災直後，被災者が受け入れられると同

時に，もう 1つ受け入れられていたのが復

興関係事業者であった．震災から 5ヶ月ほ

どたつと，仮設住宅や民間借り上げ住宅の



 66 

確保が進んだため，避難所の閉鎖が進み，

被災者の宿泊施設利用はほぼ収束へとむか

った．しかし，一方で復興関係者は，ある

程度仮設住宅の建設に伴い減少しているが，

道路や港湾等の土木事業は今後も継続され

ることから，一定程度の復興関係者が複数

年に渡り地域に滞在することとなる[10]． 

また，当初は被災地から受け入れを断ら

れたり，被災者や復興関係者による需要の

ために，宿泊施設の利用が難しかった宿泊

を伴うボランティアや観光つきボランティ

アは，復興事業支援地域(復興事業支援拠点、

及び通常観光可能地域)の宿泊施設を利用

しており，復興事業支援地域の宿泊客確保

に寄与していた．9月以降は，被害者の受

け入れが減少したため，復興事業支援地域

の宿泊施設を利用していた復興関係者が，

津波被災地域に移動してきている．それに

より，復興事業支援地域での復興関係者の

受け入れは減少している． 

9月以降からは，受け入れを促進したこ

ともあり，本格的にボランティアや経済復

興，応援，また災害学習などのために，被

災地を訪れる方が増えてきている． 

 

(3)気仙沼での被害 

 

気仙沼では，去年 1年で 43 万人の観光客

の入込数があったが，前年は 254 万人で 8

割以上減少することとなった．一方で，宿

泊客は 6万人増加し，そのほとんどが復興

関連宿泊等の需要であった[10]． 

気仙沼では，多くの宿泊施設や観光施設

が海岸沿いにあったため，半数以上が壊滅

し閉鎖に追い込まれた．また，予定されて

いたイベントや行事も見送り，海水浴場も

閉鎖になった． 

 

3.2 間接被害(風評被害) 

 

団体客では，東北方面の団体予約はほぼ

全てキャンセルとなった．(3～4月の宿泊

予定が東北で約 61%、関東で約 48%,全国で

約 36%がキャンセルとなった．)イベントは，

中止もしくは開催地変更．新幹線・高速道

路は，GW頃には前線開通するも，首都圏か

らは客足がなかなか伸びなかった． 

また，旅行など娯楽に対する自粛ムード

により，直接の被災地はもちろん全国各地

の観光地においても旅行者数が著しく減少

するなど，各地域にとって深刻な状況とな

った． 

ヒアリング調査をした気仙沼では，震災

直後から去年までは気仙沼を訪れる人は，

ボランティアが多かったが，現在は被災地

視察・研究等で訪れる人が増加している．

気仙沼の現状としても，現在はボランティ

アを必要とする作業もほとんどなくなり，

専門職の作業が必要となってくる場面が多

く，現地では現在ボランティアよりも専門

職の人々を必要としている[22]． 

 

4．東日本大震災時の観光産業の立ち位置 

 

 東日本大震災の発生時，また復旧・復興

期において観光産業は一体どのような立ち

位置であったのかについて記す． 

 

4.1 救急時 

 

観光・宿泊施設はシェルターの役割(避難

場所)として利用された[17]． 
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4.2 復旧時 

 

支援活動のプラットフォームの役割(コ

ミュニティの拠点・ボランティアの宿泊・

支援物資の保管)として利用された[17]． 

民宿めぐろでは，震災以前から懇意にし

ていた客や新聞や TV の報道で民宿めぐろ

を知った人たちから送られてきた救援物資

で炊き出しをおこなっていた．10 月に営業

を再開した後には，ボランティアの宿泊場

所になった．このように，民宿は救援物資

やボランティア活動のプラットフォームと

して機能し，復興を後押しする場所となっ

ている[14]． 

また，観光ネットワークの実態として南

三陸町の例を挙げることが出来る．南三陸

町は，2006年 5月，山形県庄内町と友好町

の盟約と災害時の相互応援協定を締結した．

行政の対応がスピード感に欠けていると言

われるなか，庄内町は地震発生後の 2日後

から連日毛布や米などの救援物資を搬送し

続け，約 2週間後には庄内町長が南三陸町

を訪問し，避難者を受け入れる方針を伝え

た．庄内町民もまた，南三陸町への物資輸

送や炊き出しなどの支援に積極的に取り組

み，｢南三陸町の復興を願う集い｣を開催し

て義捐金を集める，南三陸町の小学生の修

学旅行を受け入れるなど，官民一体となっ

た支援が続けられている[18]． 

このことから分かるように，東日本大震

災時に支援物資を送ったり，炊き出しをし

たり支援活動に参加した人の中には，震災

以前に被災地を訪れたことのある人が多く，

観光を通して形成された人々の繋がりが，

非常時の支援活動を生み出した意味におい

ても，観光・宿泊施設の多面的な機能が再

評価されるべきである[17]．被災地への支援

活動は非常時に緊急的に発生するわけでは

なく，それ以前の繋がりが存在したり，そ

の後の繋がりを求めたり，継続性のある関

係であることがわかる． 

 

5．東日本大震災と観光の課題 

 

 復興初期における旅行実施の課題におい

て，4つの課題があげられている[5]． 

 

5.1 観光資源の破壊 

 

景観や施設の被害により従来の形での観

光が困難になった． 

 

5.2旅行インフラの不足 

 

今回の震災では，津波で交通と宿泊のイ

ンフラが破壊された．仙台空港と東北新幹

線の復旧は，災害規模からすると早かった

が，震災後の石巻圏は仙台からの交通が劣

悪となった．主因は，JR仙石線の一部が津

波被害で使用不能となり，自動車が主な交

通手段となったことにある． 

復旧後の三陸自動車道は住民や復興支援

とボランティアの車両等により渋滞が激し

くなった．震災前に自動車で約 1時間だっ

た仙台～石巻間が，1年後まで，混雑時に

は 1時間半以上を要した． 

宿泊については，施設の被災により圏域

の部屋数が急減し，復興需要で残る部屋の

大多数が建設業関係者に長期予約されてお

り，その他来訪者の部屋確保は難しい．北

海道南西沖地震，阪神・淡路大震災の例か

ら，この状況は 5年以上続くと予想できる． 
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5.3 余震の恐れ 

 

体感できる規模の余震は震災後頻発して

いる．以下は 2012年 12月 15日までのＭ5.0

以上の余震の回数である[19]． 

   
表３  2012 年 12 月までの余震回数 

年月 
M5.0 以上が 

観測された回数 

2011 年 3 月 540 

2011 年 4 月 68 

2011 年 5 月 29 

2011 年 6 月 21 

2011 年 7 月 24 

2011 年 8 月 15 

2011 年 9 月 21 

2011年 10月 4 

2011年 11月 5 

2011年 12月 3 

2012 年 1 月 10 

2012 年 2 月 10 

2012 年 3 月 17 

2012 年 4 月 11 

2012 年 5 月 18 

2012 年 6 月 5 

2012 年 7 月 1 

2012 年 8 月 6 

2012 年 9 月 2 

2012年 10月 8 

2012年 11月 6 

2012年 12月 15 

 
2012 年に入ってからの余震の回数は，減

ってきているが，今年の 12 月に入ってから

M5.0 以上の体感できる地震が増えてきて

いることがわかる． 
 
5.4 観光に対する負の住民感情 
 
「観光」の語に一般的には，「楽しみのた

め」の意味があるため，被災住民から反発

を招くことがある．楽しみのための訪問は，

地元住民への不快な行為を慎むよう定めた

WTO(世界観光機関)の観光倫理規定第 1 条

に抵触する可能性がある．興味本位の旅行

が，被災者感情との間に摩擦を生む可能性

はある．復興初期の振興は困難で，注意を

要する． 
 
5.5 観光のリスク 
 

5.4 にも書かれているが，「観光」の語に

は一般的に「楽しみのため」の意味があり，

娯楽の一部である．娯楽は，生活を営む上

で必要最低限を満たすものではないため，

「観光」という行動を普段敢えて選択して

いるため，リスクが個人の許容範疇を超え

ると，その消費行動・消費活動を消費者が

選択しなくなるというリスクが存在してい

る． 
自然災害の危険性だけならば，その影響

は一時的なものとなるだろうが，今回のよ

うな原発事故を伴う特殊な災害の場合，人

が「選択的」に作り出したリスクは，リス

クを生み出すシステムそのものへの信頼が

失われ，コントロールの不能が全面的に押

し出された時には，耐え難いものになる可

能性がある．とりわけ，「リスク」の見通し

が難しい海外訪問客にとっての合理的行動

とは，観光リスクを避けるということであ

るために，インバウンドの集客には対策が
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必要である[3]． 
 
6．観光客の誘致 
 
6.1 地元客の誘致 

 
東北地方の観光客は，域内からに依存し

ている傾向が非常に強い．そのため，観光

産業を復興させるためには，地元客の誘致

が必要不可欠である． 
岩手県での宿泊施設では，地元客誘客強

化のため，地元及び近隣客向けに新聞広告

を利用して宣伝し，無料送迎バスによりお

得感を出して誘客をおこなった．仙台や首

都圏マーケットを中心に受け入れていた岩

手県の宿泊施設では，震災後遠方客の減少

により，初めて地元客を対象とした誘客を

行い，新聞広告を利用した宣伝をおこなっ

たところ，想定以上に集客することができ

た[10]． 
また，秋田県は県内の宿泊需要を喚起す

るため，宿泊補助券や県産品を最大 30,000
名にプレゼントする県内宿泊創出応援キャ

ンペーンを県内客や近隣客を対象に実施し

た.あわせて，旅行会社に対する商品造成補

助等に取り組み，近隣客を中心に宿泊客が

回復していった[9]． 
このことから，地元客への誘客の方法と

しては，新聞広告など身近な媒体を使って

の宣伝や，地元客が利用しやすい宿泊券な

どを取り入れることが効果的であると考え

られる． 
 
6.2 国内客の誘致 
 
岩手県観光協会では，首都圏からの観光

客の回復を目的として「好きです岩手！つ

なげようサポーターズ 1 万人キャンペー

ン」を 2011 年 7 月 15 日～2012 年 1 月 31
日まで実施する．首都圏のキャンペーン対

象旅行会社経由で予約した岩手県内の旅

館・ホテル等に宿泊する 10,000 名を中心に

1,000 円相当のクーポン券を配当した．東

京都が実施している「GO！TOHOKU 被災

地応援ツアー」との組み合わせも可能とな

っており，通常よりも手ごろな価格で来訪

できる仕組みを作っている[10]． 
  
6.3 インバウンドの誘致 
 
観光リスクを避けがちになるインバウン

ドの誘客には，まずは日本の現状を知って

もらうことが必要である．海外では，震災

の「被害情報」は多く報道されているが，

東北が「回復してきたという情報」が報道

されていないため，東北ががれきの山のま

まであるという概念を持ち続けていること

が問題である． 
東北 6 県が，インバウンド誘致に向けて

何を行ってきたか以下にまとめた． 
 

表４ 東北でのインバウンドに対する政策 
県 政策 

青森 

‐隔週で韓国・台湾のマスコミ

やエージェントなどのキーパー

ソンに対して，県の担当者より

直接メールで県内観光事情を発

信している.[10] 
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秋田 

‐台北の北投温泉と玉川温泉協

定を締結し，台北を訪れトップ

セールスを行った．11 月には台

湾の政府関係者 30名が角館を

訪れる予定[10]． 

岩手 

‐東京都が行うファムトリップ

に参加し,プレゼンを行い PR活

動を行っている[10]． 

山形 

‐県国際観光推進協議会は，5

月に山形県を訪れたことのある

外国人を対象に，安全性をアピ

ールするはがき約 1万枚を送る

「やまがた桜押花メールプロジ

ェクト」を展開し，県内の宿泊

名簿に載っている外国人の住所

宛にハガキを送付した[10]． 

宮城 

‐国際観光博覧会出展など，中

国国内で開催される旅行博覧会

に出展することにより，中国の

旅行会社及び一般消費者へ向け

た宮城の観光情報の発信を行い

宮城の観光 PRを実施している

[20]． 

福島 

‐猪苗代町では，フリースタイ

ルスキー選手権を開き，多くの

インバウンドを誘客した． 

 

 

6.4 観光資源・イベントの創出 
 
観光客の誘客の一環として，今回の震災

によってうまれた，災害遺構などを保存し，

災害教育や災害研究などを目的とした訪問

を期待している．また，災害後に復興目的

としてイベントを開催した地域などの取り

組みについてまとめる． 
 
(1) 災害遺構の保存 
 
宮城県女川町は，「女川町復興計画」(2011

年 9 月女川町)において，町内の要所に津波

浸水の到達標高表示等を行い，町民や観光

客に津波浸水の事実を伝え，災害や防災意

識の向上を図るメモリアル公園や津波によ

り倒壊したビルなどを災害遺構として保存

することを計画している[9]． 
   
(2) 津波被害の痕跡の保存 
 
「桜ライン 311 実行委員会」は，岩手県

陸前高田市内で浸水した区域を囲むように

して桜を約 1 万 7000 本を並べ，津波到達

地点を目に見える形で残していくことを構

想している． 
 
(3) 東北六魂祭 
 
これは，東日本大震災の鎮魂と復興を願

って，同年 7 月に宮城県仙台市で始めて開

催された，東北 6 県の各県庁所在地の代表

的な 6 つの夏祭りを一同に集めた祭りであ

る． 
第一回は，2 日間で 36 万人の来場を記録

し，仙台市への経済波及効果は 103 億円と

算定された． 
第二回は，岩手県で開催され 2 日間で 24

万 3 千人の来場者数を記録した． 
 
７．観光と雇用の関係 
 
 今回，観光について調べていくうえで， 
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観光と雇用には非常に深い関係があるとい

うことがわかった．震災により職を失った

被災地の住民が，ツーリズムによる観光客

の誘致を狙うとともに，それに伴うガイド

の育成など組織作りによって被災者の雇用

を促進することができる． 
 
7.1 「語り部」ツアー 
 
岩手県の田野畑村では，サッパ船を利用

したアドベンチャークルーズを実施してい

たが，震災により，小型船 8 隻のうち 6 隻

が津波で流された．震災後，中古船を 5 隻

購入し，7 月 29 日より「サッパ船アドベン

チャーズ」を再開しており，その中で震災

による津波の被害を伝える語り部ガイドを

育成し，震災に関連したプログラムも実施

されている．その他，多くの被災地で語り

部の育成ツアーは行われ，そのガイドには

被災地住民が雇用されている． 
また現在，語り部ツアーは非常に人気が

あり，語り部の育成が追いついていないの

が現状である．そのため，宮城県では「沿

岸部語り部ガイド等育成研修会」を開き，

震災で被害を受けた沿岸市町を対象に，震

災を後世に伝える人材の育成を支援する活

動を行っている． 
気仙沼では，現在ボランティアツアーや

被災地視察，研究等の問い合わせが増加し

ており月に 1,000 人以上を受け入れている．

しかし，実際にはその 3,4 倍の問い合わせ

があるものの，ガイドの不足から断ってい

るのが現状である[22]． 
 
7.2 観光グッズ製作による雇用創出 
 

南三陸町入谷地区では，南三陸復興ダコ

の会による「オクトパス」という復興グッ

ズの製作をおこなっている．復興グッズの

作成と販売は，被災住民の雇用を創出し，

南三陸町の特産品タコの販売促進，南三陸

への観光客誘致を狙いとしている[17]． 
また，三陸に仕事を！プロジェクトでは，

ミサンガを作り，岩手・宮城で 14 万セット

以上を販売し，約 300 人の作り手を雇用

し,8,300 万円の収入をだした[21]． 
 
7.3 緊急雇用創出事業 
 
 緊急雇用創出事業とは，国が都道府県に 
交付金を交付して基金を造成し，この基金 
を活用することにより，離職を余儀なくさ 
れた非正規労働者や中高年高齢者の失業者 
に対して，次の雇用までの短期の雇用・就 
業機会創出・提供するため創設された事業 
である． 

気仙沼では，当初から 26 ほどの事業を実

施する計画であったが，東日本大震災の発

生により 57 ものの事業を追加した． 
 
(1)みやぎ観光復興支援センター 
 
被災地域の観光復興の状況の発信や，被

災地への視察希望団体と被災地の受け入れ

団体をマッチングさせる事業である． 
緊急雇用創出事業を活用して，15 名を雇

用 11 人の渉外担当が被災地に赴き，県内の

被災地における仮設市場の開催や被災地視

察受け入れ団体などの情報収集をおこなっ

ている．収集された情報は，メルマガを通

じて，全国の旅行会社に情報発信されてい

る． 
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(2)気仙沼観光コンベンション協会 
 
気仙沼観光コンベンション協会では，緊

急雇用創出事業で 2 名を雇用している．1
人は，子供の体験学習で漁業体験などのイ

ンストラクターをしている．もう 1 人は，

観光案内・地域の案内係りとして雇われて

いる． 
 
(3)緊急雇用創出事業の課題 
 
緊急雇用創出事業は，期限つきであるこ

とから，長期の雇用を望んでいるとなかな

か人が集まらない． 
気仙沼でも，57 もの緊急雇用創出事業を

追加したものの，なかなか人が集まらなか

った事業や，集まらないままの事業も存在

しており，雇用のミスマッチがうまれてい

る． 
 
８．被災地での観光産業の取り組み 

 
行政の取り組みとして，宮城県気仙沼大

島観光協会および，気仙沼観光コンベンシ

ョン協会では，東日本大震災における災害

時の対応や避難ルートを文書化し会員で共

有する取り組みを行った[9]． 
震災について，復旧・復興だけにとらわ

れるのではなく，震災の被害や対応をマニ

ュアル化し，今後の震災の時にいかせる形

で後世に残すことも重要な復旧・復興とい

う形になるといえる． 
 
９．今後の展望 
 
 東日本大震災は，東北地方だけにとどま 

らず日本全国の観光産業が一時衰退すると

いう，非常に大きな影響をもたらした．自

然災害だけでなく，原発事故を伴う特殊な

災害であったために，観光に対する「リス

ク」を敬遠した消費者が消費行動・消費支

出から観光を選択しなくなったことが考え

られる．特に情報が伝達しにくいインバウ

ンドでは，震災直後の情報は報道されたも

のの，その後徐々にではあるが復興にむか

っているという情報は，なかなか報道され

ていないのが現状であり，韓国では円高ウ

ォン安などもあいまって，2010 年の段階で

はインバウンド数が 1 位であったのに対し，

2011 年は 12 月の段階でも回復の兆しはみ

えていない．こうしたことから，観光産業

の第一歩としては，まず国内への PR はも

ちろんインバウンドへのアプローチが非常

に重要になってくるといえる． 
また，現在の復興・復旧姿勢が震災をい

かしたボランティアや語り部ツアー，災害

教育等による，復旧・復興を目指しており，

次につながる復旧・復興を意識できていな

い自治体や企業などが圧倒的に少ないこと

が問題としてあげられる．多くの自治体や

企業では，2～3 年後のことさえわからず，

今の復旧・復興姿勢への需要に供給を追い

つかすことで精一杯であり，もし東日本大

震災が風化してしまう時がきてしまうと，

復旧・復興どころか以前の水準にまで戻れ

ないことが予想される． 
観光産業の復旧・復興は，地域経済の旧・

復興，また被災住民の雇用を促進すること

につながることも踏まえたうえで，5 年 10
年先を見据えた復旧・復興対策を考えてい

く必要があり，今回の震災を機に次に繋が

る観光を自治体や企業が考えられるように
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なり東北地方が観光地として売り出すべき

である． 
 
  
参考文献 
[1]日本政策投資銀行（2012）． 宿泊旅行を

中心とした東北観光の課題と展望． 
～震災の～影響調査を踏まえて． 

[2]海津ゆりえ他（2012）．エコツーリズム

による震災復興支援の実証的研究． 
[3]須藤廣（2012) ．東日本震災後の九州観

光の現状． 
[4]清野隆（2012）． 東日本大震災後の漁村

集落の震災復興プロセスにみる観光の役割． 
[5]丸岡泰他（2012）．東日本大震災後の復

興初期の石巻県への旅行振興． 
[6]千葉千枝子他（2012）．東日本大震災に

より観光産業の被害の実態と対応． 
[7]観光庁（2012）．平成 23 年度観光施策． 
[8]観光庁（2011）．平成 22 年度観光の状況． 
[9]公益財団法人日本交通公社（2012）．東

北の観光復興状況に関する調査． 
[10]公益財団法人日本交通公社（2011）．東

北の観光復興状況に関する調査． 
[11]二神真美（2012）．東日本大震災による

観光への影響に関する一考―インバウンド

ツーリズムを中心に―． 

[12]日本政府観光局（2012）． 

http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/12

.0120_monthly.pdf 

[13]文部科学省（2011）． 

http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/da

ta/meibo_siryou/h23/sankou03.pdf 

[14] 国土交通省観光基本計画． 
http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/chikous 

hin/kankokihonkeikaku/h01.pdf 

[15]指田徹（2011）．東日本大震災の発生 

を受けた観光分野の取り組み． 

[16] 統計局（2011）．年齢（各歳），男女別 
人口（各年 10 月 1 日現在）－総人口，日本人 

人口（平成 12 年～22 年）． 

[17]清野隆（2012）．農山漁村の震災復興 

―都市農村交流による産業とコミュニティの 

形成―． 

[18]佐野浩祥（2011）．南三陸町の震災復興に 

おける観光ネットワークの意義． 

[19]気象庁（2012）． 

http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/201 
1_03_11_tohoku/aftershock/ 
[20]留学生支援の RELAY（2010）．特産物

の 
販路拡大と農業交流―宮城県の取り組み． 
http://www.relay.co.jp/inbound/2085/ 
[21]三陸に仕事を！プロジェクト． 
http://www.sanriku-shigoto-project.com 
/ 
[22]気仙沼観光コンベンション協会 2012 
年 9 月のヒアリング.  



74 
 

東日本大震災からの雇用への影響に関する 
先行研究サーベイ 

The Survey Study on the impact on employment 

from the Great Eastern Japan Earthquake of 2011 

 

関西大学 社会安全学部 永松ゼミ 
長田 英里奈 

Faculty of Safety Science， Kansai University 
Erina NAGATA 

 
SUMMARY 

This paper surveys about impact on employment from Great Eastern Japan 
Earthquake of 2011 in order to outlook the future research needs and policy agenda. 
 
Key wordｓ 

employment, disaster, risk, unemployment insurance 
 
 

1. はじめに 

 

東日本大震災発生による被災 3 県(岩手

県，宮城県，福島県)を含む東北地方は,震

災前から若年人口の流出により高齢化の進

展や人口減少，そして財政力の低下が続い

てきた地域である． 

それに加えて今回の大震災を受け，地元

の基幹産業である農業や漁業が壊滅的な打

撃を受けたところも少なくない．地元で生

活再建を目指したいが仕事がない，原発事

故の影響が心配といった理由で地元に戻れ

ない者が少なくないと思われる． 

このような様々な課題による雇用喪失で，

若年人口の流出が一層加速される恐れがあ

る． 

本稿では東北 3 県の労働力市場はどの

ように変わり，また復旧のためにどのよう

な対応が打たれたのかについて明らかにす

るとともに今後の展望について考えてゆき

たい． 

 

2. 研究の背景と目的 

 

はじめに でも述べた通り，被災 3 県は

高齢化の進展や人口減少，財政力の低下が

震災前から続いており，これはわが国の抱

える問題を先取りしていると言える． 

そこで被災 3 県への雇用の影響について

2012 年 12 月現在で調査，議論されている

ことの集約することにより，日本が抱える

課題解決の一助となることを目指す． 

 

 

3. 被災地における産業・就業の現状と課

題 
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3.1被災 3県の雇用情勢 

 

表 1.2012年 7月における被災 3県計の雇用

状況 

新規求人数 44089 人 

新規求職者数 28012人 

就職件数 11776人 

 

表 2.3県それぞれの有効求人倍率 

宮城県 1.09倍 

福島県 1.03倍 

岩手県 1.01倍 

 

2011年 3月 11 日以降,震災復旧関連求人の

増加や製造業の生産の回復等により新規求

人数，就職件数は伸びていたが，以下の 2012 

年 5 月の同データを見てもらえばわかる通

り減少傾向にある． 

また 3 県それぞれの有効求人倍率（季節

調整値）も，いずれも１倍を超えて全国平

均の 0.83倍を大きく上回っているが，宮城

県は前月を 0.05 ポイント下回った．今なお

震災前より高水準が続いてはいるが，今年

6～7月を境に減り始めており復興需要によ

る求人増が頭打ちの状態であると言える[3]． 

表 3.2012年 5月における被災 3県の雇用状

況 

新規求人数 48994人 

新規求職者数 28302人 

就職件数 14280人 

 

表 4.被災 3県それぞれの有効求人倍率 

宮城県 1.13倍 

福島県 0.97倍 

岩手県 1.03倍 

 

 

3.2人と仕事のミスマッチ 

 

震災直後の 2011 年 4 月と 2012 年 2 月と

を比較すると，求職者数は全体的に減少し

ており有効求人倍率も 1 を超える地域が多

い．なかでも保安，建設，土木といった職

業は有効求人倍率が高い状態が見受けられ

る． 

しかしこういった専門的な知識,技術を

要する職業では未経験者の就職が困難であ

り，職と人とのミスマッチが生じている． 

また，これらの職業は比較的男性の求職者

数が多い職業であるため，性の就職難の問

題も浮かび上がる． 

女性の求職者数が多く女性の割合が高い

職業については，専門的・技術的職業や福

祉関連の職業，サービスの職業では有効求

人倍率が上昇しているものの，事務的職業

や販売の職業の有効求人倍率は低い水準の

ままとなっている． 

さらに，被災 3 県沿岸部の主要産業であり

女性の従業者も多かった食料品製造業は有

効求人倍率が低く，求職者の希望する職業

に見合う求人が不足している． 

2012年 1月の大船渡，気仙沼，石巻のハ

ローワーク求職者数前年同月比を見ると，

男性 45 歳以上では 1.96 倍なのに対して女

性 45 歳以上は 3.89 倍と 2 倍近く増加して

いる． 

さらに厚生労働省の調査では被災 3 県の

2011 年 11 月の失業手当受給者のうち，女

性が 3 万 7601 人と，性（2 万 6631 人）の

約 1.4 倍に達していることも明らかになっ

ている． 

このように女性をとりまく雇用環境は男
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性に比べてより厳しい状況にあると言える

[6]． 

 

4. 社会保障 

 

4.1失業手当給付延長の負の側面 

 

失業手当の受給期間は 90～330 日だが，

府は被災地を中心に 2011年 5月に給付期間

を 120 日延長.さらに 2011 年秋には岩手，

宮城，福島 3 県の沿岸部市町村を対象にさ

らに 90日延長した． 

しかし(1)雇用保険の加入歴，(2)年齢に

比例して支給期間は長くなるため年配の世

代と比較すると若い世代が先に切れること

が多い．さらに「失業手当がもらえる間は

無理に再就職をしなくてもいいかな．」と考

える人は多く，必然的に若い世代のほうが

再就職に向けて本腰を入れるのが早い[4]． 

企業側からすればブランクが長い人を敬

遠する傾向があることに加えて，若者がす

でに就職をしているなかでの就職活動とな

るため年配の方の再就職はいっそう難しく

なる[15][17]． 

そもそも失業給付とは再就職を果たすま

での生活支援のためのものである． 

求職者給付の支給を受ける者は，必要に

応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ，

誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより，

職業に就くように努めなければならない．

(雇用保険法第十条二項)とある通り，就職

活動を行っていない，もしくは再就職の意

思がないのに支給を受け取ることは不正受

給行為であり，課題の一つである． 

このように明確な復旧策を打ち出さず，た

だやみくもに失業手当受給期間を延長する

だけでは職のマッチングが上手くいかず，

再就職の意欲を阻害する一面があると言え

る[16][18]． 

 

4.2原発失業者と雇用保険の財源問題 

 

失業給付は，雇用保険の被保険者が失業

中の生活を心配することなく再就職先を探

せるよう支給される．そして，雇用調整助

成金は，労働者の失業予防を目的としてお

り，景気変動により企業損益が悪化した際

に，事業主が労働者に支払う休業手当や賃

金の一部を国が助成する．そのため今のと

ころ福島の避難対象区域の企業には，雇用

調整助成金は支払われていない． 

しかし「“人災”の様相を帯びてきた原発

事故を理由に，政府の指示によって，退避

させられた労働者，企業をなぜ従来の雇用

保険制度で救済しなければならないのか．」

「政府の指示で生じた失業補償なのだから，

国庫負担とすべきではないのか．」という声

が厚労省幹部からもあがっている． 

現在，失業給付については，わずかなが

ら財源に「国庫」が組み込まれていること

を根拠に，国も面倒を見ているという発想

から，原発事故の避難者にも幅広く支給さ

れ続けている．一方の雇用調整助成金の受

給要件である「経済上の理由」には，国の

政策により休業させられている事例は含ま

れていないため，今のところ福島の避難対

象区域の企業には，雇用調整助成金は支払

われていない． 

再び，財源問題が浮上するのは必至だ．

政府は，夏場に最大使用電力の“使用制限

令”を発動したことで休業に追い込まれる

企業が続出し，失業者が溢れることが確実
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視されている．だが，雇用調整助成金の受

給要件である「経済上の理由」に国の政策

による休業は含まれない． 

雇用保険制度の下で，円滑な企業支援策

を打つことは財源問題が解消されない以上

不可能であり，雇用の受け皿消失が失業給

付金額の増大を招くという悪循環に陥る． 

たとえば，原子力損害賠償制度，エネル

ギー対策特別会計，既存とは別に特別雇用

調整助成金を新設するといった手段で，失

業者を救済する包括的な仕組みが必要とな

ろう[9][10]． 

 

5. 就業支援策の現状と課題 

 

前提として理解しておきたいのが，地域の

特徴を踏まえた施策の必要性である． 

東日本大震災の被害は広範囲に及び，津波

の影響もあり人的被害もはるかに多い． 

また，被災した地域の自治体には大都市

と中堅小規模の自治体が混在しており，甚

大な被害を受けた自治体も少なくない． 

 そこで復興のための雇用創出や就業支援

に取り組むにあたっては，一律な施策では

なく人口構造や産業構造といった地域の特

徴を踏まえた施策を講じることが求められ

る．また，福島県を中心とした原発事故に

よる被災者のなかには「区域再編見通しが

立たず，どこで働いていいのか分からない」

という声もある． 

 

5.1求職者支援制度 

 

沿岸部において水産業や水産加工業が軌

道に乗るまでの間，建設業，福祉業におけ

る就業機会を拡げることが雇用対策として

有効である． 

課題点としては,現地では認定訓練機関

が不足していることに加え，開講しても一

定数の受講者を確保することが難しいこと

が挙げられる．それに加えて，訓練を受け

た人を積極的に採用する方策を講じること，

各経済団体が被災地の自治体と協力して雇

用創出を図ることなどさまざまな雇用対策

との連携が必要なことが挙げられる． 

そして最後に，何よりも最大の課題が安定

した雇用が欲しいという求職者の要望に特

需的な盛り上がりの職業では応えることが

できない点である． 

やはり，復旧が進まないためには安定し

た雇用が生まれにくいと言える．[5] 

 

5.2キャッシュ・フォー・ワーク 

 

失業者を直接的に雇用し，被災地が経済成

長することを前提として復旧・復興業務に

従事してもらい，それに対して対価が支払

われることで被災者の生活を支援する制度

である． 

CFW は，その起源をたどればフード・フ

ォー・ワークにゆきあたり発展途上国にお

ける難民支援に行きつく． 

単純に食糧を直接提供するだけ，もしく

はただ被災失業者を雇用するだけではなく

農業の在り方を改善するなど，その仕事を

通じて被災地の社会経済状況を改善し，よ

り災害に強い社会を構築することを目的と

して行われた事業である． 

 東日本大震災発生をきっかけに，これを

発展途上国だけのものではなく，被災失業

者を雇用して復旧・復興業務に従事しても

らうしくみとして日本に導入したのが
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CFW-Japanである． 

 肉体労働のみならず避難所運営や罹災証

明書の発行，義援金の支給業務などの事務

労働もニーズに応える形で行っている． 

より迅速で早急な復旧・復興支援という点

とその中で被災者自身も誇りを持って関わ

れるという意味で今後，災害からの復興過

程における CFW はより重要なものを持つと

思われる． 

 実際に現在，東日本大震災に見舞われた

岩手でも被災者自身が漁網からミサンガを

作るなど，こうした活動が行われ展開して

いる[7][8]． 

 

東日本大震災における CFWの事例 

 

表 5.浜のミサンガ作成によるこれまでの合

計 

生産数 36341セット 

販売数 36341セット 

作り手さんの人数 253人 

作り手さんの収入 

(合計) 

20932416円 

生産管理者さんの収入 3198008 円 

[1] 

 

このように CFW は，災害によって失われ

た雇用機会を復旧・復興事業で一時的に代

替することで，震災による雇用機会をつな

ぐという役割が期待されてきた．このとき，

CFW の役割は通常の雇用が回復するととも

に縮小していくことになる． 

しかし，今回の被災地の多くは成長途上

にある経済ではない．岩手・宮城・福島の

三県に限ってみれば，労働力人口も震災前

から一貫して減りつづけており，そのため

こうした状況下では,「つなぐ」ということ

にとらわれない，新たな CFW の出口戦略を

探る必要がある． 

  

5.3まちづくり会社の設立 

 

活動目的は「復興」という社会的事業で

あり，想定される 5 つの性格としてはディ

ベロッパー，マネジメント，公益性,企業性,

地域密着性が挙げられる． 

「まちづくり」を株式形式で復興支援のた

めの出資を集め，「復興法人」という形をと

り，まちづくりに関する仕事を一旦引き受

ける． 

「企画業務」，「市の肩代わり業務」など

を行うが，社長は市町村長が兼ねるという

提案などもあり，地方分権・地域主権とい

う現在の日本の流れを踏まえつつ公民連携

を図ることが期待される．そうして地域の

人に仕事を割り振ることで働ける人はでき

るだけ働けるような環境を整える． 

 被災地の住民の就業先としては，水産加

工業のような震災前からの基幹産業の復旧

だけでなく，持続可能な建設業の再構築,

環境・エネルギー関連の新産業の創出も必

要である．一方で，中心市街地の衰退など

に悩んだ各地で，地域再生を目的とする地

域密着型の「まちづくり会社」が起こされ

ていることも，この取組の可能性を示唆し

ている[5]． 

しかしこれにはいくつかの課題点があげら

れる． 

第一に参加する個々の人々が熱意はあるも

のの雇用保険の整備など実務的なノウハウ

が不足し，調整・コーディネイトに関する

不安などを抱えている点がある． 
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従って，地域の熱意を受け止めつつ，事業

として持続可能な「組織作り」，「人材の確

保」，「資金調達」が大きな課題になる． 

第二の課題は経営採算性と地域貢献性等の

両立である． 

一般的にまちづくり会社による事業化を

志向するプロジェクトは，通常の民間企業

レベルでは採算性が取り難い案件が多いと

推察される．しかし，まちづくり会社とい

えども，収支の健全性が求められる点では

一般企業と同様なので収支の健全性をいか

に保つかがプロジェクト成功の鍵となるだ

ろう． 

 

そして第三に，現在東北 3県の地場産業，

個人商店・商店街，農林水産分野では高齢

化が進んでいるうえ，後継者が不足してい

る点である． 

そこを配慮しなくては復興のために資金

を投資したとしても，資金返済の目処が立

たない，復興までに時間がかかる，などに

よりそのまま廃業することにもなる． 

そのため，事業継続の意思がある場合は

ある程度のスピード感をもって支援を行う

必要がある． 

 

また，能登半島地震発生時に酒造業や漆

器などへ積極的な支援が行われたことに倣

って，地域における特徴的な産業復興のみ

ならず観光分野への波及効果を考えて戦略

的な産業を考えることが重要となる[6]． 

 

6. 今後の展望 

 

第一に，ハローワークで出される求人の

給料よりも失業手当支給額のほうが大きい

という事態になれば「失業手当がもらえる

間は積極的な就職活動を行わなくてもよい

だろう．」という気持ちになるのもうなずけ

る．そのため,支給額がハローワークでの給

与を下回るように考慮すべきだと考える． 

そして第二に，これは根本的なことであ

るが復旧を速める明確な手立てを打って，

それを実行に移すべきだろう． 

目先の問題ばかりにとらわれて付け焼刃

の対応をしたところで復旧が進まなくては

雇用問題の抜本的解決は難しい． 

例えば，水産加工業などは水揚げ，流通，

加工と相互の施設が協力しあって成り立っ

ている． 

特に加工では現在雇用の確保が難しい状

況である女性や年配の方が多く従事されて

いる． 

そういったことからも，沿岸部を中心に

早急な復旧手立てを打ち出して実行してい

かなくてはならない． 

また今後は，いっそうの高齢化が進むこと

が予想されるため被災地のもともとの強み

である農林漁業，水産加工業に加えて医

療・福祉業等の求人を増加させる必要もあ

るだろう． 
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東日本大震災における商店街・商業・サービス業への影響 
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SUMMARY 

    Great East japan Earthquake occurred on March 11,2011. The local governments 
and privatecompanies proposed recovery plan for shopping street , commerce and 
industry. This paper surveys the recovery process of shopping street , commerce and 
serviceindustry damaged by the Great Eastern Japan Earthquake and outlook the 
future. 
 
Key Words 
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plan 
 
 
はじめに 
 
未曾有の被害をもたらした東日本大震災

発生以後，商店街・商業・サービス業分野

においても人的・経済的に大きな打撃を受

ける結果となった．それら一連の被害状況

を受けて，政府や民間企業，自治体が様々

な復興施策を成し，商店街・商業・サービ

ス業の早期復興の後押しを進めてきた．そ

れらの復興施策は東日本大震災被災地の商

店街・商業・サービス業の早期復興に貢献

してきた反面，思わぬ弊害を引き起こす要

因ともなっている．本稿においては，商店

街・商業・サービス業における復興の現状

と発生している問題点について記し，今後

の展望に関しての考察を行っていく． 
   
1. 東日本大震災発生に伴う商店街・商業

分野・サービス業の被害状況 
 
まず，2011 年 3 月 11 日に発生した東日

本大震災における商店街・商業・サービス

業への被害規模を確認していくこととする． 
経済産業省が平成 23 年 8 月 24 日に発表
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した「東北地方太平洋沖地震による被災地

域の製造業・商業の経済規模について」[1]

の調査報告によると，（経済産業本統計での

被災地域は青森，岩手，宮城，福島，茨城，

栃木，千葉における災害救助法適用市町村）

被災地域における商業規模では 
(i)事業所数:約 1250000 事業所（対全国比

8.5％） 
(ii)従業者数:約 883000 人（対全国比 8.0％） 
(iii)商品販売額 :約 321 兆円（対全国比

5.9％） 
（平成 19 年商業統計（全事業所調査）） 
という集計結果となっている． 

また，被害総額に関して，被災地域であ

る青森県，岩手県，宮城県，福島県の商工

業等の被害額の統計を見てみると， 
青森県：商工業 376 億円 観光業 2 億円 

計 378 億円 
岩手県：工業 890 億円 商業 445 億円 

観光業 326 億円 計 1661 億円 
宮城県：工業 5900 億円 商業 1,200 億円 

観光業 200 億円 計 7,300 億円 
福島県：工業 2,198 億円 商業 1,399 億円 

計 3597 億円 
という内訳になっており，津波被害が甚大

であった宮城県，福島県において数 1000
億円規模での経済被害を受けていることが

分かる[2]． 
特に，東北地方の産業・商業の要である

水産加工業は津波や地盤沈下の影響により

今回の東日本大震災によって壊滅的な被害

を受け，東北 3 県（岩手県・宮城県・福島

県）に 752 ヶ所あった水産加工場のうち，

528 ヶ所が全壊，49 ヶ所が半壊，50 ヶ所が

浸水の被害を受け，被害額も 1500 億円を超

えている[3]． 

商店街においても地域ごとに津波被害で

事業所が流され，開業のメドが立っていな

いなどの被害が生じている．商店街は商業

の集積であり，商店街の早期復興は商業の

復興に寄与するものと考えられる．大槌町

商工会が発表した経営動向調査結果（平成

23 年 9 月 27 日現在の記録）[4]によると，

大槌町の商業従事者のうち，自身が以前行

っていた商業活動を再開したいかという問

いに対し，「すぐにやりたい」が 23 人，「落

ち着いたらやりたい」が 12 人，「既に再開

している」が 36 人，「やりたくないがやら

ざるをえない」が 5 人，「廃業せざるをえな

い」が 4 人，「分からない」が 3 人，という

結果であった（回収サンプル人数 83 人）全

体の 9 割超に上る人数に事業再開の意思が

あるという結果となり，早期の事業再開の

ための商業集積の構築と政府・自治体の補

助金，インフラ関係の整備・商業用地の確

保を早期に行うことが求められている． 
サービス業においては，総務省統計局に

よる被災四県（岩手県，宮城県，福島県，

茨城県）の調査を含めた集計結果[5]による

と，平成 23 年 3 月分の調査結果において東

日本大震災に関する記述があったのは 710
事業所（被災四県の集計では 123 事業所），

月間売上高減少が686事業所（四県では118
事業所）月間売上高増加が 24 事業所となっ

ている．月間売上高減少の理由に関して，

記入内容（重複カウント有り）を見ると，

「キャンセル等による仕事の中止・延期や

顧客の減少等が 262 事業所，「営業時間の短

縮や休業」が 211 事業所，「計画停電」が

57 事業所，「ライフラインや施設の損壊」

が 41 事業所，「自粛ムード」が 24 事業所「燃

料などの資材の不足」が 21 事業所となって
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おり，需要の減少が伺える理由が最も多か

った． 
 また被害の大きかった被災四県（岩手県，

宮城県，福島県，茨城県）に限って見てみ

ると，「営業時間の短縮や休業」が 52 事業

所，「キャンセル等による仕事の中止・延期

や客数の減少等」が 29 事業所，「ライフラ

インや施設の損壊」が 25 事業所となってお

り，上記の全体集計と同様需要の減少が伺

える理由が最も多かった．以上の結果から，

各事業主の事業復旧に向けての熱意はある

ものの，復興計画策定の遅れやインフラ整

備の遅れなどが，これらの事業再開を妨げ

る要因になっていると考えられる． 
 
2. 東日本大震災発生後の新たな被害-福島

第一原発による風評被害・止まらぬ人

口流出- 
 
東日本大震災における商店街・商業・サ

ービス業の被害要因として一番大きいのは

津波による直接被害であるが，津波による

直接被害の他にも，東日本大震災被災各県

での経済的・人的被害をもたらしている要

因として，「風評被害」と「人口流出」が挙

げられる． 
 
2.1 風評被害  
 
風評被害においては，日本からの輸出品

目に対して，海外の取引業者から放射線検

査もしくは安全性の証明を要求されるケー

スが出てきている．また，国内でも放射能

汚染に関する問い合わせが出てきており，

その焦点は主に東京電力管轄の福島第一原

子力発電所の家屋倒壊による放射能汚染の

賠償請求に集中している． 
また，サービス業における東京商工リサ

ーチの集計結果によると，2011 年の東日本

大震災の関連倒産が累計 532 件に達したと

発表した．このうち 492 件は取引先の倒産

や風評被害による「間接型」の倒産であっ

た．産業別に見ると製造業と宿泊・飲食を

含むサービス業の倒産が多く，関連倒産は

阪神淡路大震災の４倍以上のペースとなり、

今後も増加する懸念がある 1)． 
 また，日経新聞社が 2012 年 1 月 4 日に

まとめた「東北の社長 100 人アンケート」

において，東北６県（青森，山形，秋田，

岩手，宮城，福島）に本社を置く主要企業

に 2011 年 12 月，調査表を送付し，119 社

の社長から（会長、頭取などを含む）から

回答を得た．東日本大震災後の経営に影響

が大きい項目を複数回答化で調査した結果，

「原発・震災の風評被害」が 54％で最も多

く，福島県内の企業のみで見ると 80％に達

した．福島県内の製造業者は「風評被害に

よって県産品の消費が低迷していると訴え

た 2)． 
 上記の結果により，サービス業分野におい

ては観光分野における被害が甚大なものと

なっている．東日本大震災発生以後の海外

旅行客の来日キャンセルが相次ぎ，被災各

県の旅館・ホテルの予約が取り消される事

態が発生している．また，それらに付随し

て交通・タクシーなどの輸送分野において

も，観光客減少の煽りを受けて連鎖的に風

評被害の影響を受けることとなった． 
 
2.2 人口流出 

 
人口流出に関して，毎日新聞の調査 3)に
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よると，東日本大震災発生以後，岩手県・

宮城県・福島県の被災県の人口変化におい

て，最も人口が減少したのは石巻市の 6358
人であり，いわき市が 6511 人，南相馬市が

3456 人と続いている．人口減少率で見てみ

ると，女川町の 11.9％減が最も減少率が高

く，山元町の 11.0％減，大槌町の 10.5％減

がこれに次いでいる．人口流出の多くは都

市部に仕事を求め出て行く例と，若年層が

進学・就職に際して住んでいた土地を離れ，

そのまま都市部に移住するというケースが

多い． 
 また，これとは対照的に，被災地域で人

口が増加している地域もある．岩手県の岩

泉町以北，宮城県松島町，利府町，福島県

田村市，川内町などは以前人口減少地域で

あったのと対照的に人口が増加している．

これは，被害規模がより深刻な地域から避

難者を受け入れているためだと考えられる． 
 人が集まらない地域に商業は成り立たず，

商店街も廃れる一方である．早期に人口流

出を抑制するための対策を講じる必要性に

迫られている． 
 これらを象徴するような事例として，防

災集団移転促進事業の移転対象となった地

域における移転希望先の市街地偏重傾向が

挙げられる．防災集団移転促進事業とは，

災害が発生した地域又は災害危険区域のう

ち，住民の居住に適当でないと認められる

区域内にある住居の集団的移転を促進する

ため，当該地方公共団体に対し，事業費の

一部補助を行い，防災のための集団移転促

進事業の円滑な推進を図るものであり，移

転促進区域は，災害が発生した地域又は災

害危険区域（建築基準法第 39 条）のうち，

住民の生命，身体及び財産を災害から保護

するため住居の集団的移転を促進すること

が適当であると認められる区域となってい

る．宮城県石巻市では，JR 石巻駅周辺など

市中心部の自宅が「災害危険区域」に指定

された住民の集団移転先として，「新蛇田地

区」「新渡波地区」の二か所に公営住宅を造

成する計画を打ち出している．入居を希望

する 840 世帯にアンケートを実施した結果，

71％の移転希望が新蛇田地区に集中してい

る．これは，新蛇田地区には大型商業施設

や病院などが集まっている上，三陸インタ

ーチェンジが近いことが人気の理由とみら

れている．高齢者の多くは自力で自動車を

運転して買い物に行ったりするなど，遠方

まで外出することが困難である．徒歩圏内

に商業施設や病院などの施設が揃っていた

方が生活の利便性向上に一役買うため，こ

れらの市街地移転に希望が集中する傾向が

顕著に見られる． 
 これとは対照的に，もう一方の移転先の

候補地である新渡波地区の周囲は水田が広

がっており，移転希望はわずか 5％となっ

ている．以前は新渡波地区に居住していた

が，今回の集団防災移転促進事業の制度を

用いて新蛇田地区への移転を希望する住民

もいる．新渡波地区においては，防災集団

移転促進事業のための公営住宅予定地の整

地だけが進み，ゴーストタウン化してしま

うことを懸念する声も上がっている．生活

の便が良い地域への移転希望の偏りは，他

の多くの自治体における共通課題でもある．

2012年7月に公営住宅や宅地の募集を始め

た福島県相馬市においても，市街地に近い

地区への応募が集中した．沿岸地区は大幅

に定員割れしたため，相馬市は計画の見直

しに追われた．見直し案では，市街地付近
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の宅地を 38 戸から 42 戸，戸建て公営住宅

を 156 戸から 178 戸へと積み上げた．しか

し，それでも倍率は 2 倍に上り，格差是正

のために更なる見直しが求めらている． 
 岩手県釜石市においても，2012 年 10 月

にまとめた災害公営住宅の入居意向アンケ

ートの中間結果において，市中心部への入

居希望者が計画（120 戸）の 3 倍超の 377
世帯に達したと発表した 4)． 
 このことからも，人口流出による地域間

格差が広がっていくことが予想され，市街

地に生産労働人口が流出し，過疎地区では

老齢人口が増えるという二極化がますます

進行することが懸念される． 
 
3. 東日本大震災における商店街・商業・

サービス業の被害状況を受けた政府・

自治体・金融機関などの復興施策 
 

これらの被害状況を受け，政府機関・金

融機関・民間企業が様々な復興施策を提示

し，被災各県の事業者の積極利用を呼び掛

けている．以下に幾つかの復興施策を記載

する． 
 
3.1 仮設施設整備事業 
  
 仮設施設整備事業とは，今回の東日本大

震災において甚大な被害を受けた被災地に

おいて，地域を支える中小企業が早期に事

業を再開できるよう，独立行政法人「中小

企業基盤整備機構」が，市町村の要請によ

り仮設工場・仮設店舗等を整備し，市町村

を通じて「原則無償」で貸し出すものであ

る．            
 また，今回の東日本大震災の被害の甚大

さを受けて，内閣府が「独立行政法人中小

企業基盤整備機構が大震災に係る仮設施設

整備事業により仮設施設を整備した場合に

は，当該施設に関わる所有権の保存登記に

ついては登録免許税を課さない」という独

立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設施

設整備事業に係る登録免許税の特例を出し

たため，税制上の優遇措置も取られている

[6]． 
 仮設施設の入居期間は原則 2 年間である

が，復興状況などを鑑みて入居契約期間を

延長することが出来る．入居対象者は事業

協同組合等で，金利は無利子である．貸付

金の返済期間は 20 年以内となっており（一

部設備は 10 年以内），据え置き期間は 5 年

以内，自己資金は貸付対象経費の 1％また

は 10 万円の自己資金が必要（県の負担額は

1％または 100 万円）となっている． 
「仮設施設整備事業」[7]に基づき仮設施設

の利用申請を行った結果，東日本大震災被

災地各地で「復興商店街」と銘打った商店

街が数多く設立されるに至った．例として，

宮城県気仙沼市「気仙沼復興商店街 南町

紫市場」，宮城県気仙沼市「復興屋台村気仙

沼横丁」，宮城県東松山市「復興仮設店舗堺

堀」，宮城県塩竈市「しおがま・みなと復興

市場」[8]などが挙げられる． 
 
3.2 産業復興機構 
 
2011 年 12 月 27 日，宮城県，地域金融機

関と独立行政法人中小企業基盤整備機構

（以下「中小機構」という．）が出資し，宮

城県内事業者の早期再生を支援することを

目的とする「宮城産業復興機構」（以下「復

興機構」という．）が設立されることとなっ
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た． 
「産業復興機構」の設立は，「岩手産業復興

機構」（11 月 11 日設立）「茨城県産業復興

機構」（11 月 30 日設立）に続き，全国で 3
例目となる．  
 買い取った債権に関しては五年程度元利

金の返済を猶予するなどして支援し，その

後，事業者の状況によって一部債権放棄を

行い，残債を地域金融機関などの第三者に

売却する[9]．なお，2012 年 10 月 24 日まで

の債権買取状況は   
岩手産業復興機構：30 件 
宮城産業復興機構：18 件 
福島産業復興機構：3 件 
となっており，福島第一原子力発電所の放

射能汚染の影響が著しく，復興計画策定に

遅れが目立つ福島県においては，債権買取

が進んでいないという現状がある． 
 

3.3 東日本大震災事業者再建支援機構 
 

 東日本大震災で被災した事業者のローン

を買い取るための支援法（二重ローン対策

法）が 2011 年 11 月 21 日の参議院本会議

でみんなの党を除く各党の賛成多数で可決，

成立した．同法に基づき「東日本大震災事

業者再建支援機構」を設立した[10]． 
事業内容としては，東日本大震災で被災

した被災地の中核企業から小規模事業者ま

で幅広い事業者を支援対象とし，被災企業

の債権買い取りを行う．主に事業継続の難

しい事業者は東日本大震災事業者支援機構

が支援にあたり，つなぎ融資や出資，社債

引き受けや債務保証の機能を持たせ，事業

者を東日本大震災事業者債権支援機構で丸

抱えできるようにし，金融機関から買い取

ったローンは最長 15 年に渡り元利金の返

済を猶予するとしている 5)． 
 
3.4 復興まちづくり会社 
  
岩手県大槌町は，政府と民間企業が共同出

資して設立する「復興まちづくり株式会社

を設立した．東日本大震災で被災した商業

地を一括で買い上げ，中心市街地を再開発

するなど復興を促進する［8］． 
 宮城県石巻市においては，復興特区「ま

ちづくり会社」を石巻市が初利用し，宮城

県石巻市の中心市街地の再興に着手する．

2015 年度に JR 石巻駅前に移転予定の市立

病院を中心に商店や復興住宅が集積する高

齢者に適した街づくり計画に同社を活用し，

津波で被災した商店街の復興を加速させる

狙いがあるとしている 5)． 
一方で，課題としては，こうした地元の

動きを持続可能にするためには，新しいシ

ステムであるまちづくり会社に対する支援

策が十分に整備されていないことから，ま

ちづくり会社に対するグループ補助金の拡

大，復興交付金の積極的な活用・運用の弾

力化があげられる[11]． 
また，復興まちづくり会社への期待として，

行政分野の人材不足から，会社として組織

運営することによって復興へ向けての人材

確保や，雇用の創出が上げられる．一方，

何の実績も有さない会社に復計画とはいえ

数 100 億円の事業を任せられない，専門家

不在の会社に復興事業を丸投げしても良い

のかという不安の声も上がっている(1)． 
 
4. 原子力災害被災中小企業者に対する仮

払い保障の実施・風評被害への対応支援 
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日本から製品を輸出する際，製品の放射

線検査を希望する輸出事業者に対して指定

検査機関で検査を受ける場合に，検査費用

を補助する（2011 年度第一次補正予算約 7
億円:補助率は中小企業において検査費用

の 9/10 を，大企業に対しては 1/2 を補助） 
 また，原子力災害被災中小企業に対する

仮払い保障の実施に関しては 
1)仮払い対象:避難区域において中小企業者

が被った営業損害 
2)仮払い金額:粗利額（2011 年 3 月 12 日~5
月末日の相当分）の 1/2（上限は 250 万円） 
3)必要書類 
(1)粗利額を証する書類 
(2)避難区域において 2011年 3月 12日時点

で事業を営んでいたことの証憑 
4)請求受付:2011 年 6 月 1 日から開始 
という規定が成されている[12]． 
 
5.  政府・自治体・金融機関などの復興施

策実施によって見えてきた問題点‐早期事

業再開を円滑に実現するには‐ 
 
5.1  二重ローン解消にむけて‐進まない

債券買取‐ 
 
先ほどの復興施策の一例で挙げた「産業

復興機構」と「東日本大震災事業者再生支

援機構」はともに被災地の中小企業の二重

ローン問題解決に向けて被災事業者の債権

買取を行うために設立された機構である． 
買取り価格や条件をめぐり金融機関と交渉

するが，債権者との折り合いがつかないケ

ースが多く見られる．「産業復興機構」は，

被災企業の再生を大きく後押しすると打ち

出したものの，買取り条件やしくみの使い

勝手の悪さから「お役所仕事」とか「期待

はずれ」の声も上がり改善が急がれる． 
それを受け，政府は産業復興機構とは別に

「東日本大震災事業者再生支援機構」を設

立．同支援機構は被災した零細企業や農

業・水産業者，医療法人など小規模事業者

を対象に既存ローンを買取り，最長１５年

返済を免除するとしている． 
同支援機構の本店は被災地，仙台に置き，

事業再生や金融の専門家が多い東京都にも

拠点が設けられ約 100 名体制，買取額は約

5,000 億円を見込んでいる．支援対象は異

なるものの両機構とも業務内容に大きな違

いもなく，買取条件・価格など組織間のす

み分けに課題が残る結果となり，債権買取

を滞らせている要因となっている．また，

中小企業のローンの多くに信用保証が付い

ていることも，債権買い取りを難しくして

いる．震災特例により，信用保証が付いて

いる場合はその企業が返済不能となっても，

債権者である金融機関は全額回収できる仕

組みであり，東日本大震災事業者再建支援

機構による債権買い取りの場合，額面を下

回る恐れがあり，嫌がる金融機関もあるこ

とから，先行きの不透明な現状の復興状況

で，債権買取まで手が回らないという現状

もある． 
 
5.2 復興計画策定の遅れ 
  
東日本大震災被害の大きかった被災三県

において，復興計画策定の遅れが復興の妨

げとなっているという側面もある． 
 政府が 2011 年度予算に計上した東日本

大震災の復興費 14 兆 9243 億円のうち，約
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４割にあたる 5 兆 8728 億円が同年度内に

使われなかったと，復興庁が 2012 年 6 月

29 日，発表した． 
被害状況の把握が難しい中で予算を多めに

計上したが，被災自治体との調整が難航す

るなどして，復興事業が想定通りに進まな

かったためであるとしており，残った予算

のうち，4 兆 7694 億円は 12 年度に繰り越

し，予定通り復興事業に充てる．復興計画

の策定の遅れで実施が困難になった「不用

額」1 兆 1034 億円については，国庫に戻す

ことなどが検討されている．政府は 5 年間

の復興費を 19 兆円と見込んでいる． 
被災 3 県（宮城県・岩手県・福島県）の復

興の概要は以下の通りである． 
(宮城県) 
(1)宮城県は 2011 年 5 月 2 日に有識者会議

「宮城県震災復興会議」を発足させた．こ

の会議は，8 月までに月一回，計 4 回開催

され，復興計画(案)を 8 月をメドとして策定

し，9 月の県議会に提示することを予定し

ている．  
8 月 17 日に示された「宮城県復興計画（最

終案）」[13]によると，復興計画の期間は，平

成 23 年度から平成 32 年度までの 10 年間

とされている．復興まちづくりに関する内

容としては，高台移転・職住分離（住宅，

行政庁舎，学校，病院などの施設を高台に

移転するとともに，職住分離を図る．）多重

防護による大津波対策（幹線道路や鉄道な

どを髙盛土構造とする堤防機能の付与，防

波堤の背後に防災緑地の設置など），安全な

避難場所と避難経路の確保（津波避難ビ

ル・避難タワーの建設，学校の防災機能の

充実・強化など）が挙げられている． 
 また，エコタウンの形成も挙げられてお

り，被災から再建する住宅や復興住宅につ

いては，太陽光発電を積極的に導入するな

どの構想が提示されていることが特徴的で

ある． 
 より具体的には，県全体を地域特性によ

り，「三陸地域」「石巻・松島地域」「仙台湾

南部地域」の三地域に区分し，それぞれの

地域について復興イメージを提示している．

「三陸地域」は，山地や斜面・丘陵地が大

半を占め，平地が少ない地形であるため，

高台移転・職住分離や防御施設を併用する．

一方，「仙台湾南部地域」は，平地が広がる

地形であるため，多重防護によるまちづく

りを行う．両地域の特性を併せ持つ「石巻・

松島地域」については，基本的には高台移

転・職住分離によりまちづくりを行い，高

台の確保が困難な地域では，多重防護によ

り対応するとしている． 
(2)建築制限 
 宮城県は 2011 年 4 月 7 日，建築基準法

第 84 条に基づき，被害の特に大きかった気

仙沼市，東松山市，名取市，南三陸町，女

川町について，震災発生後二か月の建築制

限をかけ，5 月 11 日に，建築制限を 9 月 11
日まで延長した．当該期間中，建築制限区

域内では，新築，増築，改築，移転が制限

される．（修繕工事・リフォームは可能） 
 また，7 月 1 日に建築制限の対象に山元

町を追加した．このほか，独自に建築制限

の権限を持つ石巻市も同様に9月11日まで

制限を行っている． 
 
(岩手県) 
(1)岩手県は 2011 年 4 月 1 日に「岩手県東

日本大震災津波復興委員会」の初会合を開

催した．その後検討を重ね，8 月 11 日に県
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議会の承認を得て，「復興基本計画」[14]と「復

興実施計画（第一期）からなる「岩手県東

日本大震災津波復興計画」を策定した．復

興計画期間は，平成 23 年度から平成 30 年

度までの 8 年間である．復興委員会のメン

バーは，岩手県とつながりが深いメンバー

で構成されている． 
 復興基本計画の復興まちづくりに関する

部分については，津波シミュレーションを

参考して，住宅地・商業地などの地域を適

切に配置し，公共・公益施設を安全性の高

い場所に配置するほか，避難ビル，防災公

園などを配置するとしている．より具体的

には，市町村が作成する復興プラン等の参

考としてもらうためとして，被災の程度

（大・中）と土地利用の形態（都市型・集

落型）により，復興パターンを 3 つに分類

している．被災の程度が大きかった都市部

では，都市再生型のまちづくりを考え，住

宅地，商業地，公共公益施設エリアを高台

に配置し，避難ビルや避難タワーを徒歩で

避難可能な距離に設ける．一方，被災の程

度が中程度であった都市部では，都市再建

型を基本に考える．住居は高所やビルの上

層に移転するが，臨海部の商店や事業所は

当該地で再建することを前提に，防災施設

を設けることで津波に対処する． 
 最後に，集落型では，コミュニティを崩

さないよう集団で高所や山際への移転，地

盤のかさ上げなどを行うほか，職住分離を

可能とする道路などを整備する．なお，詳

細な事業については，「復興実施計画（第 1 
期）」に掲載されている． 
(2)建築制限 
岩手県は，復興方針を示すのに長期間を要

することから，建築基準法第 39 条の規定

に基づき，沿岸部を「災害危険区域」に指

定し，沿岸市町村に対して建築制限を可能

にする条例制定を働き掛けた．同法第 39 
条は，津波や高潮などによる危険が著しい

区域（災害危険区域）について，地方公共

団体が条例で建築制限を定めることができ

るとする規定である．ただし，住居につい

ては建築禁止が認められるものの，そのほ

かの建築物については禁止まではできない

と解されている．しかし，住民の生活再建

に支障が出ることなどを理由に，市町村は

慎重姿勢を取っており，条例制定は行われ

ていない． 
  
（福島県） 
(1)福島県は，5 月 13 日に第 1 回福島県復

興ビジョン検討委員会を開催し，7 月末を

目途に復興ビジョンを策定する方針を示し

た．8 月 11 日に公表された「福島県復興

ビジョン」[15]では，「ハード・ソフト両面か

ら防災機能が抜本的に強化されたまちづく

り」を掲げるほか，「将来像を共有しながら

進める災害に強い地域づくり」として，道

路に津波減災機能を付加すること，堤防，

防災林，道路，鉄道などを組み合わせるこ

とで防災機能の向上を図ることなどが盛り

込まれている．復興計画の策定は，12 月末

までを目途としている． 
 福島県を除く二県においては復興計画策

定が進んでいるが，福島県においては，福

島第一原子力発電の放射能汚染事故で，除

染区域が定まっていない，避難区域も定ま

っていないなど，事後対応の遅れが復興計

画策定の遅れに繋がっているものと考えら

れる． 
 復興計画策定の遅れは，先ほど述べた中
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小企業の二重ローンの債権買取問題，避難

区域の居住者の移転問題にも関わってくる

ため，早期の事業再開を達成するためにも

復興計画策定が急務であると言える． 
 
6. これからの商店街・商業・サービス業

分野における展望‐早期事業再開を果たし、

経済的自立を達成する‐ 
 
まず，被災地域の事業主が政府・自治体・

金融機関の復興施策を受け入れやすくする

ための工夫が必要になると考えられる．例

えば，二重ローン対策の復興施策において

は，二重ローンによる債務の返済計画が立

たないことを事業主は懸念して借入が進ん

でいないケースが数多く見られる． 
 例えば，二重ローンの債権買付において

は事業者が作成する事業計画が必要になる

のだが，復興計画策定が滞り，かつ避難区

域の解除がいつになるのか分からない現状

では今後の事業計画を立てにくいというの

が現状である．事業者の中には，事業計画

の見通しが立たず，二重ローンの債権買取

や事業再開のための資金借り入れの手続き

を断念して廃業に至ったというケースも見

られる．今後、被災地の事業者が事業再開

を諦めてしまうような復興施策・融資策を

見直し，手続きの簡便化・利便性を追求し

た施策の見直しを図っていくべきであると

考えられる． 
 また，これらの復興施策は事業計画の「延

長」はあるものの，永続的なものではない．    

例えば，復興商店街やテナントの無償貸与

を行っている独立行政法人中小企業基盤整

備機構の仮設施設整備事業は，二年間の時

限付き事業となっており，仮設施設整備事

業に基づいてテナントに入居している事業

主は永続的にそこに入って商売を続けられ

る訳ではなく，いずれは自立して商売を続

けていかなければならない． 
また，政府が非難指示区域の緩和を進め

るにつれて，風評被害等に対する賠償金交

付もいずれは減額されていく．実際に文部

科学省の原子力損害賠償紛争審査会は

2012年 3月 8日に 2011年秋に解除した「緊

急時避難準備区域」について，2012 年 8 月

末に「精神的損害」の賠償を打ち切る方向

で調整をし，実際に施行された[16]．これに

より，賠償金・義捐金・支援金便りの生活

は今後出来なくなる可能性が高く，ますま

す経済的な自立が求められる局面に差し掛

かっていると言える． 
 このような現状を被災地域の事業主はし

っかりと把握をし，早期の事業再開達成に

よる経済的自立を図る必要性がある． 
そのためには，今ある復興施策の利用者

増加に向けた検討はもちろん，今後商店

街・商業・サービス業分野全体が，東日本

大震災発生前よりも更なる収益の拡大に向

けて尽力していくために，被災事業者のイ

ンセンティブを刺激するような取り組みが

出てくるように，政府・自治体・民間企業

が連携して取り組んでいくべきであると私

は考える． 
 

注 
(1) 日経MJ(2012)．「震災関連倒産532件，

昨年，ペース「阪神」の 4 割以上」を参照． 
(2) 日本経済新聞(2011)．「社長 100 人が見

る 2012 年(上) 東北景気「良くなる」6 割，

復興需要けん引期待」を参照． 
(3)毎日新聞 2011 年 9 月 10 日 総務省「住



91 
 

民基本台帳に基づく人口，人口動態及び世

帯調査数」を参照． 
(4)日本経済新聞 2012 年 10 月 22 日 「被

災者の集団移転 希望先 市街地に集中」

より引用． 
(5)日本経済新(2012)． 「復興特区「まち

づくり会社」石巻，初の活用」を参照． 
(6) 日本経済新聞(2012)． 「官民共同で「ま

ちづくり会社」，岩手県大槌町」を参照． 
 
参考文献 
[1]経済産業省(2011)． 経済産業省 東日

本大震災対策専用ページ 東北地方太平洋

沖地震による被災地域の製造業・商業の経

済規模について 
[2]中小企業庁 中小企業白書(2011)． 第

2 章 東日本大震災の中小企業への影響 
[3]経済産業省(2011)． 立法と調査 ‐東日

本大震災後の中小企業支援と今後の課題-
これからの中小企業支援に求められるもの

- 
[4]大槌町商工会(2011)． 大槌商工会商工

業復興ビジョン検討委員会 「進め未来へ‼ 
生まれ変わる大槌経済― 震災前よりも魅

力的で賑わいのあるまちをめざして ―」 
[5] 総務省統計局(2011)． 「サービス産業

動向調査 東日本大震災がサービス産業に

与えた影響（特別集計その 1）-サービス産

業動向調査 平成23年3月分結果(速報)(再
集計)から-」 
[6]国税庁(2011)． 国税庁広報参考資料 
[7]経済産業省中小企業庁(2011)． 中小企業

基盤整備機構「仮設施設整備事業ガイドブ

ック」 
[8]独立行政法人中小企業基盤整備機構

(2011)． 「仮設施設整備事業の事例」 

[9]中小企業庁(2011)． 「宮城産業復興機

構の設立について」 
[10]東日本大震災産業再建支援機構(2011)． 
「東日本大震災産業再建支援機構設立の概

要」 
[11]株式会社日本政策投資銀行(2011)． 第

６回復興・再生戦略協議会参考資料 復興

まちづくり会社の現状と課題-石巻の事例- 
[12]中小企業庁 (2011)． 中小企業白書

(2011) 第 2章 東日本大震災の中小企業へ

の影響 
[13]宮城県(2011)． 「宮城県震災復興計画

（最終案）」 
[14]岩手県(2011)． 「岩手県東日本大震災

津波復興計画 復興基本計画」 
[15]福島県(2011)． 「福島県復興ビジョン」 
[16]文部科学省(2011)． 「東京電力株式会

社福島原子力発電所の事故に伴う原子力損

害の賠償について」 



92 
 

東日本大震災とソーシャルビジネスに関しての 
サーベイ論文 

 The Social Business and the Great Eastern Japan Earthquake of 2011 
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大町 潤平 
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SUMMARY 

    This paper surveys about social business emerged from recovery process of the 
Great Eastern Japan Earthquake of 2011 in order to outlook the future research needs 
and policy agenda. Finally, the author intends to show clearly the whole picture of this 
filed. 
 
Key words 

social business, disaster, restoration, social capital 
 

 

１． はじめに 

 

1．1 ソーシャルビジネスとは 

 

ソーシャルビジネスの定義は多様である

が，本稿においては「様々な社会的課題（高

齢化社会，環境問題，子育て・教育問題な

ど）を市場として捉え，その解決を目標と

する事業．」とする．そして主に，ソーシャ

ルビジネスを行うことを目的として活動す

る事業主体をソーシャルビジネス事業者，

あるいは社会企業家，社会的企業とされて

いる． 

これらには①社会性：現在解決が求めら

れる社会的課題に取り組むことを事業活動

のミッションとする．②事業性：「社会性」

のミッションをわかりやすい形に表し，継

続的に事業活動を進めていくこと③革新

性：新しい社会的商品・サービスや，それ

を提供するための仕組みの開発，あるいは

一般的な事業を活用して，社会的課題の解

決に取り組むための仕組みの開発を行うこ

と．の３つを要件とする． 

そして，東日本大震災の被災地において

ソーシャルビジネスが広く利用される事で，

持続可能な復興が実現可能となり，地域経

済の再生や，雇用の確保といった点で大き

な効果が期待されている． 

 

1．2 現在の組織形態 

 

図 1 組織形態の内訳 
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経済産業省ソーシャルビジネス研究会 2008 年まとめより 

筆者作成 回答数＝473 

 

グラフを見てもわかるように，組織系体

は NPO 法人が約半数を占めており，営利法

人は約２割程度である．しかし，今後は企

業の比率が増える見込みがある．その最大

の理由として，株式会社を中心とした営利

法人の方が資金調達の点で容易であるから

である．さまざまなサービスを開発して対

価を得られれば，働く人のインセンティブ

が高まることも，企業増加の要因となる[1]． 

事業分野においては，福祉・保健・医療，

子育て支援，教育，地域活性化，まちづく

りなど多岐にわたっている． 

収入構造は主に①事業収入②行政からの

収入（助成，補助）③その他の財源（増資，

寄付，会費）の三つに分類される．ソーシ

ャルビジネスの性質上，事業収入が全くな

い事業者は想定できない[2]． 

 

2． 日本におけるソーシャルビジネスの現

状 

 

2．1 認知度の低さ 

日本ではソーシャルビジネスの存在や概

念の認知度が低く，表 1 を見てもらうと分

かる通り，ソーシャルビジネスを国を挙げ

て支援しているイギリスと比べて事業者数，

市場規模，雇用者数といった点で大きく差

がある．具体的にイギリスでは内閣府の第

三セクター局が社会的企業支援セクション

として機能しており，ソーシャルビジネス

に特化した法人格も設立されている．また，

様々なソーシャルビジネスを支援するため

の機関が存在しており，イギリス全土で展

開している．日本はこれらの機能のどれを

とってもイギリスに遅れをとっており，こ

のことが日本でソーシャルビジネスが未発

達な原因の一つでないのかと考える． 

 

表 1イギリスと日本の比較 

 事業者数 市場規模 雇用者 

日本 8，000 2，400 3．2 

英国 55，000 57，000 77．5 

(単位：事業所，億円，万人) 

経済産業省「ソーシャルビジネス研究報告書」2008 より筆者作成 

 

2．2 運営の難しさ 

 

ソーシャルビジネスを多く行っている

NPO法人は小規模性が強く，黒字事業者と

赤字事業者が混在しているのが現状である．

これらの要因としては，ビジネスモデルが

しっかりと確立されていないことや，経営

に関するノウハウ不足などが挙げられる． 

 

2．3 ボランティアとの違いが理解されて

いない 

 

 気仙沼市のソーシャルビジネス事業者へ

のヒアリングによれば，ソーシャルビジネ

スはボランティアと違って市場性があり，
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実際に従業員も雇用して運営を行っている

のにも関わらず，多くの人にボランティア

との違いを分かってもらえないということ

が現状である．やはり，認知度が低く，理

解されていない部分が多くあるためこうい

った問題があるのだろうと思われる．この

事業者は少しでもソーシャルビジネスへの

関心を高めてもらうために定期的にワーク

ショップを開催して，実際にソーシャルビ

ジネスを体験してもらおうという取り組み

を行っている． 

 

3． 被災地とソーシャルビジネス 

 

ソーシャルビジネスの普及にはかなりの

時間がかかると思われるが，東日本大震災

の復旧・復興にあたってソーシャルビジネ

スが多く活用されると，世間的な認知度や

関心といったものが高くなり，今後さまざ

まな事業展開がされることも可能になって

くる． 

 

3．1 被災地での必要性 

 

 被災地では寄付や被災手当などといった

短期的な復興支援よりも，長期的・持続的

な復興支援が求められており，そこに新た

なソーシャルビジネスの萌芽がみられる[4]．

東日本大震災のような大きな自然災害が発

生すると，社会インフラは崩壊し，人々は

家を失い，食糧，衣服，薬は大量に不足す

る．その時に寄付は即効性があるが，緊急

事態が過ぎればソーシャルビジネスの方が

効果的である．[5]寄付では一時的な復興は

可能であっても，それが持続するとは言い

難い．その点では，ソーシャルビジネスで

はビジネスの手法を用いて社会的課題に取

り組むので長期的かつ，持続的な復興支援

が可能になってくる．また， 震災からの復

興を展望する際，政府や企業の役割も重要

であるが，地域におけるソーシャルキャピ

タルの醸成を伴った雇用創出効果という点

で，社会的企業家と政府・企業・地域コミ

ュニティ等との協働という方向がもっと模

索されてもよい．[6]と言われているように

被災地でソーシャルビジネスを用いること

で，人々の協調行動が活発化することによ

り社会の効率性を高め，雇用創出といった

点でも必要とされると考える． 

 

3．2 被災地でどのように役立つのか 

 

3．2．1 被災地における社会的課題 

 

被災地における社会的課題として①雇用

の必要性と②労働に対する誘因の喪失が挙

げられる[7]． 

まず，①雇用の必要性について述べてい

く．過去の災害からも学んでいる通り，被

災地での雇用創出はなくてはならないもの

である．雇用創出による地域経済の再生を

急がなければ，被災者と企業が現金を創出

する機会が無くなってしまうからである．

雇用がなければ，住民の被災地離れに結び

つき，そうすると企業は活動の継続が困難

になってしまう． 

仕事を失うということは，単に経済的に

困窮するだけではない．雇用は単なる所得

獲得の手段というだけではなく，多くの人

にとっては生き甲斐の大きな部分を占めて

いる[8]と言われている．つまりは雇用を作

り出すことによって地元の人口流出を防ぎ，
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住民と企業の両方を守ることができるので

ある． 

また，震災発生直後の被災地ではしばし

ば，政府や NGO，NPO，自衛隊といった多様

な主体が提供する緊急支援物資やサービス，

寄付が流れこむことによって一時的に貨幣

を必要としない贈与経済が発達することが

知られている．[8]実際被災地には多くの支

援物資が全国から届けられた．災害発生時

はそういった支援が必要となるが，段階的

に貨幣経済への回帰，あるいは両者を橋渡

しするような性質をもった調整経済への移

行が必要となる． 

次に②労働に対する誘因の喪失について，

震災が起こると，被災以前に働いていて失

業した人には補助金や失業給付などによっ

て，働かなくても生活していく上で困らな

い金額のお金が入ってくる状態にある．震

災からの再生を目指す企業にとって求人を

出しても人がやって来ないと，事業を再開

することが困難になってしまう．このよう

に様々な要因が重なることで，被災地では

積極的に職に就こうとする誘因が機能しづ

らい環境にある． 

 

3．2．2 ソーシャルビジネスを創出する理

由 

 

「各被災地のニーズを充足しながら，既

存ストックが毀損した状況下でも雇用を創

出できる可能性があること」「市場経済が完

全に機能していない状況下で調整経済を生

み出すことで迅速な復旧復興を間接的に支

援し，同時に支援活動を行っている NPO／

NGO の資金調達を補完すること」「従来存在

しなかった就労形態を生み出し，誰かに必

要とされる経験を得ることで被災者の日常

回帰を促進する「つなぎ」となりうること」

という 3 点をあげることができる．[17] 

 

3．3その他 

 

被災地でのさまざまな社会問題（少子高

齢化，雇用問題など）の解決に取り組み，

経済の活性化，新たな雇用の創出に役立っ

ている．そして生活支援ニーズの解決，新

たな資金調達の仕組みの創出，新たなビジ

ネスモデルの被災地から全国への波及も期

待されている．さらには，ボランティアで

はなくビジネスとして課題解決に取り組む

ので，資金面等で今までに取り組むことの

出来なかった領域等に，新たな資金循環や

市場が創出される． 

 

4． ソーシャルビジネスが活躍するための

課題 

 

4．1 現状での課題 

 

ソーシャルビジネスは行政の関与度が小

さく，自立性と継続性（事業性を高め，ビ

ジネスとして成立すること）が重要なポイ

ントとなっている．[9] 

また，2章でも述べたように，社会性と

事業性を兼ね備えた経営ノウハウを持った

人材が不足している[10]ために継続が困難

とされている． 

 

4．2 政府が打ち出した対策 

 

ソーシャルビジネスは行政の関与度が少な

いと言っている反面，東日本大震災の復興
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支援のために様々な支援を行っている．具

体的には，経済産業省は東日本大震災の被

災地の復興を支援するため「東日本大震災

復興ソーシャルビジネス創出促進事業」と

して，ノウハウを被災地に移転する事業や，

ソーシャルビジネス事業者と地元企業を仲

介する事業には費用全額を補助する．上限

額はノウハウの移転で 1000万円，仲介の場

合で 1500万円．被災地で指導するための旅

費や滞在費用，人件費などを想定している．

2012 年度予算に 2億円を計上[11]しており，

積極的にソーシャルビジネス事業促進のた

めのバックアップ体制を敷いている． 

さらには内閣府も「復興支援型地域社会

雇用創造事業」という案も打ち出しており，

こちらは，平成 24 年度末の期間限定である

が，被災地において地域課題を解決するた

めの新規性のある事業を行う「社会的企業」

の起業，「社会的企業」を担う人材の育成を

支援することにより，東日本大震災からの

復興に資する起業と雇用を創造することを

目的とする内容であり，総事業額は 32億円

投入される予定である．[12] 

ここで一つの問題がある．それは本当に

被災地でビジネスとして成り立ち，事業を

継続していくことが可能なのか．という問

題である．それに関しては，次の 5章で取

り上げていく． 

 

5． 被災地で現在行われているソーシャル

ビジネス 

 

 ここでは経済産業省のホームページに記

載されてあるソーシャルビジネス・ケース

ブック(震災復興版）[13]より被災地で行わ

れているソーシャルビジネスやソーシャル

ビジネスの芽になるものからいくつかの事

例を紹介していく． 

 

5．1 水を使わない「バイオトイレ」～被

災地に新たな環境ビジネス～(NPO法人 グ

ランドワーク西神楽） 

 

社会的課題：震災による雇用の喪失と．ト

イレの汚物処理の問題 

事業内容：水を使わず発酵の力でし尿を分

解する「バイオトイレ」の製造と販売する

ことで雇用を創出し．汚物処理の問題も解

決に向かう． 

 

5．2 セキュリテ被災地応援ファンド～少

額ファンドによる被災地企業支援～（ミュ

ージックセキュリティーズ(株)） 

 

社会的課題：震災による二重債務問題や債

務超過によって，資金を調達することがで

きず，事業を再開することができない． 

事業内容：全国から少額出資が可能な個人

向けファンドのサービスを開始し．現在ま

でに 8億円以上を調達しており．新たな資

金調達の仕組みが創出された． 

 

5．3 祐ホームクリニック石巻(医療法人社

団鉄祐会 祐ホームクリニック) 

 

社会的課題：避難所生活による高齢者の日

常生活動作の低下，また喪失感によるうつ，

PTSD等の心の問題 

事業内容：石巻に在宅医療専門の医療機関

を開設し，看護師やスタッフはすべて地元

の人材を雇用．ここから高齢化社会の課題

解決につながりうる新たなビジネスモデル
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を確立することができた． 

 

5．4 なつかしい未来創造(株)～ビジネス

を生むインキュベーション企業～(なつか

しい未来創造(株)) 

 

社会的課題：震災による人口流出 

事業内容：陸前高田の地域資源の特性を活

かした産業復興を地域主体で創造していき，

現地に新たな雇用と産業を生み出すことを

目標としている．まちづくりを自治体に頼

るのではなく民間企業が担うことで，行政

の手が回らない部分もサポートしていくこ

とが可能になる[14]． 

 この通り被災地ではビジネスとして成り

立ち事業を継続して社会的課題に取り組ん

でいることが分かる．また，上に挙げた事

例以外にも，現在被災地では，多くのソー

シャルビジネスが活躍している． 

 

6． 今後の展望 

 

政府が復興に関連してソーシャルビジネ

スの後押しをしていることは現実であるが，

そのことに関して我々は認知できていない

こともまた現実である．実際，被災地でソ

ーシャルビジネスが行われている例がある

こともあまり知られていないと思われる． 

阪神淡路・大震災は多くのボランティア

が活躍したことからボランティア元年と言

われているように，今回の震災を契機とし

てソーシャルビジネス元年になるのではな

いかと期待されている．しかし，現段階で

は制度が確立されておらず，発展途上にあ

る。そのためにも現在，積極的にソーシャ

ルビジネスを振興しているイギリスを参考

として，内閣府第三セクター局が官におけ

る様々なソーシャルビジネス関連施策を一

元的に取りまとめて簡素化することで，事

業者は大きなメリットが得られ，また，政

策の一貫性も見られるようになる． 

また，ソーシャルビジネスのための新た

な法人格(イギリスではコミュニティ利益

会社というソーシャルビジネスに特化した

法人を 2004年に設置している)を設けて世

間的な認知度向上に繋げることが出来れば

良いと思われる．その際に，広くメディア

などでソーシャルビジネスを取り上げ，一

般市民にもっと身近に感じることができる

ようにすべきであると考える． 

そして，ソーシャルビジネスの人材育成

や，マネジメント，資金支援を行うソーシ

ャルビジネスを実施する事業者の支援機関

のレベルアップを全国規模で充実させるこ

とによって，これからソーシャルビジネス

を開始したいと考える事業者がソーシャル

ビジネスに参加しやすくなるのではないか

と考えられる．つまり，ビジネスとして活

躍できる環境整備に努めなければいけない

と思われる． 

また，一般市民の認知度を向上させるた

めにも今後もソーシャルビジネスが広まり，

今後は被災地の復興だけではなく，全国的

に社会問題の解決を担う手段として展開し

ていくことを望んでいる． 

 

注 

(1)気仙沼市における NPO法人ネットワー

クオレンジへのヒアリング(2012年 9月 21

日)より. 
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SUMMARY 

This paper describes the influence of the Great East japan Earthquake on the 
distribution industry．  This paper composed as follows is supply of emergency 
assistance goods， a distributor’s response and an international logistics． 
 
Key words 

relief goods， trade export， fuel shortage， 
 
 
1．はじめに 
 
本稿は東日本大震災による流通への影響

について現在までの研究の指摘を取りまと

めたものである．構成としては緊急支援物

資の供給，流通業者の対応，最後に国際物

流への影響の 3 つの事について論じてゆく． 
2．緊急支援物資輸送の課題 
 
2．1 通常時と緊急時の物流の違い 
 
通常時の場合，民間事業者の情報管理（指

揮命令等）により，荷出人（工場等）が配

送拠点・倉庫等へ荷物を輸送する．配送拠

点では主に保管・在庫管理・仕分け・流通

加工などが行われる．そして配送拠点から

荷受人（小売店等）に荷物が配送される[2]．

これらは各事業者の連携や 3PL事業者など

によって効率の良い物流体制が構築されて

いる． 
3PL 事業者とは荷主でもなく，実際に荷

物を運送する運送業者でもない，第三者の

事業者である．この 3PL 事業者は荷主に対

して最も効率のよい物流システムの提案，

または構築を行う事業者のことである． 
非常時の場合，震災時は通常時と違い情報

管理（全体の指揮命令等）を国・地方自治

体が行う．初めに各地から送られてくる支

援物資を被災地外から各県の集積場所めで

輸送する．次に県から市町村集積場所に，

最後に市町村から避難場所までの三段階で

ある[1]．また 3PL 事業者が行っている情報

管理や指揮命令は，災害時では国地方自治

体等が行っている． 
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物資輸送がうまくいかなかった原因は 5
点あると考えられる． 
2．2 緊急支援物資を供給できなかった理由 
 
①物流施設の被災・機能低下 
 
物流施設の被災により起こった問題として

一つ目に備蓄・在庫のゼロスタートがある．

災害時の物資供給計画は，72 時間以内に被

災地外から物資が届かないという前提で考

えられており，72 時間以内は可能な限り被

災地内で備蓄されている緊急物資や店舗な

どの在物資でまかなうことが原則である[4]．

しかし東日本大震災では津波による被害が

大きかったため，備蓄倉庫，店舗内在庫家

庭の冷蔵庫など，食料品や医薬品の在庫が

ゼロになった地域が多く，備蓄・在庫ゼロ

からのスタートなった． 
二つ目は物流機能の低下である．被災地の

メーカー・卸小売業者や物流事業者の施設

(工場や倉庫など)で，製造機械や倉庫内自動

機器が破損したり，荷崩れを起こした例も

あった[3]．このために出荷するのに時間を

要したと考えられる． 
 
②物流のノウハウを有する者が不在 
 
先述したとおり災害時の情報管理・指揮命

令は国または地方自治体などが行う．プロ

ではない国・地方自治体がオペレーション

を行った．そのため一部で混乱または日本

各地で物資不足に見舞われたと考えられて

いる[1]．もう一つは集積場所での仕分け配

分作業にプロが少なく非効率であったこと

が挙げられる． 
 

③情報・データの問題 
 
一つ目は被災者のニーズと在庫情報のマ

ッチングができない点である．在庫データ

だけでは，在庫の商品タイプ，サイズ，仕

様等の情報が分からない．そのために避難

場所に届けた時点で「返品」されるケース

などがあった[12]．また物資情報をやり取り

するフォーマットがまちまちの状態で大量

に搬入されるために仕分け・検品などの在

庫管理ができないことが挙げられる[13]．こ

のために入庫情報をエントリーできずに，

「簿外品」となり，在庫情報を反映されな

いために，いつまでも出荷されず，結果と

して倉庫内に滞留するといったことになる

[12]． 
 
④大量の支援物資による倉庫の枯渇 
 
東日本大震災では救援物資が全国から送

られた．そのために出庫数量（需要）に対

して，入庫数量が圧倒的に多い．宮城県の

支援倉庫の場合入庫量に対し出庫量が

35：65 と圧倒的に多い[12]．仮に新たなスペ

ースを確保したとしても空いたぶんだけ物

資が入りすぐに埋め尽くされる．このため

に各倉庫業者ともに救援物資が通路・荷捌

スペースを占有し物流施設の機能に支障を

きたしているといったことが起きた[12]．さ

らに時間の経過とともに被災者のニーズも

変化する．例えば震災が発生した 3 月 11 日

の時点では東北地方は雪がまだ降り寒さの

厳しい気象条件であった．その時に送られ

てきた大量の毛布などはその時期には被災

者のニーズにマッチした物資であった．し

かし 4 月，5 月と月が経つにつれて東北地
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方の気温も徐々に高くなり毛布の需要など

も減ってくる．この毛布が結果，滞留物資

として倉庫に残り，トイレットペーパーな

どの流動在庫のスペースまで占有し受け入

れできないといったことが起こった「12」． 
 
⑤燃料の不足 
今回の東日本大震災で大きな問題となっ

たのが燃料不足の問題である．燃料不足は

支援物資の供給に影響をあたえるだけでな

く，SS(1)に長蛇の列ができるなど一般の

人々にも大きな影響を与えた．しかし石油

の量的な不足が原因でこういったパニック

が起こったのかというとそうではない．結

論から言うと東日本大震災時に燃料が不足

した問題は供給側の体制に問題があったも

のと言える．「地震・津波による被害，さら

には停電の発生等により石油製品の製油

所・油槽所等の出荷機能が停止，さらに道

路や港湾が被災したことによる石油製品の

輸送に際して支障が生じ，SS への供給が滞

ることとなった．また，地震や停電の影響

により計量器等が停止し，電力が回復する

までの期間や地震により停止した機器の点

検が終わるまでの間，消費者への給油を行

うことができなくなった SS も多かった．」

とあるように震災の影響で出荷機能が落ち

たこと，道路寸断などにより輸送できなか

ったことなど，これらが原因となって燃料

が供給できなくなったのである[7]． 
以上の列挙した５つの要因が絡み合い東

日本大震災では支援物資が上手く供給でき

なかったと考えられる． 
 
2．3 緊急支援物資供給のための５つの対策 
 

では上記に挙げた５つの問題に対してどの

ような対策があるのかをここでは紹介する． 
① プッシュ型供給 

 
「プッシュ型供給」とは情報途絶を前提と

して災害時に被災者が必要とする物資を想

定して送り込む供給システムである．これ

に対して日常生活での，消費者のニーズを

的確に把握して，適切な量と品質を届ける

ことを，消費者が引き込むという意味で「プ

ル型」と言う[4]．このプッシュ型供給には

先述の大量の支援物資に先述した倉庫の枯

渇といった問題を引き起こす可能性がある．

しかし「情報伝達手段の回復状況にあわせ

て，セットの種類を少しずつ多様化したり，

プッシュ型から個人のニーズにあわせたプ

ル型へと変化させていくことになる」とあ

るように状況に合わせてプル型へと変化さ

せてゆくことで，この問題は解消される[4]． 
 

② 物資のセット化 
 

被災者ができるだけ早く生活をするため

には物資のセット化して供給することが望

まれる．例えば支援物資で袋詰めラーメン

を送ったとする．支援物資で袋詰めのラー

メンだけがおくられても，コンロや燃料，

飲料水，おはしなどがないと袋詰めのラー

メンだけでは食べることができない．こう

したことを踏まえて物資を送る際は食料品

では「飲み物，非常用ごはん，おかず缶詰，

はし・スプーンのセット」や「袋詰めラー

メン，スチロール製どんぶり，はし，飲料

水，コンロ，燃料のセット」などを被災地

外でセットにしてから供給することが望ま

れる[4]．このほかにも乳幼児セットや高齢
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者セットなどニーズに合わせたセットも考

える必要がある． 
③ 受け入れ物資の制限 

 
問題点として挙がっていた大量の支援物

資による倉庫の枯渇問題を解消するために，

在庫過多の物資，出庫実績の少ない物資，

保管効率や荷扱いが困難な物資，被災地か

ら要望のない物資などの物資の受け入れを

制限するといった対策が考えられる[4]．雑

多なサイズが混雑した物資などもデータ管

理の問題点から受け入れを制限することが

望ましい．こうすることで倉庫のスペース

の多くを占有している滞留在庫の問題を軽

減できると考えられる． 
 

④ 民間事業者との協力 
 
災害時の情報管理または指揮命令は 3PL

事業者などの民間事業者ではなく国や地方

自治体が行う．災害という特異な状況なの

にもかかわらず経験知の少ない国や地方自

治体が情報管理や指揮命令など行うことは

非合理的である．「地方自治体と民間物流事

業者が協定を結び，災害時対応の物流集積

場所などの運営や，地域の救援物資の供

給・管理・輸送を一括管理する体制が良い．」

とあるように両者が協力し合いより効率の

良い方法で支援物資供するべきである[12]． 
 

⑤ シグナル 
 

災害が発生し際，被災地で実際に何を必要

とされているかを把握することは難しい．

そこで効果を発揮するのがシグナルである．

シグナルとは「たとえば，東日本大震災で

「シグナル 3」と政府が宣言したら，メー

カーやー卸売業者は決められた緊急支援物

資を東京ドームに集め」とあるように目的

に向かって行動をしやすくするための方法

である[3]．これによって必要な物資を効率

的に集めることができる． 
以上の 5 点が東日本大震災時に発生した

問題を基に出された改善案である． 
 
3．流通業者の対応 
 
3．1 被害状況 
 
震災一週間後の東北二県における百貨店

の場合日本百貨店協会加盟各社の被災地域

における店舗数14店舗のうち3店舗が一時

営業停止となり，総合大手スーパーマーケ

ットは被災地域の店舗数 405 店舗のうち

129 店舗が一時営業となった．店舗数の多

いコンビニは 3729店舗のうち 1694店舗が

営業停止となった．[9]しかし全国展開して

いる大手小売や卸売事業者を中心に，多く

の流通事業者が災害対策本部を設置するな

ど復旧に向けた素早い対策を講じた結果，

震災 1～2 週間以内に多数の店舗で営業を

再開することができた．ここからは大手の

流通業者の対応を考察する． 
 
3．2 営業再開までの対応 
 
3．2．1 ローソンの場合 
 
ローソンは震災が発生した際に東北支社

(仙台)と本社(東京)にそれぞれ対策本部を

設置した．発生直後は停電などの影響で東

北支社よりも本社の方が被害の情報を得や
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すいという逆転現象が起こっていた．その

ために東京本社から被災の情報確認するた

めの建設チームを派遣した．店舗の被災し

た状態をABCDの４つにランク分けをした．

そのまま開業できる店舗を A，少しの改修

で再開できそうな店舗を B，大きな改装が

必要な店舗を C，最後に津波により跡かた

もなくなった店舗を D とした[10]．しかし店

舗は無事でもメーカーの物流センターや工

場，またオリジナル商品である弁当やおに

ぎりもベンダー工場が操業を停止していて

生産が再開できずにいた．そこでローソン

は東北支社で開発された店内でおにぎりを

調理し販売する「手作りおにぎり」で対応

した．これにより店内に商品が入荷できず

とも，原材料と調味料があれば販売できた

ため店頭におにぎりを並べることができた． 
救援物資に関しては東北支社全域が被災

し交通網が麻痺しているために，他の支社

から物資を運びこまなければいけなかった．

しかし隣接する関東地方でも激しい揺れの

ためにベンダー生産設備が損傷を受けてお

り，生産を再開できずにいた．このため被

害を受けていない関西地区から輸送するし

か手段はなかった．おにぎりなどは賞味期

限が短いために日本航空や自衛隊など飛行

機を使い関西から東北へと輸送された． 
 
3．2．2 イオングループ 
 
イオンは地震災害発生時に｢地震・防災規

定｣に則り，幕張本社に緊急対策本部を設置

した．緊急対策本部は被災地エリアで店舗

展開する事業会社，機能会社と迅速に情報

共有できる体制を構築し，被災地の情報を

収集・把握し，その情報をもとに応援部隊

の派遣，商品手配と物流機能の回復，防災

協定に基づく支援物資の供給などの策定を

決定していった[11]． 

商品の調達は自社物流網・国内外からの商

品調達ルート，トップバリューなどの独自

インフラや，業務提携している日本航空や

JR グループとの連携を活かして物流の供

給に努めた． 
 
４ 東日本大震災が与えた国際物流への影

響 
 
この章では東日本大震災が与えた日本の貿

易に与ええた影響について論じる． 
 
4．1 震災を巡る国際物流に関する直近のト

ラブル事例と影響 
 
4．1．1 仙台港でのコンテナ流出 
 
仙台港では津波の被害でコンテナが 2000

本流出した．問題はこの流出したコンテナ

の保障である．この保証は取引の条件によ

り変わってくる．仮に取引条件 A あったと

する．この A の場合は，コンテナヤードで

はまだリスクが売主から買主に移転してい

ないので貨物海上保険で求償できない．こ

の場合は，売主が負担せざるを得ない．ま

た取引条件 A の場合は，通常輸出保険をか

けるが，輸出保険では，地震免責になって

いる． つまり取引条件 A では貨物海上保険

が適用されず，売主が貨物の損害を負担し

なければならないということになる．さら

に売主は代金回収もできないために重い負

担を背負うことになるのである．この例に

似た問題が震災後に発生したのである．1
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ｔ 
 
4．1．2 東北地区の代替港 
 
東北地区の代替港として使用されている

のが新潟港である．新潟港の荷物の取扱量

については震災が発生した 3 月は

17630TEU(2)であったが，2 カ月後の 5 月の

取扱量は 21531TEU にまで増加した．新潟

港が注目される理由としては仙台塩釜港・

小名浜港は復旧に時間がかかることや，八

戸港・秋田港はコンテナをシャーシや保管

スペースが不足しているといったことが挙

げられている[8]． 
 
4．2．東日本大震災による荷動きの変化 
 
コンテナの荷動きは「自動車部品や電子機

器の輸出額が減っているが，その影響は大

きくない．2011 年 3～5 月におけるコンテ

ナ貨物の貿易額は過去５年平均と比較する

と，輸出で 3．6％減，輸入で 5．9％増であ

り，取扱量の推移や仙台塩釜港以外の北米

往航の動向を見ても日本全体としては荷動

きに大きな影響はなかった」とある[8]．こ

の要因は被災地域の全国シェアが高くなか

ったことや，代替の物流チャンネルが早期

に見つけられたことが考えられる． 
原油・石油・LNG の輸入の動向は，最初

に原油は湾港の被災による入港隻数の減少，

仙台や千葉での製油所での稼働停止もあり

全国の 2011年 3月～5月と過去 5年間の平

均を比べると全国規模での輸入が 13．1％
と大きく減少している．石炭については被

災地については輸入減がみられたもの，全

国の 2011年 3月～5月と過去 5年間の平均

を比べると 2．6％減にとどまっている．最

後に LNG に関しては代替エネルギーとし

ての需要が高まっており，震災したにも関

わらず仙台塩釜港以外ではトレンドを上回

る勢いで荷動きが推移している． 
 
5 おわりに 
 
今回の東日本大震災は物資の供給面での問

題点や成功例など学ぶ事が多くあった．供

給面では民間の流通業者は素早く対応し，

店舗に商品を並べることに成功した．救援

物資の仕分け等も，市職員では対応できな

かったが，物流業者に委託することによっ

て解消したという事例も報告された．物資

の輸送などは民間の企業である程度対応で

きたことが保障された．しかしガソリン不

足など民間の企業だけでは対応しづらい問

題も出てきた．災害時の物流システムの構

築は民間の企業にまかせ，国はガソリンの

確保などサポートするといった体制を取る

べきである． 
今後日本はこうしたことを踏まえて災害

時に物流業者と連携を取れるシステムを構

築してゆくことが望まれる． 
 
注 
 
(1)SS：サービス・ステーション 
(2)TEU：1TEU は 20 フィートコンテヤー

ド 1 個分 
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東日本大震災による製造業とサプライチェーンへの 

影響とその対応 
―BCPを見直し、災害に強い企業をつくる― 

The Impact on the Manufacturing Industry and Supply Chains by the Great East Japan 
Earthquake of 2011 and the response against it．  

 ―A Resilient Company Against Disasters Can be Built by Improving BCP． ― 

 
関西大学 社会安全学部 永松ゼミ 

平井 紀梨香 
Faculty of Safety Science， Kansai University 

Kirika HIRAI 
 

 

SUMMARY 

The Great East Japan Earthquake brought much damage to the Tohoku region， 

Especially the impact on manufacturing industries by break down supply chains was 

serious． Nowadays, the structure of manufacturing industries has become complicated 

since the industry has increased efficiency and specialization. It was time consuming for   
companies to grasp whole damage and which was the hindrance of early restoration and 
revival of their businesses. Then, it becomes important to visualize its supply chain 
beforehand or to make the BCP (business continuity plan) in cooperate with its supply 
chain. 
 
Key words 

The Great Eastern Japan Earthquake， Manufacturing Industries， Supply Chain， 

Business Continuity Plan， Visualize 

 

1．はじめに ～東日本大震災と製造業～ 

 

 東日本大震災は，交通インフラや情報通信

インフラが高度にネットワーク化され，産

業・経済活動の効率化に向けたサプライチェ

ーン(供給網)マネジメントが本格化した社会

において初めて経験した，広域かつ大規模な

地震災害であったといえる．そのため，全国

規模のサプライチェーン展開を図る大企業は

高度にネットワーク化された社会が被災した
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場合の波及影響の大きさを痛感することにな

った[1]． 

製造業の現場でも，部品から完成品まで1

つの製品を単独の会社で製作するというのは

まれで，効率性を極限まで追求した方式が採

用され， 複雑かつ集約化されたサプライチェ

ーンが構築されていた．しかし今回の震災で

はその全体の被害状況の把握に時間がかかり，

復旧・復興の妨げとなった．そこで，あらか

じめサプライチェーンを可視化しておくこと

や，サプライチェーンと共同してBCP（事業

継続計画）を作成しておくことが必要であり，

早期の復旧には「現場力」も重要であること

が認識された． 

また，日本の製品の特徴であり強みでもあ

る，最先端でオンリーワンの技術で作られた

製品は諸刃の剣であり，一方で大きなリスク

をはらんでいることが今回の震災で認識され

た． 

 この論文の目的は，サプライチェーンを持

つすべての企業に対してBCP(事業継続計画)

を見直すきっかけにしてもらうことである， 

 

2．製造業への影響 ~「ものづくり日本」へ

の傷~ 

 

2.1 東北地方・関東地方の生産活動の停止・

減産 

 

 東北地方は，基幹部品・素材の工場の集積

地だったため，日本全国および日本企業が世

界シェアの大半を占める多数の部品・素材の

供給がストップした． 

被害甚大3県（岩手、宮城、福島県）の経

済規模は日本のGDPの4％程度．東北地方の

自動車部品は全国の0．3％，電子部品輸出額

は全国の0．4％に過ぎないが，東北地方で生

産される自動車部品が中間投入先として使用

されるエリアとして自地域は27％に過ぎず，

関東（57％）をはじめとした他地域が多い．

その結果，他地域での完成品（又は部品）の

一部として輸出される「間接輸出」は，自地

域で生産・輸出まで完結する「直接輸出」の

約2倍となっている．そうした点を踏まえる

と，東北地方で生産された部品の多くが，東

北以外の国内外で生産される自動車の一部と

して，我々の目に見えない形で需要者の手元

に届いているといえる[2]． 

マイコンで大きな世界シェア（約30％）を

占めているルネサスエレクトロニクス，リチ

ウムイオン電池用の接着剤で世界シェア

70％を確保していた中堅化学メーカーのク

レハなど，高いシェアと特殊な技術を持つ企

業が被災したことが日本の製造業に大きな打

撃を与えた．このようなサプライチェーンの

寸断により東北・関東地域全体および日本全

国，全世界の製造業が稼動停止や減産を余儀

なくされた[3]． 

 自動車業界においては，トヨタ自動車は直

接的に工場が被災しなかったにもかかわらず，



108 
 

震災発生以降国内の全工場の稼働を停止し，

それらのすべての工場の稼働が再開されるま

でに5週間程度を要している[4]．震災から6日

後の3月17日から，トヨタ自動車の豊田章男

社長は，日本自動車工業会会長であり日産自

動車最高執行責任者の志賀俊之氏と頻繁に連

絡をとりあった．「再開一番乗りを競うこと

はやめよう」と，ホンダ社長など各社トップ

ともホットラインを結び，各社共同で支援対

策本部を置き被害状況など情報を共有化した．

また各社が地域ごとに復旧支援や顧客対応を

分担したり，相乗りのチームを編成し取引先

への支援の実効性を高めるなど同業者間で共

同戦線を張り，サプライチェーンの復旧を急

いだ[5]．特筆すべきは，下請け会社において，

操業が困難であった企業は，その技術を同業

の操業可能な企業に公開し，サプライチェー

ンの頂上の企業の操業が一刻も早くかなうよ

うに協力した[6]．このような業界全体やサプ

ライチェーン全体の協力によって，自動車の

完成品メーカーは7～9月には100％震災前の

生産水準を回復するに至った[7]． 

 このように，製造業の復旧・復興に向けて，

各企業がお互いに協力し合って，操業を再開

するという事象が，様々なところで起きた．

これは，製造業者への実際のヒアリング調査

からも明らかになった点である。 

 

2.2 法人減税・TPP(環太平洋経済連携協定)

への参加検討の見送り 

 

 日本の法人税は諸外国と比べて突出して高

いレベルに放置されている．2011年度税制改

正に法人税の5％引き下げを盛り込んだほか，

外資系企業の法人実効税率を軽減する措置な

どを含む「アジア拠点化推進法案」を今国会

に提出していたが，震災の発生で当面棚上げ

される見通しとなった．また，世界で拡大し

つつあるFTA(自由貿易協定)の網から日本が

取り残されれば，日本の輸出企業は圧倒的に

不利になる．2011年6月までにTPP参加の可

否の最終判断をする予定だったが，震災を受

けて先送りとなった．仮に韓国が対米国，対

EU，対中国のFTAを発行させ日本が取り残

された場合は，日本の輸出は年間112億ドル，

日本円にして約 1兆 4600万円 (GDP の約

0.2％)も失われるという試算がある．FTAを

推進する余裕もなくなった現状は，ビジネス

環境にとって手痛い打撃である[7]． 

 

2.3 放射能汚染の懸念 

 

 風評被害は工業製品にも広がっており，輸

出相手国の業者から「汚染されていないとい

う証明書がないと受け取れない」と拒否され

る事例が増えている．輸出業者には，事前に

検査機関に放射性物質検査を頼み証明書を取

得する時間と費用が重くのしかかる[8]．また，

今後も「放射性物質に汚染されている」とい

う風評被害に，東北地方だけにとどまらず日
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本全体が悩まされることも想定される． 

 

2.4 安全・安心の日本ブランド低下 

 地震列島であること，原発のリスクを背負

っていることが再認識されることによって，

「日本のものなら安全・安心」という国際的

に高い優位性のあったブランド力が薄れ，部

品供給や完成品の輸入においても「日本はず

し」がはじまる可能性が高い[7][8]．日本ブラ

ンドの早期信頼回復は今後の課題となる．一

方で，このような大災害にもかかわらずサプ

ライチェーンの復旧につとめ，生産を早期に

再開できた企業は世界から高い評価を受け、

日本の製造業の「現場力」をアピールする結

果となったという事例もある． 

 

3．サプライチェーン途絶による影響 

 

 サプライチェーン途絶の影響は明らかに非

製造業に比べ，製造業に偏っている．製造業

の中では，もともと直接被害額が大きい食品

に加えて，化学素材，鉄鋼，一般機械，電子

部品，自動車関連部門などで大きな影響がみ

られる．特に，自動車関連部門では，直接被

害額は他産業と比較してそれほど大きくない

のにもかかわらず，サプライチェーン途絶の

影響が大きく出ていることが特徴的である．

これは，自動車の製造には数万点といわれる

部品が使われ，それらが一次下請け，二次下

請け，三次下請けなどといった複雑な分業構

造の下に成り立っていることに起因している

ものと考えられる． 

 しかし，サプライチェーンの途絶による影

響は震災の直後にこそ深刻に懸念されたもの

の，その後の被災工場の復旧に向けた懸命の

努力や，代替供給先の確保によって，数か月

後にはその影響の大部分が解消されていった．

そうしたプロセスは、大災害後の事業継続の

ノウハウとして個々の企業に蓄積されていく

はずである[6]．  

 

4．震災を経て明らかになった問題点 

 

 世界に誇るモノづくり大国の日本の製造業

を支えてきた効率性の追求と特殊で固有性の

ある技術をもつサプライチェーンが，今回の

震災では脆弱性として露見され、製造業に大

きなダメージと，たくさんの問題をもたらし

た． 

 

4.1 複雑なサプライチェーン 

 

 東日本大震災では，過去の大震災からの被

災経験を活かして，建物・施設の耐震化の推

進やハード面での着実な技術力向上を図ると

ともに，いわゆる現場力の強化によって被害

軽減を実現した事例も多い．これは地震大国

の日本で製造業を経営するために，各企業が

事業継続計画(BCP)を積極的に推し進めてき

た成果ともいえる．一方で、サプライチェー
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ンの寸断や電力不足に代表される社会インフ

ラの停止による広域への影響の波及は，自社

の経営資源を耐震化するとともに現場力の強

化を目指してきた従来のBCPの取り組みだ

けでは対処できない問題であったといえる．

２次調達先の工場は盲点となっていたサプラ

イチェーンの把握に2週間もの時間を要した

企業もあるなど，何層にも及ぶサプライチェ

ーンの把握は重要かつ難しいものであること

が判明した[9]．ものづくりにおける組み立て

メーカーとサプライヤー間の，緊密で高い相

互依存性を基礎としたサプライチェーンこそ

が，今日の日本の製造業の特徴であるといっ

てよい[10]． 

 

4.2 代えの利かないサプライヤー ～サプ

ライチェーンの複雑化と集約化～ 

 

 サプライチェーンの構造が末広がりの「山

型(ピラミッド構造)」ではなく，特定企業に

重要な部品の発注が集中する「樽型(ダイヤモ

ンド構造)」（あるいは供給経路が複雑に入り

組んだ「メッシュ型」）の箇所がいくつもあ

ったことが震災後初めて判明した(図1)．今回、

サプライチェーンが集中するボトルネックの

活動が停止することで，サプライチェーン全

体が機能しなくなった[11][12][13]． 

 
図1. ピラミッド構造とダイヤモンド構造 

 

 他に真似のできない技術を持つ企業をサプ

ライチェーンに取り込むことは，製品の競争

力を高める反面，サプライチェーンを脆弱化

することにもなる．オンリーワンの技術を持

った企業であることは，今後は強みであると

同時に弱みにもなりかねない[13]． 

グローバル競争の激化とともに，製造業の

サプライチェーン全体において，徹底した効

率化・低コスト化，在庫を極力減らした「ジ

ャスト・イン・タイム」の供給体制が進めら

れてきた結果として，完成品メーカーからみ

た二次下請け以下で，中核部素材の生産が特

定の企業に集中する自体が生じている．この

ことにより，サプライチェーン途絶のリスク

が高まっていた[10][14]． 

 今回の震災で日本型サプライチェーンの脆

弱性が明らかになったが，それだけをもって

サプライチェーンが非合理的であると考える

のは適切ではない．日本の製造業の現場では，

メーカーとサプライヤーが緊密な関係を構築

しているため，製品の製造にあたって相互に



111 
 

最適化を図りながら共同開発を行う「すりあ

わせ」というスタイルが採用されてきた．以

上のことはサプライチェーンが集約化されて

きた結果であり，このような日本型サプライ

チェーンは競争力の源泉となってきた．また

有事からの復旧能力という観点では，サプラ

イチェーンのダイヤモンド構造はボトルネッ

クを特定しやすいために，集中的な復旧作業

が行われる傾向がある[11]． 

 

5．今後考えられる日本の製造業への影響 

 

 今回の震災により，東北地方が巨大なサプ

ライチェーンにおける部品供給の重要な拠点

であり，その影響力は世界中に及んでいたこ

とが示され，また日本が全国どこで大規模災

害が起きてもおかしくない地震列島であるこ

とが再認識された．重要な部材の生産拠点が

特定の地域に偏らないように立地分散を図る

観点からも，日本の部材メーカーが工場の海

外移転を考えたり，日本の完成品メーカーが

部材の発注の一部を海外メーカーに切り替え

る動きが出るなど，サプライチェーンの海外

生産移転が進むことが予想される．海外メー

カーについても，サプライチェーンの寸断が

長引けば，日本製部品に依存することにリス

クを感じ，代替調達先への切り替えを検討す

るだろう．このように産業の空洞化が深刻化

することが考えられる[15]． 

 

6．災害から製造業を守るには～今後の課題

～ 

 

 災害が起きた場合の製造業への直接被害や，

サプライチェーンの寸断などによる間接被害

を軽減させるためには，以下の３つの有効な

対策が考えられる． 

 1つ目は、サプライチェーン供給先を複数

確保しておき，リスク分散をはかることが挙

げられる．生産拠点や部品調達先を集積させ

ず，日本海側や海外をも視野に入れた超広域

分散は有効な手段であるといえるだろう[1]．  

 2つ目は，サプライチェーンのリスクの可

視性・複雑なサプライチェーンの透明性の向

上である[1][9]． 二次供給先，三次供給先，ボ

トルネックとなりうる供給先を，事前に明確

にしておかなければならない．大規模災害が

起きた後では，情報通信インフラも途切れて

被害状況の把握は困難をきわめ，復旧が遅れ

てしまう．平時からさまざまなリスクを想定

して可視化することと，二次供給先以下の複

雑なサプライチェーンも把握しておき，集中

的な支援を行える環境をつくる．またその上

で，サプライチェーン全体と共同でＢＣＰ再

構築に取り組み，危機対応を取り決めておく

ことが３つ目の対策として挙げられる[12]． 

個人企業レベルでのサプライチェーンの頑健

化は困難である可能性が高いため，似通った

生産技術に基づく産業集積，あるいは大規模

な工場のある地域間で，情報交換しておくな



112 
 

どの必要がある[9]．災害時にはサプライチェ

ーン，同業のライバル企業とも協力して復旧

できるように，普段から良好な付き合いをし

ておく． 

 そのほかに考えられる施策としては，製造

業の完成品メーカーはサプライチェーンが寸

断してしまうリスクを避けるために，素材を

メーカー間で共有化[2] や，基幹部品の標準化

[10] を図ることも視野に入れなければならな

いかもしれない．日本のものづくりにおける

「すりあわせ」によるオンリーワンの部品は

ボトルネックとなり，製造業にとってのリス

クにつながる．しかし，そのすべてを標準化・

共有化してしまうことは日本の製造業の強み

を喪失してしまう可能性を生むので，その兼

ね合いの施策を考案していく必要がある．ま

た職人技の形式知化，つまりものづくり技術

の経験・勘を可視化する「知識基盤化」する

取り組みも必要となるかもしれない． 

 日本のような地震列島で国力を維持するた

めには、BCPを強化・再構築し，製造業の国

際的な安心で安全，高性能・高品質のブラン

ド力をさらに高めていくことが必要となって

くるだろう． 
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SUMMARY 

This paper, I inquirs response of insurance companies sgeinst the Great East Japan 
Earthquake. Since the damage greatly exceeded estimation, each insurance company 
had to take coumtermeasures when the massive earthquake occurred, the speed of 
response becomes important. 
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1. はじめに 
今回の東日本大震災の災害において多く

の被災者が出た.また、今回の地震は揺れだ

けでなく津波の被害も多く出た.東北の沿

岸部の被害が多かった為多くの漁業従事者

が漁船などに被害を受けた.また,津波で家

を流されるなどの被害も多く見られた.そ
こで,この論文では保険会社の地震保険に

対する被災後の対応,漁船保険協会の漁船

保険に対する被災後の対応について述べて

いく. 
2. 地震保険・漁船保険について  
 
2.1 地震保険について 
まず保険制度に馴染まない地震リスクを

カバーするため地震保険制度は次のような

特徴を持っている.巨大損害の発生に備え

て政府が再保険によって保険責任を分担す

るほか資金の斡旋または融通を図り,政府

が全面的にバックアップする官民一体のシ

ステムを採用しており,さらに地震保険の

再保険専門会社（日本地震保険株式会社）

にすべての契約をプールし,民間の危険準

備金を一括して積み立てるのである.そし

て逆選択の防止の為に火災保険に原則自動

付帯することとしている.また,法律の目的

は「地震等による被災者の生活の安定に寄

与すること」とされているので,地震保険の

目的は地震等により損害を受けた建物など

を復元することではなく,被災後の当面の
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生活資金の提供と言えるのである. 
地震保険の契約方法は住まいの火災保険

と併せて契約するため,地震保険のみでは

契約できないが,火災保険の契約期間の途

中から地震保険を契約することは可能であ

る.補償対象は住居の用に供する建物（住宅）

と生活用動産（家財）とされている.対象と

なる損害は地震・噴火またはこれらによる

津波を原因とする火災・損壊・埋没または

流出による損害とされているが 72 時間以

内に生じた 2 以上の地震等は一括して一回

の地震とみなすとされている.[2]  
 

2.2 漁船保険について 
 
漁船保険は漁船保険組合によって運営さ

れており,漁業者は保険料を支払った時に

その組合員となるものとされておいる.保
険組合は全国に 45 あり,これらの組合が会

員となって漁船保険中央会が組織されてい

る.そして漁船を所有していれば近くの漁

業協同組合に申し込みをすれば加入するこ

とができる.しかし,組合員でないと加入の

資格がないので不可能である. 
漁船保険組合は組合員に対して保険責任

を負っているが,その一部を中央会に再保

険している.さらに,中央会も国に再保険を

している.また,漁船保険は発生する事故の

種類によって特殊保険・普通保険に分類さ

れている.特殊保険とは戦争・変乱・襲撃・

捕獲などの戦争危険による事故を対象とし

ており,普通保険は地震・津波・台風などの

自然災害だけでなく,操縦ミスによるもの

も対象とされているのである.[7] 

 
3. 東日本大震災での地震保険に対する保

険会社の対応 
 
3.1 今回の地震保険の支払にあたっての対

応 
  
地震保険損害処理の適正かつ円滑な実施を

図るために日本損害保険協会本部に中央統

轄機関として,「地震保険中央対策本部」を

設置した.これは東京に設置されたもので

業務としては,損害処理基本方針の決定と

指示,共同調査および各保険会社の損害処

理業務の統轄・支援,そしてその他業界とし

ての損害処理推進に関する重要事項の決定

および実施を主な業務として機能した.   
そして,東北支部に被災地現地統括機関

として,「地震保険現地対策本部」を設置し

た.これは仙台に設置されたものであり,業
務としては中央対策本部との連絡および損

害処理基本方針の現地各保険会社への伝

達・徹底,共同調査にあたっての具体的方策

の検討・実施,そしてその他現地における損

害処理推進に必要な事項の検討および実施

を主な業務として機能した. 
また ,具体的な取り組みとして ,相談対

応・損害調査対応・特別措置・情報発信な

どの取り組みが行われた.相談対応では情

報提供機会の充実を図るために,「損害保険

に関する相談窓口のお知らせ」を各損害保

険会社・避難所・行政機関等で掲示するな

ど,各社相談窓口を協力して行う体制をと

り窓口不明のお客様への適切な対応,契約

保険会社不明のお客様への対応を強化する

目的で行われた.そして,日本損害保険代理

業協会との連携によって被災地での相談機

能の強化に取り組んだ.損害調査対応では,
迅速な損害調査に向けた対応のために航空
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写真・衛星写真などを活用した共同調査を

実施した.業界で延べ 1万人を超える要員を

投入して対応を行った.地震保険金を漏れ

なく支払うために請求勧奨の実施も行った.
共通枠組みの構築を行い被災状況に即応し

た基準の明確化,損害調査の効率化を図っ

た.特別措置としては,継続契約の締結手続

き猶予で最長 6 か月間の猶予を与え 2011
年 9月末日まで延長した.また保険料の払い

込み猶予・自賠責保険の猶予措置を行い期

間の延長を行った.情報発信の取り組みは

協会のホームページをはじめ,各種メディ

アを活用して,国内外への広報活動を推進

するなどを行ってきた.[1][3] 

 

3.2 今回の地震での課題 
 
今回の東日本大震災で地震保険について

の課題が強靭性,商品性について大きな課

題があることが分かった.強靭性について

述べると,地震保険契約者の安心感を維持

するためには保険金支払の原資となる準備

金の確保が重要な課題となる. 
特に今後 30 年の間に高い確率で発生が

予想される東海・東南海・南海地震や首都

直下地震が発生した場合で保険金支払に一

定の目途が立つことが望ましいと考えられ,
地震保険は超長期の収支相償を前提とする

ため,必ずしも周期的な地震の発生時まで

に準備金を充足させる必要はないものの,
今後 30 年間でこれら４地震が全て発生す

るとの想定してみる. 
そこで収入と支出を単純計算すると,収

入見込み（現在の準備金残高に今後 30 年
間の再保険料収入や運用益を加算）約 4.9
兆円～5.9 兆円に対し,支出見込みが約 7.2 

兆円と,収入が支出を約 1.3 兆円～2.3 兆円

下回る状況である. 
準備金の不足額は,その後の保険料収入

で賄われるため,制度を維持することは可

能だが,今後の巨大地震発生の可能性を考

慮すれば,収支を改善する方策や保険料率

の設定方法を見直す等の方策により,制度

の強靭性をさらに高めておくことも検討の

余地がある. 
また,東日本大震災では,大規模な余震が

多発しましたが,本震から 72 時間経過後の

地震は,本震に起因した一連の地震と考え

られる場合でも,別の地震として取り扱っ

た.東日本大震災の損害査定では,本震後の

一定期間は安全確保の観点から査定要員の

投入が困難な時期があり,本震の被害が確

認できない状況で大きな余震が発生した結

果,本震による被害と余震による被害の判

別が困難なケースが多数発生し,公平な保

険金支払の確保に支障が出る事態も懸念さ

れた. 
次に,地震保険の商品性の課題について

述べていきたい.今回の震災において,「一部

損」（5％払）と「半損」（50％払）の保険金

に 10 倍の格差があること,また「一部損」

の保険金では修理費が不足するとの不満の

声もあり,地震保険をより魅力ある商品と

する方策を検討する必要がある.また,現在

の保険料を地域別にみると,保険料が最も

低い１等地と最も高い４等地とでは３倍以

上の格差がある.今後,地震本部により「南海

トラフの地震」等の評価が見直された場合,
被害が想定されている３等地や４等地の保

険料が上昇し,格差がさらに拡大すること

も懸念される.地震保険の普及拡大を図る

観点から,地域ごとのリスク格差よりも加
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入者全体の相互扶助を重視し,保険料格差

を縮めることにより加入し易い保険料体系

に見直す方策も考えられる. [1][3]  
 
3.3 出てきた課題に対して考えられる対策 
 
 制度の収支を改善する観点から,制度全

体のリスク量を抑制するため,現行の補償

内容の一部を縮小する方法が考えられてい

る.これにより,保険金支払による準備金の

減少額を一定程度抑制できるが,補償の縮

小は商品魅力の低下に繋がり,普及拡大を

阻害するおそれがある. 
また,東日本大震災（東北地方太平洋沖地

震）は,地震調査研究推進本部より発生周期

が「600 年程度」と公表されており,今後こ

の震源モデルを料率に反映する必要がある

が,600 年は極めて長期に亘る期間であり,
新たに追加された震源モデルに対して準備

金の積立ペースを早め安定的な制度運営を

行う観点から,料率算出にあたっての再現

期間を 600 年より短く設定する方策が考

えられている.しかし,再現期間を短くする

ほど 1 年あたりの保険料負担が増加する点

に留意する必要がある. 
また,現行の震源モデルに反映されてな

いうえ,１兆円を超える保険金支払が必要

となった東日本大震災ではあるが,この震

源モデルのみ再現期間を見直すことの合理

性を整理する必要がある.このように強靭

性を強化する政策は考えられているが強靭

性に重きを置いてしまうと,契約者に対す

る負担が大きくなるといった問題も発生し

てしまうなど難しい問題である.そして公

平な保険金の支払いについては, 東日本大

震災のように大規模な余震が長期化するこ

と,海域での最大余震は 10 日以内に発生す

るケースがあることを踏まえると,1 地震の

定義を 72 時間から拡大することが考えら

れる.余震期間に関する科学的な根拠は難

しいものの,制度創設時に参考とした米国

の制度においては現在,カリフォルニア州

の地震保険では 360 時間（15 日）以内を 1
地震と定義しており,これを準用すること

も考えられます.また,東日本大震災の経験

を踏まえて 30 日間あるいは 60 日間以内の

地震を１地震とすることも考えられる.こ
の問題は諸外国の制度を参考にし,日本に

あった制度に変えていくことが望ましいと

思われる. 
次に地震保険の商品性の課題対策として

は,１部損と半損の保険金の格差問題につ

いてはすでに 3 つの案が上がっている. 
1 つめは３区分のまま一部損の支払割合

を引上げる方策である.これは,一部損の支

払割合を 5％払から一定程度引上げ,半損

（50％払）との格差を縮小する方策が考え

られる.しかし,現行の３区分を維持するた

め,査定の迅速性への影響は限定的である

が,補償の拡大に伴い保険料負担が大幅に

増加するおそれがあります.また,損害が一

部損の水準に達せず,保険金支払の対象外

（免責）となる加入者と一部損の加入者と

の格差が現行より拡大してしまいかねな

い. 
2 つめは, 一部損を分割して４区分とす

る方策である.一部損の一部（被害の大きい

層）の支払割合を 5％払から一定程度引上

げて,４区分とし,半損（50％払）との格差縮

小を図る方策も考えられている.しかし,こ
れについても,補償の拡大に伴う保険料負

担は,上記ほどではないものの,大幅に増加
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するおそれがあります.また,支払件数の約

79％を占める一部損を２つの区分に分離す

ることになるため,一部損の中でひとつ上

の区分に該当しないか,再査定を依頼され

るケースが多くなると予想され,査定の迅

速性を大きく損ねるおそれがある. 
最後に,半損を分割して４区分とする方

策である.半損を２つの区分に分離し,半損

の一部（被害の大きい層）の支払割合を

50％払から一定程度引上げるとともに,残
りの一部（被害の小さい層）の支払割合を

50％払から一定程度引下げて,４区分とす

る方策も考えられる.（支払割合の引上げ・

引下げにより保険料水準には影響を与えな

い前提.）また,損害区分の見直しに伴う保険

料の引上げを避けられるほか,支払件数が

比較的少ない半損の区分を２つに分離する

ため,再査定のご要望は現行より増えるも

のの,査定の迅速性への影響は二つ目の案

よりは抑えることができると考えられる. 
また,半損の補償を分割することで,一部

損と半損のみならず,半損と全損の間の格

差も縮小する.しかし一方で,一部損の補償

水準が据え置かれるため,一部損の保険金

が少ないという課題は残ります.また保険

料の問題については, 全国一律案（1・2・3・
4 等地統合）を実施すると現行保険との対

比では,４等地の保険料負担が大幅に軽減

されるが,１等地の保険料は 2倍以上の水準

となる.また,リスクが高い４等地の加入ペ

ースが他の地域を上回った場合,制度全体

のリスク量の増加により,保険料の引上げ

が必要となるケースも考えられる.また,2
区分案（1・2 等地統合,3・4 等地統合）を

実施すると首都直下地震や東海・東南海・

南海地震による被害が懸念される 3・4 等地

を統合し,これ以外の 1・2 等地を統合して 2
区分とする案もある.特に巨大地震が想定

される関東や太平洋の南海トラフに近接し

た地域と,これ以外の地域ではリスクの格

差が存在すると考えられるため,この両地

域は別の区分とした上で,相互扶助の観点

から各地域内で等地を統合する案である.
また,現行保険料との対比では,1等地と 3等

地の保険料水準が上昇し,2 等地と 4 等地の

保険料水準が低下し,保険料の最大格差は

現行の 3倍よりは縮小する見込みです.そし

て 3 区分案（1・2 等地統合,3 等地,4 等地は

統合せず）は上の 2 区分案において,3,4 等

地は一定のリスク格差があるとみて統合せ

ず,全体を 3区分とする案も考えられている.
また,この案では,3 等地の保険料水準の上

昇は避けられる,今後の地震本部の震源モ

デル見直しに伴い,4 等地の保険料が大幅に

上昇することも想定され,4 等地の普及拡大

が進まないケースも考えられる.また,保険

料の最大格差も現行と大きく変わらないと

見込まれている.商品性の課題に関しては

今回の地震を教訓として改善できるであろ

う. [1][3][10] 

 
4. 東日本大震災における漁業保険に対す

る対応 
 
4.1 今回の地震の被害状況 
 
 この震災によって被災した漁船は,全国

28 組合で 2 万 1,000 隻,支払保険金は 570
億円に上るものと推定された.特に損害の

多い岩手,宮城,福島の 3県は 1万 9,000隻が

被災,支払保険金は 458 億円と推定された.
引受保険金額は 874 億円であり保険金額ベ
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ースで 52％が損害を受けたことになる. 
また隻数ベースで 94％が被災したこと

になる.平成 24 年 1 月末現在,全国計で 1 万

9,000 隻、414 億円の支払いが行われた.ト
ン数区分別の被災率（被災漁船隻数を引受

隻数で割った数値）は 0～4.9 トン階層で

95％,5～19トン階層で 76％,20～99トン階

層で33％,100～999トン階層で27％であり,
小型漁船の被災率が非常に大きくなった.
特に0～4.9トン階層に含まれる船外機漁船

の 99％が今回の津波により被災した.[8][9] 

 
4.2 今回の地震に対する対応 
 
 東日本大震災は,過去に例を見ない大震

災であり,通常の調査・保険金の支払処理を

行っていたのでは迅速な保険金支払は到底

できないと判断され,また,通常の事故では

想定できない陸上に乗り上げた漁船の救助

や多数の漁船の漂流など通常処理では救助

して修繕することは不可能ではないかと危

惧されたことから,いくつかの特例措置を

とることとなった. 
1 つに保険金の満額支払いである．保険

組合の定款で定められた準備金が不足する

場合の保険金の削減規定は行わないとした

のである.（被災地域にある岩手県・宮城

県・福島県において,当該漁船保険組合が保

有する準備金を使用しても,自己責任部分

の支払いのための財源が不足した場合,保
険金の満額支払いに支障をきたす恐れがあ

ったことから支払い財源補助として平成２

３年度１次補正で 76億円が手当てされた.） 
2 つめは保険金の早期支払いと請求手続

きの簡素化を図った.これは,漁業者に一刻

も早く保険金を支払うため,通常行われて

いる全損認定の手続きを簡略化し,請求書

類,添付書類の省略などを行うこととした

のである. 
3 つめに保険金額を超えて支払う救助費

の柔軟な適用を行うようにし,保険金額を

超えて支払う救助費については従来から適

用可能な概念であり,約款にも明記されて

いるがこの運用にあたっては柔軟に対応し

た.（多くの漁船が同時に被災し,通常時の対

応が困難であり混乱が予想されたためなど）

最後に陸上保管機器のてん補の柔軟な対応

を図った.通常,保険の目的物（漁船）の損害

について保険金を支払っているが例外的に

整備などで陸上保管中の機器についてもて

ん補していたが今回保険の目的物の適用を

柔軟な適用を行うなど,柔軟な対応を行っ

た.また被害は,全国 28 漁船保険組合合計で

20,892 隻に及ぶとされ,特に被害の大きい

東北地方及び関東地方の太平洋側の保険組

合では,青森県が 330 隻で被害額 27 億円,岩
手県は10,500隻で195億円,宮城県は8,000
隻で 183 億円,福島県は 849 隻で 79 億円,
茨城県は 238 隻で 15 億円に上るとされた.
平成 22 年度の支払保険金が全国合計で約

140 億 5,600 万円であった.そして被災地で

は様々な憶測や流言から漁業保険支払への

不安が広まり,このために正確な情報の発

信することを目的とし,漁船保険は制度保

険であり契約に基づく保険金は削減するこ

となく支払うこと,また,震災により柔軟に

対応するために水産経済新聞に広告として

掲載し,加入者の不安を払拭することに努

めたのである.また,共同利用漁船等復旧支

援対策事業に対する漁船保険の対応として

共同利用漁船等復旧支援対策事業について

平成 23 年度第 1 次補正予算が成立し,新船
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建造,中古漁船購入など補助されることと

なった.特に新船建造については建造能力

に問題があることから,早期に対応できる

津波で陸上に打ち上げられた船外機船の修

理をこの補助事業を利用して対応すること

となり,このスキームの概要は漁船保険で

経済全損となった漁船を船主が漁業協同組

合に無償譲渡し,漁業協同組合が修繕を行

い,保険契約者が漁協,使用者が漁業者とす

ることとした.このことにより,船外機の損

傷で経済全損になった漁船のうち,船体が

比較的良好な漁船をこの補助事業により,
復活させ漁船として使用することができる

様になった.[8][9] 

 
4.3 今回の地震での課題 
 
 今後の震災組合の漁船の引き受けは修理

した場合には継続契約が行われ,共同利用

漁船等復旧支援対策事業を利用した新造船

および中古漁船が多数新規加入しており,
漁船保険組合は全船加入を目標として保険

契約が行われている.岩手,宮城,福島の 3 漁

船保険組合が過去から積み立ててきた準備

金を今回の一度の大震災で一瞬にして失い,
自力での保険金支払いが不能になるのでは

ないかという事態に直面した.幸い一次補

正により政府の補助金が手当てされ保険金

支払いが不能となる事態が回避されたが,
今後準備金がほとんど０の状態で保険事業

を継続せざるを得ないというきわめて苦し

い立場に追い込まれている.今後,東海,東南

海,南海地震による津波の発生する確率が

高くなっている中,3 組合と同様なこと 
が発生することが予想される.[8][9] 
 

5.今後の展望 
 
今回の地震で二つの保険が直面した問題

はその時だけでなく,今後同じような地震,
今回の地震を上回る大きさの地震が起こっ

た時に保険加入者にしっかり払えるのかと

いう問題が出てきた.地震保険に関しては,
その問題の対策として保険金を上げるや保

険料率を変えるといった対策を考えている

が,これは保険加入者に対する負担が大き

くなってしまうため,文中でも述べたよう

に地震保険の商品性に影響が出でしまう可

能性があるため難しい問題である.しかし,
被災した時にしっかりとお金を支払う強靭

性を持っており,お金をもらえるかという

不安を払拭さえできれば,加入者も安心で

きるので保険金が少し高くとも加入者も増

え,そして保険金も集まるだろうと考える.
また,漁船保険に関しては特異な保険なの

で一度に多くの加入者を増やすことは難し

い.このことから,漁船保険に関しては政府

との連携に重きを置くこと以外対策はない

と感じた.今回も第一次補正予算のおかげ

で支払う事が出来たので,今後も政府との

連携は欠かせないものある. 
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SUMMARY 

Great Eastern Japan Earthquake occurred on March 11, 2011. This earthquake 
caused closedown of the branches of financial institutions. And economy of the Stricken 
area was almost stopped. This paper surveys the impact on financial institution and 
the response to it.   
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1．はじめに 

 

被災地に所在する金融機関は，地震や津

波の影響を大きく受けた．職員が罹災した

ほか，店舗の損壊・流失も多数みられた．

この結果，これら金融機関では，一時多く

の営業店舗を閉鎖せざるをえなかった．東

北 6 県・茨城県に本店のある 72 金融機関

の全営業店舗約 2,700 店のうち，震災直後

の 3 月 14 日は約 280 店が閉鎖している．

また，各地の手形交換所も，施設の損壊や

参加金融機関店舗の被災から，休業を余儀

なくされる先が目立った．被災地の金融機

関は，こうした困難な状況の中で，店舗の

復旧努力や金融機関同士の協力のもと，預

金者や企業に対する金融サービスの提供維

持に尽力を続けた．首都圏の都心部でも，

最大震度 5 強を記録し，一部金融機関の

施設・設備等に影響が出た．また，地震発

生当日は，鉄道の運行停止により帰宅困難

となる職員が多数にのぼった．このほか，

東京電力管内においては，電力供給面の制

約から 3 月 14 日から 4 月上旬にかけて

計画停電が実施され，金融機関の一部もそ

の対象となった． 

このように金融機関は非常に深刻な被害

を被った[1]． 

 

2. 研究の背景と目的 
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まず前提として，金融機関といっても日

本銀行・普通銀行・保険会社・証券会社・

郵便局等など業種は様々である．そこで，

日本銀行とそれ以外の金融機関というよう

に 2 種類に分別した．まずは日本銀行への

影響や対応について論述し，続いてその他

の金融機関（普通銀行，保険会社，証券会

社）について論述するという構成になって

いる． 

本稿の全体像としては，東日本大震災が

発生し，日本全体が緊急対応に追われた中

で金融機関はどのような対応をとり，役割

を果たしたのか．そして今後，それを踏ま

えてどのような対策を推し進めるべきかに

ついて論述していく． 

 

3. 日本銀行の対応 

 

日本銀行は，地震発生の約 15分後，総裁

を本部長とする災害対策本部を設置した．

災害対策本部は，職員や施設の被害状況の

把握や，日本銀行および民間金融機関，決

済システムの業務遂行状況に関する情報を

収集するとともに，必要な対応を決定する

役割を担っている．また，政府や外国中央

銀行等との連絡調整の任にも当たっている

[1]．日本銀行がとった対応は、大きくわけ

て二点である． 

一つ目は，金融機関に対する現金供給で

ある．日本銀行は，取引先金融機関を通じ

て，わが国の国民生活と経済活動に必要な

現金（日本銀行券および貨幣）を供給して

いる．大きな災害が生じると，当座の生活

資金の手当てや先行きに対する不安から，

預金者による預金の引出しが増加する傾向

がある．金融機関は，こうした預金引出し

の動きに備えて，日本銀行本支店から現金

を入手し，手許現金を確保することになる．

今回の震災では，被災が広範かつ大規模で

あったため，日本銀行に対する金融機関か

らの現金手当ても多額にのぼった．日本銀

行は，金融機関と連携しつつ，これに対応

した．また，週明け以降も，被災地金融機

関による現金手当ては増加を続けた．東北

地方に所在する日本銀行支店・事務所での

現金支払いは，被災後 1 週間で累計約

3,100 億円となり，前年同期の約 3 倍の

規模に達した． 

日本銀行がとった二つ目の対応は，損傷

現金の引換えである．日本銀行は，国民が

現金を便利に，かつ安心して利用できるよ

う，水に濡れて汚れたお札や火災で損傷し

た現金など（損傷現金）を，法令に定める

基準に基づき新しい現金に引き換える業務

を行っている．あわせて，後述の「金融上

の特別措置」に基づき，金融機関に対し，

預金者等からの汚れた紙幣の引換え要望に

応じるよう要請している．今回の震災では

とくに津波の被害が大きかったため，水に

浸かった現金の引換え依頼や，火災で損傷

した現金の引換え依頼も生じている．こう

した損傷，現金の引換え依頼は，被災者が

遠隔地に避難したこと等を背景に，東北地

方だけでなく全国の日本銀行本支店で発生

している．日本銀行は，こうした損傷現金

の引換え依頼への対応に全力で取り組んで

いる．本来，本支店のみで行っている損傷

現金の引換え事務を，支店のない岩手県に

おいても実施できるよう，金融機関の協力

を得て，盛岡市内に臨時引換え窓口を設置

した．また，被災地に所在する支店の損傷

現金引換え事務を円滑に進めるため，本支
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店から応援要員を派遣して引換え事務に当

たっている．東北地方に所在する日本銀行

支店および盛岡市内の臨時窓口での損傷現

金引換え実績は，震災発生後 6 月 21 日

（火）までの間に 24.2 億円に達した．こ

の金額は,阪神・淡路大震災後 6ヵ月間に

おける日本銀行神戸支店の引換え実績（約

8 億円）をすでに大きく上回るものとなっ

ている[2]． 

 

4.1 緊急事態発生時における金融機関の

業務継続体制の点検・強化 

 

日本銀行以外の，普通銀行や保険会社等

の一般的な金融機関の対応について論述し

ていく．今回の震災における保険会社の対

応は大きく分けて 3つである．一つ目は，

地震等による免責条項は適用しないことだ．

各契約の約款では，地震等による災害死亡

保険金や災害入院給付金を削減したり，支

払わない場合があると規定されていること

があるが，今回はこれが適用されずに死亡

保険金,給付金などが全額支払われる事と

なった．二つ目は，保険料の払込猶予期間

の延長だ．申し出があれば，保険料の払込

みを猶予する期間が最長 6ヶ月間延長され

る．三つ目は，保険金や給付金，契約者貸

付金の手続き簡易化である．申し出により，

お手続きに必要な書類が一部省略されるな

ど，簡易迅速な取り扱いが適用されるよう

にした．また銀行でも主に三つの対応を行

った．一つ目は，預金証書，通帳を紛失し

た場合でも,預金者であることを確認でき

れば，ご預金を払い戻すこと．二つ目は，

印鑑を紛失した場合は，拇印にて対応する

こと．そして三つ目が汚れた紙幣の引き換

え業務である． 

このように，緊急事態における金融機関

の影響や対応を論述する上で,業務継続体

制の整備は切り離すことのできない問題で

ある． 

では，金融機関が業務継続体制を整備す

る目的について，整理しておく． 

まず，一つ目の目的は自社のためである．

具体的には，金融機関経営におけるリスク

軽減，金融機関としての評価低下の回避で

ある．つまり，緊急時に業務が行えなくな

った場合，収益が見込めなくなる危険性が

ある事と，緊急時に業務停止してしまうよ

うな緊急時に脆い金融機関という評価を受

けてしまう事，この二つに対するリスクマ

ネジメントである． 

そして二つ目の目的は，顧客のためであ

る．被災地などにおける住民の生活保護や，

経済活動の維持，安否確認機能としての三

つの役割を果たさなければならない[5]．そ

してこの三つを目的とした行動が結果的に，

金融機関への信頼，安心感を生むのだ． 

 

4.2 業務の具体的な優先順位 

 

ではどうやって業務継続体制を整備する

のか．一つ目の要素として，事務に優先順

位をつける事が挙げられる．なぜなら緊急

事態に，通常と同じようにすべての業務を

行うことはできない．よって，重要度の高

い業務に時間や要員を割き，重要度の低い

業務に対しては時間や要員を削る，または

一時停止するという発想が必要となってく

る．なので，事前対策として，重要業務を

特定しておくことが大切である． 
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ただし，重要業務の特定には，すべての

金融機関に共通する正解や到達点が存在し

ない．金融機関の数だけ正解がある．なぜ

なら，立地条件，ビジネスモデルがそれぞ

れ違うからである．だがその中でも，金融

機関全般（日本銀行以外）に共通する部分

や標準的なプロセスがあるので，そこに焦

点を当てて論述していく． 

まず，最も重要な業務は，バックアップ

データの取得である[5][6]．なぜなら，バッ

クアップデータがないと，緊急時にお客様

の安否確認が実行できないからである．な

お，データのバックアップに関しては，最

重要対策であるため，一つのテーマとして

後に詳細を論述する． 

続いて重要な業務は，お客様の安否確認

である．バックアップデータを活用し，一

つの安否確認機能としての役割を全うする

ことも，このような緊急事態には求められ

ている． 

安否確認以降については，それぞれの金

融機関が重要業務を事前に選定しておかな

ければならない．ではこれから重要業務選

定の具体的手法を論述する．流れとしては，

まず潜在するリスクを洗い出した上で，災

害規模，期間，発生場所，時間等を考慮に

入れた影響を分析し，リスクシナリオを明

確化する．そして事業の維持・継続のため

に必要な機能を細分化する．最後に，細分

化した機能それぞれについて業務中断の影

響度合いを分析し，影響の大きいものを重

要業務として選定するという順序である． 

そして肝心なのは，こうして重要業務を

選定した後も，環境変化等を踏まえ,定期

的に重要業務を見直すことである[6]． 

 

4.3 ストレスシナリオに見合った体制

の強化 

 

業務継続体制を整備する上で必要な要素

の一つが「優先順位をつけること」である

ことは先ほど述べた通りだが，二つ目の必

要な要素は，「ストレスシナリオに見合っ

た体制の整備」である．ストレスシナリオ

とは，その名の通り「被害の筋書き」であ

る．残念ながら今回の東日本大震災のよう

な巨大災害を想定した業務継続体制は,震

災前には整っていなかった．これはストレ

スシナリオの想定不足が原因である．では，

なぜ想定不足になってしまったのか．それ

は大災害の発生確率の低さと，大規模災害

に見合うようなストレスを想定する組織的

労力，この 2 点が想定の弊害となったのだ．

東日本大震災を踏まえて，ようやく被災地

の金融機関は業務継続体制の見直しを行っ

たのが現実である． 

今回の大規模災害を踏まえた主なストレ

スシナリオの改善事例は，複数の都道府県

にまたがる広域被災を被災シナリオに含め

ること，広域被災に備え，本店が所在する

都道府県以外に対策本部を設置するシナリ

オを追加すること，そして，被害に備えて

通信手段（FAX,衛星携帯電話,モバイル

PC,MCA無線,安否確認システム等）を拡充

することなどである[7]． 

 

5. 被災者の個人情報やデータの保護・バ

ックアップ 

 

4.2にも記したように，バックアップデ

ータの取得は被災時の最重要課題である[8]．  
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バックアップに関する事前対策の目標は

二つ存在する．一つは，緊急時にバックア

ップデータが顧客全員分もれなく存在する

ようにしておくこと．二つ目は，緊急事態

にバックアップデータを取得するのにどれ

だけの時間を要するのかを確認しておくこ

とである． 

そしてこれらの目標に対しとるべき行動

は，バックアップの所得頻度を増やすこと．

これは緊急時のデータの追加入力などの手

間を極力省くためである． もう一つは，

データを戻すのにかかる所要時間を検証し

ておくことである．緊急事態に円滑な対応

をとるためである． 

これらを実現させるために，バックアッ

プセンターを新設する準備を進めることや，

メインセンターとバックアップセンターの

同時被災リスクを想定して，立地上の問題

点を検討すること等が必要である[3]． 

 

6．金融機関同士や，震災が起きた際に関

わることになり得る機関との事前連携・協

力 

 

金融機関は緊急事態に他金融機関との連

携を図る必要がある．実際，今回の震災が

起きた際にも，被災地にある金融機関の経

営陣が集まり，対策本部間での情報交換や

被災地営業店における相互協力等を行うこ

とを約束し合ったようだ[9]． 

それだけでなく，金融機関以外の重要な

関係先（業務遂行上欠くことのできないサ

ービスを自社に提供している先等）が長期

間閉鎖したり他地域へ移転した場合を想定

し，自社の業務継続計画の見直しも行って

いる[10]． 

ちなみに 3月 11日の時点では,業務継続

計画について「策定済み」と回答した企業

は 25.8％であり，「策定中」まで含める

と，44.7％の状況であった．上場企業では，

半数近くの 45％が「業務継続計画策定済

み」である一方で，未上場企業は 2割に満

たない．業種別では，金融・保険業で半数

超が「業務継続計画策定済み」と，群を抜

いて取り組みが進んでいる．一方で，教

育・医療・研究機関や，商業・流通・飲食

業においては，事業継続の取り組みに遅れ

もみられるようだ[12]． 

要するに，金融機関単位で見れば業務継

続計画策定は進んでいるが，日本全体で見

た時にはまだまだ不十分である．金融機関

が業務を維持するには社員の移動手段とし

ての交通機関や，電力会社など，金融機関

を取り巻く環境の業務維持が不可欠である．

つまり，日本全体として BCP策定を推進し

ていくことが今後求められる[13]． 

 

7．まとめ・今後の展望 

 

ここまで日本銀行やその他の金融機関が

受けた影響から始まり業務継続体制の重要

性や整備すべき内容，重要業務特定，そし

て他金融機関等との連携や改善事例につい

て論述してきた． 

その中で，緊急時の最重要業務はバック

アップデータの取得と安否確認であると述

べたが,安否確認が完了した後，何をすべ

きなのだろうかということについて考えた

いと思う．安否確認以降の段取りに関して

は，業種や地域・被害状況等によって求め

られている対応が違うので，個別の金融機
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関ごとに柔軟な対応を行うという事が前提

である． 

4.2 でも述べたように，事前に洗い出し

た業務の優先順位に従うことが基本ではあ

るが，やはり被害の状況やタイミングによ

って臨機応変に事後対応していくべきであ

る． 

だが臨機応変とは言っても，当然ながら

感覚的に意思決定をするようなことはあっ

てはならない．何かしらの軸に照らし合わ

せて判断すべきである．その緊急対応にお

ける意思決定の際に,軸となるポイントに

ついて論述しておく． 

大切なのは，被害規模や発生タイミング

等に応じて，「金融機関として周囲に期待

される業務」という軸で意思決定するとい

う事である．具体的には,自社を取り巻く

利害関係者を洗い出し，それぞれの関係者

から自社に対しどのような業務の実施が期

待されるかを想定することが肝心となる． 

まとめると， 金融機関は東北 6県・茨城

県に本店のある 72金融機関の全営業店舗

約 2,700 店のうち，震災直後の 3月 14日

は約 280店が閉鎖するなど甚大な被害を受

けた．それに対し日本銀行は災害対策本部

を設置し，被災地への現金供給や損害現金

の引き換えを行った．また生命保険会社は，

地震等による免責条項はの不適用,保険料

の払込猶予期間の延長，保険金や給付金，

契約者貸付金の手続き簡易化を主とした対

応を行った．銀行は，書類手続きの簡易化

や，日本銀行から委託された損害現金引換

え業務を行った．また，これらの業務と並

行して安否確認やバックアップデータの取

得にも取り組んだ．そして今後経済面にお

いて東日本大震災のような大緊急事態にも

耐えうる日本を実現するには，なにより大

前提として金融機関の業務継続体制を整備

することが不可欠である．業務継続体制を

整備するには，大規模災害のストレスシナ

リオを想定した上で，被災時における業務

の重要業務を事前に特定することが必要で

ある. 

そして緊急時は，他の金融機関や企業と

迅速に連携を図ること，顧客のバックアッ

プデータを正確に管理すること，そして

「周囲に期待される業務」という軸で意思

決定することが大切だと考える． 
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SUMMARY 

This paper investigates the consequence of small and medium-sized enterprises 
damaged by the Great East Japan Earthquake, having won popularity, and a 
countermeasure against it.  
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1． はじめに 
 
東日本大震災は甚大な経済被害をもたら

し，中小企業の経営にも多大な景況を与え

た．そして，震災から 1 年以上が経過する

今でもいまだ事業所の復旧のめどすら立た

ない中小企業は多く，大きな課題を抱えて

いる．そこで，この本稿では現時点で知り

えた情報を整理し，中小企業への被害や対

応策を論ずる． 
 
2． 東日本の中小企業 
 
2.1 被災地域の企業数,事業所数と被害額 

 
日本には現在約 4,300,000 社の中小企業

が存在しており，その中でも岩手，宮城，

福島（以下「うち 3 県」という．）の企業数

は 59,156 社．うち海岸部の市区町村には

19,855 社存在している．[1] 
信金中央金庫が 2011 年 8 月に出した被害

調査結果では，東日本大震災による直接的，

間接的な被害状況が明らかとなった.全国

では何らかの形で被害を受けた企業が

67.8％にのぼった．被害内容としては「物

流の遅延,停止（31.0％）」「原材料等の不足

（26.9％）」「消費自粛の雰囲気（26.1％）」

を指摘する中小企業が相対的に多くなって

いる． 
地域別では，東北（89.5％），関東（79.2％），

首都圏（70.8％）において被害を受けた中

小企業の割合が高い．このうち,地震と津波
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の直接的な影響を受けた 3 県に限ってみる

と，9 割を超える中小企業が何らかの被害

を受けた．また，建物等の損傷被害が約 5
割と他地区に比べて突出しているうえ，原

発事故による影響も大きい．なお，福島県

では半数の中小企業が原発事故により被害

を受けたと回答している． 
また,東海地区は全国平均を上回る 69.8％
が被害を受けている．これは,当地区では受

注キャンセルの被害を受けた先が 22.0％と，

東北地区（21.9％）と並ぶ水準になったこ

とが背景にあると考えられる． 
一方，「物流の遅延,停止」「原材料等の不

足」「消費自粛の雰囲気」の被害を受けたと

する中小企業の割合は，震災の直接的な被

害が少なかった西日本でも総じて高く，今

般の震災の影響が広範囲に及んでいる様相

がうかがえる． 
次に業種別に被害の特徴をみると,製造業

では「受注キャンセルなどによる売上げ減

（19.4％）」，卸売業では「物流の遅延、停

止（43.0％）」，小売業では「消費自粛の雰

囲気（37.0％）」，建設業では「原材料.資材.
燃料の不足（50.8％）」が他の産業と比較し

て高い割合を占めた． 
不動産業を除く 5 業種について被害の大

きかった 10業種を抽出し，その内訳をみる.
製造業では，パルプ・紙・紙加工品や輸送

用機械器具で「受注キャンセル」の被害を

受けた企業が多くみられた.特に輸送用機

械器具では 45.1％と,約半分の中小企業が

取引先企業から受注をキャンセルされてい

る.また,これらの業種は,電力不足に伴う生

産活動低下の影響を他業種よりも強く受け

たことがうかがえる． 
卸売業と小売業では,業種によりばらつき

がみられるものの，おおむね「物流の遅延

停止」や「消費自粛の雰囲気」からの被害

を受けた企業が多く，流通と販売の両面か

ら打撃を受けたことが読み取れる．卸売業

の食料・衣料や小売業の飲食料品は，いず

れも食品類を取り扱っていることもあり

「原発事故」からの被害割合が高い．また，

卸売業の建築材料では,「原材料,資材,燃料

の不足」からの被害が目立った． 
サービス業では，旅館等の 85.1％が震災に

より何らかの被害を受けている．この水準 
は全業種中最も高く，被害内容としては「受

注キャンセル」「消費自粛の雰囲気」「原 
発事故」の割合が多い.震災に伴う消費低迷

や予約の取消．外国人観光客の減少などか

ら大きな影響を受けたことがうかがえる．

また，自動車整備および駐車場業では,「物 
流の遅延,停止」や「原材料等の不足」から

の被害が大きかった．[2][3][4] 

 
2．2 東日本大震災関連倒産 
 

TDB のデータ結果では,震災発生から

595 日目の 2012 年 10 月 24 日時点で地震

関連倒産数は 1000 件に到達と確認された.
地域別の件数をみると，関東 477 件が最も

高く，約半数を占めていた．次いで，東北

158 件．以下，中部 101 件,九州 69 件とな

っている．関東が最も多かったのは,東北に

隣接するという地理的要因に加え，企業数

に比例して影響を受けた企業が多いことが

理由である.また,被災地から離れた中部や

九州でも件数が多いことは,消費や物流に

も影響の大きさを表している． 
負債総額は 1兆 2,295億 7,800万円を超え，

倒産企業の従業員数は 1 万 6,010 人，非正



131 
 

規雇用の従業員を合わせると 2 万 4,000 人

を超える．[5] 
 
3． 被害に対する企業が行った対応状況 
 
震災を受けて企業がとった対応は，全国

では「資金繰りなど金融面の手当て

（11.4％）」が最も高く,以下，「仕入先の変

更（10.4％）」「物流ルートの変更（9.8％）」

が続いた.また,「人件費の削減（7.7％）」「長

期休業,廃業,事業譲渡の検討（1.0％）」とい

った．地域経済に対して大きな悪影響を与

えかねない回答を選択した企業もあり，影

響が懸念される． 
地域別にみると、東北およびうち 3 県で

は，ともに「資金繰りなど金融面の手当て

（東北・26.2％，うち 3 県・29.7％）」の回

答が最も高かった．被災地において，迅速

かつ円滑な金融の手当てが中小企業にとっ

て非常に重要だったことがうかがえる．そ

のほかの選択肢をみると，「人件費の削減

（東北・17.5％，うち 3 県・21.4％）」や「長

期休業,廃業,事業譲渡の検討（東北・3.8％,
うち 3 県・5.0％）」と，厳しい選択肢を選

んだ企業も多いことがわかる．とりわけ福

島県では 5.9％が休業,廃業等を検討してお

り,被害の深刻さが表れている．そのほかの

地区では，輸送用機械器具など製造業の比

率が高い東海で，「資金繰りなど金融面の手

当て（15.0％）」や「人件費の削減（12.4％）」

などの比率の高さが目立つ.業種別にみる

と,全体と比較して,卸売業では「物流ルート

の変更（ 15.9％）」や「仕入先の変更

（15.1％）」，サービス業では「人件費の削

減（11.5％）」，建設業では「仕入先の変更

（15.5％）」や「資金繰りなど金融面の手当

て（13.1％）」を選んだ企業が多くみられた． 
[2][6] 

 
4． 資金繰り支援 
 
被災中小企業に対しては，既存の借入金

の返済猶予，事業復旧のための設備・運転

資金の確保等の支援が必要となる．そこで，

政府は，既往債務の返済猶予の要請を行う

とともに，政府系金融機関を通じて特別の

融資・保証制度等を整備している． 
平成 23 年度第 1 次補正予算及び「東日本

大震災に対処するための特別の財政援助及

び助成に関する法律」（平成 23 年法律第 40 
号）の成立に伴い，同年 5 月，「東日本大震

災復興特別貸付」（以下「復興特別貸付」と

いう．）及び「東日本大震災復興緊急保証」

（以下「復興緊急保証」という.）が創設さ

れた． 
復興特別貸付は，地震・津波等により直

接被害を受けた中小企業や,風評被害等に

より業況が悪化している中小企業に対して，

最大 7 億 2,000 万円の貸付けや最大 1.4％
ポイントの金利引下げ等を行うもので，こ

れまでの利用実績は，19 万 8,403 件，4 兆

4,472 億円（平成 24 年 6 月 1 日時点）と

なっている． 
また，復興緊急保証の創設によって，直

接被害又は間接被害を受けた中小企業を対

象に，セーフティネット保証，災害関係保

証と合わせ,無担保で１億 6,000 万円,最大

5 億 6,000 万円まで保証を受けることがで

きる 3 階建ての信用保証制度が整備された． 
これまでの利用実績は，8 万 1,622 件,1 兆

8,603 億円（平成 24 年 6 月 1 日時点）と

なっている．両制度は平成 23 年度第 3 次
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補正予算．平成 24 年度予算においても予

算の拡充が行われており，引き続き制度の

利用が可能となっている． 
両制度のほか，「小規模事業者経営改善資

金融資（マル経融資）」制度の拡充（1 次補

正），株式会社日本政策金融公庫等が資本性

を有する長期資金を貸し付ける「震災対応

型資本性劣後ローン」制度の創設（3 次補

正）等が行われている． 
なお，岩手，宮城，福島，青森，茨城を

始めとした地方公共団体も災害対策特別融

資制度・保証制度等を創設し,国の制度の補

完として資金対応を行っている． 
 
4． 資金について 
 
4．1 東日本大震災復興特別貸付 
 
直接又は間接に被害（風評被害を含む）

を受けた中小企業者を対象とし，日本公庫

又は商工中金が上限 7 億 2,000 万円を融資

（直接被害については別枠 3 億円あり）．既

存の貸付制度に比べて，金利や貸付期間，

据置期間等を優遇． 
 
4．2 資本金劣後ローン 
 
震災復興貸付における特例制度として，自

己資本が毀損した中小企業者に対し，日本

公庫又は指定金融機関（商工中金等）が資

本性を有する長期資金（一括貸付型）を貸

付．貸付限度額は７億 2,000 万円，期間は

10 年間． 
 
4．3 小規模事業者経営改善支援融資（マ

ル経融資）の拡充 

 
直接又は間接的に被害を受けた小規模企

業者を対象として，商工会等が経営指導を

行うことによって，日本公庫(国民事業)が無

担保・無保証人で融資を行うマル経融資に

ついて，貸付限度額金利引き下げ措置を拡

充． 
 
4．4 東日本大震災復興緊急保証 
 
直接又は間接に被害（風評被害を含む）を

受けた中小企業者を対象とし，信用保証協

会が借入額の 100％を保証．一般保証とは

別枠で,セーフティネット保証，災害関係保

証と合わせて,無担保 1 億 6,000 万円,最大 5
億 6,000 万円まで利用可能．[4][5] 
 
5．補助金制度 
 
5．1 グループ補助金とは 
 
中小企業等グループ施設等復旧整備補助

事業とは，復興のリード役となり得る「地

域経済の中核」を形成する中小企業等グル

ープが復興事業計画を作成し，県の認定を

受けた場合に，施設・設備の復旧・整備に

ついて補助を行う制度である．これまでの

公募において，青森県,岩手県,宮城県,福島

県,茨城県，千葉県で 287 グループに 2,811
億円（うち国費 1,873 億円）を交付決定し

ている． 
*補助率：中小企業･･3/4（国 1/2, 県 1/4） 大
企業････1/2（国 1/3, 県 1/6）[1] 
 
5．2 採択決定方法 
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1．茨城県は，平成 24 年 5 月 1 日（火）か

ら 5 月 31 日（木）まで公募を実施した．応

募された案件について，県の計画認定審査

会において復興事業計画の認定を行い，国

の補助事業審査委員会の審査を経て，33 グ

ループの補助金の交付を決定した． 
  
2．岩手県，宮城県，福島県は，5 次公募に

応募された案件のうち，県の計画認定審査

会等の審査により追加的な採択を行うべき

とされた 9 グループの補助金の交付を決定

した[7][8] 
 
5．3 グループ補助金の課題 
 
東日本大震災で被災した中小企業の再建

を助けるグループ化補助金が足りない．今

年度の申請額は,被災地全体では予算の 3倍

近い 2245 億円に達し，宮城県では 5 倍近

い．被災地では，必要なお金が届かずに再

建できない企業が出るという心配が出始め

た． 
今年度の補助金は岩手，宮城，福島，茨

城，千葉の 5 県の企業を対象にして，5 月

末に募集を締め切った．朝日新聞の集計で

は,予算は国と各県を合わせて773億円なの

に対し，347 グループから 2,245 億円の申

請があった． 
とくに,宮城県では予算 315 億円に対し，

147 グループから 1441 億円の申請があり，

倍率は 4.6 倍になった．津波の被害を受け

た沿岸部に仙台市や石巻市などの大きな街

が多いからだ．各県はどのグループに補助

金を出すか審査を進めている．[9] 
 
 

6．おわりに 
 
今回の東日本大震災の被害は東日本の極

めて広範囲に及ぶだけではなく，大規模な

地震と津波に加え，原子力発電事故が重な

るという未曽有の大災害であった．その影

響が被災地の中小企業のみならず，被災地

域の企業と取引のある中小企業等に広範囲

に及んでいることがわかった．また，政府

は資金繰りやグループ補助金などの政策を

行い,実際に企業の復旧・復興へ向けて積極

的に支援をしていた．しかし,審査をクリア

するにも時間や資金がかかり,なかなか思

うように進んでいないという課題も見つか

った．今後，東北を復旧・復興させるため

には,エネルギー政策のあり方や,災害に強

い街づくりなど新しい日本を生み出すため

の「創造的な復興」に向けて，日本が一体

とり取り組んでいかなければならない． 
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おわりに：執筆者諸君へ 
 
 思えば，皆さんが社会安全学部に入学して，まもなく一年が経過しようとするそのとき

にあの大震災が発生したのでした．あのときは，日本国民のすべてが，自分に何ができる

のか，何をすべきか，真剣に考えていました．とりわけ，社会安全学部に在籍する皆さん

にとっては，それらはより切実な問いかけであったように感じています． 
残念ながら，私たち一人一人にできることは僅かでした．そのことに対する無力感にも

悩まされたかもしれません．正直に告白すれば，私もその一人です． 
あの震災から二年が経過し．多くの文献を読みこなしながら，このサーベイ論文を書き

上げてくれたことを大変にうれしく思います．論文の質も，私が当初期待した以上に高い

ものに仕上がったと思っています．本当にお疲れ様でした． 
気仙沼での現地調査では，皆さんが自分たちで訪問先を探し，アポを取り，現地の方々

の活動を邪魔しないようにと気を遣いながら，一生懸命に学ぼうとした姿勢がとても印象

的でした．その真摯な気持ちは，きっと被災地の方々に伝わったと思います．なによりも

こうした経験を通じて，皆さんがより大きな人材となってこれからの社会を築いていくこ

とが，調査に協力してくれた皆さんの期待に応えることだと思います．それは，大学で学

ぶ皆さんに社会が期待していることでもあります． 
皆さんの大学生活はもう一年残っています．現在は就職活動まっただ中で，気持ちが折

れそうになることもあるでしょうが，この経験を糧の一つとして，悔いの無いようがんば

って下さい．そして，卒論の完成に向けてともにがんばりましょう． 
 

平成 25 年 3 月 15 日 残雪が眩しいいわて花巻空港にて 
永松伸吾 


